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第 8 章 中小企業コンサルタント資格制度構築への提言 

第 6 章で現状把握調査の結果に基づいて中小企業コンサルタントのプロファイルと評価

プロセスを提案し、それをパイロットプロジェクトで試行した。パイロットプロジェクト

の結果は第 7 章に纏めたが、本章は第 6 章の提案を、パイロットプロジェクトで得た教訓

をもとに修正し詳細化した、トルコにおける中小企業コンサルタント資格制度構築への提

言である。 
 
新しい制度の構築と運用を通して KOSGEB のコンサルティングサービスの質の向上を図

ることが提言の目的である。 
 
 

8.1 中小企業コンサルタント資格制度 

自称コンサルタントを含めて玉石混淆のコンサルタントが中小企業コンサルティングに

従事している現在の状況に対して、調査の全期間を通して、企業側、コンサルタント側、

さらにコンサルタントを採用する側からも多くの不満が聞かれ、中小企業コンサルタント

資格制度構築の必要性が指摘された。 
 
中小企業コンサルタント資格制度が構築・運用され KOSGEB を含む官民の中小企業支援

セクターに制度が広く活用されているという、目標とする将来の理想的な状況とは次のよ

うなものである。 
 

 権威ある機関により、中小企業コンサルタントの基準と評価プロセスが策定、公

開されており、それに基づいて公正な評価と認証が行われている。 
 中小企業コンサルタントとしての認証取得が、様々な中小企業支援プログラムで

働くコンサルタントに義務付けられている。 
 中小企業コンサルタントの質が保証されていることにより、中小企業からのコン

サルタントへの高い需要がある。 
 中小企業コンサルタントが魅力ある職業と見做されることで増大する認証取得志

望者の認証取得準備を支援する仕組みも機能している。 
 
この状況の実現は、まず中小企業コンサルタント資格・認証制度の構築から始まる。そ

れを契機として図 8-1 に示すような好循環が生まれ、想定した状況の実現に繋がることにな

る。つまり 1) 中小企業コンサルタント資格・認証制度が構築され 2) その保証された能力

が認知されて各種の支援機関によって認証取得がコンサルタントに義務付けられる 3) 取
得が義務付けられることと、コンサルタントの質とその機能の有効性が保証されることに

よる企業からコンサルタントへの需要増大に呼応して認証の需要も拡大する、4) コンサル

タント養成の事業化が可能となり民間機関の養成研修へのインセンティブが高まる、結果
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として 5) 養成や研修による中小企業コンサルタント志望者支援の仕組みが充実する。 
 
国の課題である中小企業振興において大きな役割を果たす中小企業コンサルタントの質

の向上と量の拡大が期待できることになる。 
 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 8-1 中小企業コンサルタント認証制度構築による好循環 
 

目標とする上記の状況の実現に向けて、調査団の提言を以下の順序で提示する。 
 

 中小企業コンサルタント制度の枠組み 
 中小企業コンサルタントのプロファイル 
 中小企業コンサルタントの能力基準 
 中小企業コンサルタントの評価プロセスと認証制度 
 中小企業コンサルタント評価ツール 
 中小企業コンサルタント養成 
 中小企業コンサルタント制度による KOSGEB コンサルティングサービスの質の向上 

 

 
8.2 中小企業コンサルタント制度の枠組み 

8.2.1 将来の制度の枠組みに対する方針 

本調査は当初、KOSGEB のコンサルタント登録制度のためのコンサルタント基準の作成

と評価プロセスの改善を行い、加えて、その評価プロセスを将来トルコにおける中小企業

コンサルタント国家資格制度として発展させるための道筋を提案することを目的として開

始された。 
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開始後 KOSGEB のコンサルタント登録制度は既に廃止されていることが判明したが、

KOSGEB は支援プログラムに従事するコンサルタントの採用に当たって登録制度に代わる

暫定的な基準で当座の対応をしている状況であり、調査団と共に中小企業コンサルタント

の基準と評価プロセスを策定することを緊急の課題としていることには変わりがないこと

が確認された。調査団は当初の予定通り、中小企業コンサルタントの基準案と評価プロセ

ス案の策定を行い、第 7 章で述べたように KOSGEB とともにパイロットプロジェクトを実

施した。 
 
調査終了後、本調査で策定した基準と評価プロセスをどのような形で制度として構築す

るかについて、当初から KOSGEB の方針はこの制度を内部で運用はせずに外部の機関乃至

はスキームを利用するということであったが、その特定の機関やスキームは未定であった。 
 
幾つかの案が検討されたが、パイロットプロジェクトの準備と実施の時期に合わせて、

KOSGEB は第 4 章で概観したトルコの職能認証制度の枠組みの中で新しい中小企業コンサ

ルタント資格制度を構築するという方針を 終的に固め、既に関係機関との交渉を開始し

ているのが現状である。 
 

8.2.2 職能認証制度 

トルコには国際基準に基づいた認証機関の認定機関としてトルコ認定庁（TÜRKAK）が

活動しており、認証の対象には製品、マネジメントシステム、試験・校正機関に加えて、

要員も含まれている。ただし TÜRKAK の活動の中心は要員認証ではなく、要員認証として

は現在のところ、ISO 品質マネジメントシステムの審査員や溶接士などに対して行われてい

るのみである。 
 
一方イギリスの NVQ を基に EU においても様々な職業の能力基準を作成し、基準に基づ

いて要員の認証を行う制度が広がりつつあり、第 4章で述べたようにトルコにおいても 2006
年に法律に基づいてトルコ職業資格庁（MYK）が設立されている。MYK は職業能力基準作

成機関であり、作成された基準に基づく認証は、TÜRKAK に認定された認証機関が行う。

MYK による職能認証制度の要諦は、利害関係のない者が定められた基準と方法によって評

価をするという第三者認証によって担保される公平性である。 
 
この職業能力認証制度の狙いは、大学などのアカデミックな教育課程の外で様々な方法

による自己努力と経験を通して獲得した職業能力を評価し認証することである。経験を通

して獲得した職業能力という意味では製造現場で働く機械工などテクニシャンの技能など

が分かり易い認証の対象ということになる。認証の対象について MYK は次のように規定し

ている。 
 



第 8 章 中小企業コンサルタント資格制度構築への提言  

8 - 4 

医者、歯医者、看護士、薬剤師、獣医、エンジニア、建築士など、 低でも大学院

レベルの教育が必要とされ、職業従事の条件が法律で定められている職業は除く。 
 
しかし職業のレベルが難易度に応じて 8 つに分けられ、レベル 8 は博士号相当とされて

いることからも分かるように、認証の対象は技能工に限られるわけではない。特定のアカ

デミックな教育課程と直結していない多様な職業が対象とされる。因みに既に MYK によっ

て基準が作成され認証が始まっている職業としては、自動車組立工、塗装工、機械組立工、

機械工、機械オペレーターなどの技能工以外にも労働安全衛生員、倉庫管理者、ビジネス

キャリアコンサルタントなどがある。（表 4-13 参照） 
 
様々な分野のアカデミックなバックグランドをもつ者が自己研鑽と経験を通して必要な

能力を身に着けることを前提としているコンサルタントという職業も、この MYK の認証対

象の条件に合致していることになる。 
 
MYK と TÜRKAK によるトルコの職業能力認証制度を構成する機関とそれぞれの業務を

整理したのが表 8-1 である。（図 4-8 参照） 
 

表 8-1 職業能力認証制度の構成機関 

機関 業務 要件 
MYK  職能基準の作成 

 認証・試験機関のモニタリング 
 

TÜRKAK  ISO17024 に基づく認証・試験機関の

認定 
 

認証・試験機関  試験乃至は試験機関のモニタリング 
 認証授与 
 MYK に委任された機関による認定を

受けた研修機関のモニタリング 

TÜRKAK による認定を受け

ること。 

研修機関  認証希望者に対する教育・研修 MYK に委任された機関によ

る認定を受けること。 
出所：JICA 調査団作成 

 
MYKは新しい基準の策定から公開まで、また認証についての様々な手順を規定している。 
 

(1) 基準作成 
MYK は基準作成機関であるが、実際の基準作成業務は MYK から指名を受けた機関が

行う。MYK は提出された基準を審査し、MYK の名において官報に公開する。具体的に

は、まず当該基準を必要としている機関なり団体がイニシアティブを取り、MYK に基準

作成の申請をすることから始まる。それを受けて MYK は関係機関への打診をしたのちに、

当該基準を作成することの妥当性、申請した機関が基準を作成することの妥当性を確認

したのち、申請機関と基準作成に関する取り決め（プロトコル）を結ぶ。作成機関によ

って MYK に提出された基準は、 低 30 日間の Web 公開によって集められるステークホ
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ルダーの意見やコメントに基に必要な修正が加えられる。次に MYK のセクターコミティ

の審査と Executive Board の承認を経た後、 終的に、該当する職業レベルとともに、MYK
基準として官報に公示され国家基準となる。 

 
なお基準は市場の変化に対応する為に 5 年毎に見直しが行われる。 
 

(2) 認証・試験機関 
認証・試験機関はまず MYK によって指名を受けたあと、TÜRKAK の認定を受ける必

要がある。また認証・試験機関はその試験業務を外部に委託することも可能である。た

だしその場合はあくまで ISO17024 の規定を遵守し、試験機関の業務をモニタリングする

ことになる。 
 
認証のための試験機関による評価は、基準に基づく基本能力と応用能力についてその

知識、実務能力、さらに態度・姿勢が対象となる。試験問題などの評価ツールや評価ガ

イドラインは各試験機関によって開発され MYK に提出されその承認を得る。MYK は各

試験機関から提出された評価ツールを統合してデータベースとして保管し、データベー

スはすべての試験機関による利用に供されることになる。 
 

(3) 研修機関 
MYKの認証の原則の一つは、その能力を獲得した方法を問わない、ということである。

評価を受ける時点で基準を満たす能力を証明することだけが認証を受けるために必要で

あり、その能力を獲得するためにどのような研修を受けたか、どのような業務を経験し

たかなどは原則として考慮されない、ということである。 
 
ただし MYK が委任した機関から認定を受けた研修機関によるプログラムへの参加の

みは例外的に評価試験の一部と見做される。そのためにプログラムは当該基準に合致し

ているかどうかの審査を受け認定を受けたのちも、認証・試験機関の定期的なモニタリ

ングを受けることになる。 
 
中小企業コンサルタント制度構築に向けての下記の調査団の提言は、制度を MYK の職

能認証制度の枠組みの中で構築すること、中小企業コンサルタント基準を KOSGEB が

MYK とのプロトコルに基づいて作成すること、を前提としている。 
 
 

8.3 中小企業コンサルタントのプロファイル 

8.3.1 中小企業コンサルタントのプロファイル 

トルコにおいてはコンサルタントとは特定分野の専門家であるという概念が定着してい

る。特定分野の専門家であって中小企業への業務経験がある者が漠然と中小企業コンサル



第 8 章 中小企業コンサルタント資格制度構築への提言  

8 - 6 

タントと呼ばれている、というのが実情である。 
 
それに対して調査団の提案は、企業活動の特定分野ではなく、中小企業そのものを専門

分野とする“中小企業コンサルタント”という新しい概念の導入である 
 
企業数で全体の 96%を占める零細企業が“中小企業コンサルタント”の主たる対象であ

ることを念頭に、調査団の提案する“中小企業コンサルタント”は、既に第 6 章において

提示したように、次のような機能とプロファイルをもつコンサルタントである。 
 
“中小企業コンサルタント”に求められる機能は次の二つである。 
 

(a) 中小企業経営者にとって も身近な相談相手となり、経営の専門家としての立場か

ら全ての分野の経営課題に対応する診断と助言を行い、顧客企業の成長発展を支援

するアドバイザーとしての機能 
(b) 中小企業のあらゆる経営課題に総合的・継続的に対応することを業務とし、複雑高

度な特定の課題に対しては相応しい専門家や関連する組織と、また不足する経営資

源への対応には適切な外部の支援プログラムと、それぞれ円滑に連携し解決にあた

るコーディネーターとしての機能 
 
“中小企業コンサルタント”は通常個人で一つの企業を担当する。広範な問題に柔軟に

対応し、全社的な経営の視点で判断し助言の出来るアドバイザーにはオールラウンドの能

力（但し製造業における固有技術は除く）が不可欠である。“中小企業コンサルタント”は

まず中小企業経営の全ての分野の幅広い知識をもった中小企業マネジメントに関するジェ

ネラリストでなければならない。どのセクターのどのような業種・業態の中小企業に対し

ても、企業を総体として偏りなく診たうえで企業が抱える問題を探り当て、改善の優先順

位を的確に判断できることが必要である。 
 
その上で、必要に応じて柔軟に様々な分野の専門家の支援への橋渡しをし、さらにニー

ズにあった適切な支援プログラムの企業の利用を斡旋することなどが、コーディネーター

としての“中小企業コンサルタント”の業務となる。 
 
ただし調査団の提案は、中小企業支援にあたるコンサルタントの全てがこのプロファイ

ルを持つべきである、ということではない。コンサルティングのテーマが決定した後、テ

ーマに応じた特定分野の専門家の助言と指導が必要となることは多い（図 6-5 参照）。中小

企業に対するコンサルティングにおいては、先入観にとらわれず現場に徹した眼で企業を

観察診断する、というステップが不可欠であり、そのステップに従事するコンサルタント

はここで提案しているプロファイルをもつべきである、というのが調査団の提案である。 
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8.3.2 中小企業コンサルタントと経営コンサルタント 

MYK は、複数の基準の対象が相互に重複しないこと、を基準作成の原則の一つとしてい

る。そのために新しい基準の作成に取り掛かる前には、同じ領域の職業の区分けを明確に

した職業地図（職業マップ）の作成を義務付けている。 
 
多くの国の企業コンサルティングの分野において、コンサルタントという職業の明確な

定義や資格制度がないままに、様々な専門分野と経歴をもつものが皆同じように経営コン

サルタントを名乗ることで企業側に混乱を生じさせ、更にコンサルタントの評価を落とし

ている。この状況への問題意識はトルコにおいても高く、コンサルタント資格制度構築が

広く要望されている。すでに MYK に対して経営コンサルタントとしての基準作成を申請す

る動きを見せている団体もある。重複を避けるという MYK の基本方針に沿うためには、

KOSGEB は MYK とプロトコルを結び“中小企業コンサルタント”の基準作成を取りかか

る前に、企業コンサルタントの職業のマップを作り、その中で“中小企業コンサルタント”

を明確に位置づける必要がある。 
 
この点についての調査団の見解を次に提示する。 
 
まず一般的に経営コンサルタントと総称されている職業と本調査のテーマである“中小

企業コンサルタント”に求められる能力には違いがあることを述べる。次に、企業経営の

各分野と並んで中小企業そのものも一つの専門分野であるという考え方を前提として、企

業コンサルタントを専門別に定義すること、を提案する。 
 

後にもし専門別コンサルタントに加えて“経営コンサルタント”の定義、基準作成、

認証の要望がある場合には、MYK の職業のレベル分けに則って、複数の専門分野をもつこ

とを条件に、専門コンサルタントより一つ上のレベルに “経営コンサルタント”を定義す

ることを提案する。 
 

(1) 優先される能力の違い 
多くの国において経営コンサルタントという名称は、厳密な定義がないまま、企業コ

ンサルタントの総称としてあいまいなまま使われている。企業から依頼を受けて、経営

上の様々な問題を解決するための支援を行うものすべてが経営コンサルタントと呼ばれ、

また自称している。このことは能力と実績にのみにより顧客から選定される必要がある

ことを意味し、経営コンサルタントは常に厳しい競合環境に置かれていることになる。

“中小企業コンサルタント”も顧客を中小企業に特化しているとはいえ、広い意味の経

営コンサルタントであると通常見做されている。 
 
経営コンサルタントの業務は通常、企業診断、分析、提案、指導、助言などからなる

が、定型化することは難しい。問題の発見から指導・フォローアップまでを任される場

合、特定分野の問題解決支援だけを依頼される場合、保有するネットワークを駆使した
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紹介業務だけを依頼される場合などもある。 
 
企業の経営には様々な分野があり、また各分野も様々な領域に分かれる。セクターに

特有のファクターもあり、これらの分野や領域、セクターのすべてにおいて深い専門性

と経験を持つことが出来れば理想的な経営コンサルタントということになるが、現実に

はあり得ない。経営コンサルタントはそれぞれが得意とする分野やセクターを持つこと

になる。博士号や MBA などの高い学歴を持つ者、また特定分野での高い専門性や経験を

持つ者が、そのまま経営コンサルタントと自称し、またそう呼ばれて活躍している。特

定の業界において豊富な実務経験を持つ者がその経験と蓄積したネットワークを武器と

してその分野に特化した経営コンサルタントとして業務を行っている例もある。特定分

野としては企業組織、人事管理・人材開発、生産管理、品質管理、財務、IT、さらに ISO
認証取得支援などが比較的多い。自分の専門分野（ドメイン）を持つことは厳しい競合

環境に置かれている経営コンサルタントにとって必須である。 
 
当然企業の相談相手である以上、専門外の分野についての知識ももつことは望ましく、

自分の専門分野に軸足を置きつつ、その周辺に業務の範囲を広げて、経営に関する包括

的なコンサルタントを名乗る経営コンサルタントもいることになる。経営コンサルタン

トにとっては得意とする専門分野がまず求められるが、加えて経営に関する幅広い知識

と経験をもつことも顧客に対するセールスポイントとなり、競争相手である他の経営コ

ンサルタントとの差別化の一つの方法にもなる。 
 
一方調査団が提案する“中小企業コンサルタント”は経営の特定分野を専門とするの

ではないという意味でジェネラリストであるが、別の言い方をすれば、中小企業そのも

のを専門とするコンサルタントということである。第 6 章で述べたように、中小企業は、

経営資源に恵まれた大企業とは異なる問題や課題を抱えている。創業支援や企業の体質

強化、社内体制の確立などだけではなく、経営者自身も気が付かない問題を発見・指摘

し改善指導をすることなども重要な業務である。経営の全ての部門を差配する中小企業

の経営者の相談相手には、全ての分野に渡る見識と分野横断的な知識がまず求められる。

経営コンサルタントはそれぞれが専門分野を持つ必要があるという意味では、例えば人

材開発を専門分野とする経営コンサルタントに対して、中小企業を専門分野とする経営

コンサルタントが“中小企業コンサルタント”である。 
 
つまり、“中小企業コンサルタント”と他の一般的な経営コンサルタントでは、求めら

れる能力の優先順位が異なるということになる。経営コンサルタントに必要な能力を 1) 
特定分野の深い専門性と 2) ホームドクターに期待されるような企業経営に関する幅広い

知識を駆使した、どの分野であれ、企業が抱える問題を探り当てることができる能力、

に分けると、既にのべたように一般の経営コンサルタントにはまず 1) が優先され 2) の
能力は補完的なものである。それに対して、”中小企業コンサルタント“には 2) の能力

が必須であり、1) の能力は補完的なものとなる。中小企業コンサルタントにとっても特

定分野の高い専門性も併せ持つことが望ましいことは言うまでもないが、それは必要条
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件ではない。 
 
企業がコンサルタントに求めるものは、対症療法的なコンサルティングから長期的な

視点に立ったアドヴァイスまで様々であるが、一般の経営コンサルタントが主に対象と

する企業は、中長期的な戦略作りや新マーケット開拓、新製品開発などで専門的な支援

を必要としている企業であり、企業規模では中企業から大企業が多いことになる。顧問

企業を持ち長年にわたって相談に乗り指導をするコンサルタントなどである。大企業が

一般的にコンサルティング会社と契約をする傾向があることも多くの国において共通し

ている。 
 
それに対して中小企業で括られる企業群の大半は零細規模の企業である。支援を必要

としているテーマも上記の大企業の場合とは様相が異なる。創業段階の企業に限らず、

企業の組織作りやボトルネック対策・改善といった生き延びるための全社的な支援と指

導がコンサルタントには求められる。中小企業コンサルタントにはまず何よりも、ホー

ムドクター的な幅広い知識と企業が抱える問題を探り出し対策を提案する能力が必須と

いうことになる。どの国においても中小企業には公的支援政策や様々な支援プログラム

が用意されており、それらに精通しかつその利用の仲立ちをすることなども、一般の経

営コンサルタントには必要が無いものの、中小企業コンサルタントには必須の能力の一

部である。 
 
トルコにおいて企業に対するコンサルティングを業務としている団体や機関としては

YDD や PRODER などの純粋の民間団体だけではなく、VGM や ABIGEM などもある。現

状把握調査でヒアリングした結果に基づくと、VGM や YDD などはコンサルタントを登

録するに当たって特定分野での専門性と経験を必要かつ十分条件としている。MPM の場

合登録コンサルタントは専門分野に分かれており、企業を診断する場合には専門分野の

異なる複数の登録コンサルタントによるチームで行っている。それに対して中小企業を

主たる支援対象としている ABIGEM は、特定分野の専門家を登録するに当たって専門外

の分野の研修を義務付けるなどの制度をもっており、ホームドクター的なコンサルタン

トを必要としている中小企業のニーズへの対応が図られている。これらの事実は、一般

的な経営コンサルタントと零細企業を主たる対象とする“中小企業コンサルタント”に

求められる能力の違いはトルコにおいても既に広く認識されていることを示している。 
 

(2) レベル 6 の“中小企業コンサルタント”とレベル 7 の“経営コンサルタント” 
調査団は、様々な専門性と対象をもつ企業コンサルタントを一つの基準のもとに一本

化することは適当ではないし、その必要もなく、また不可能でもあると考えている。 
 
敢えて全ての企業コンサルタントに共通する部分だけをカバーする一つの基準を作成

すれば、極めて基礎的、平均的な知識やコンサルティングスキルだけを内容とする基準

となり、資格は検定資格としても従事資格としても実質的に意味がないことになる。調

査団は中南米の一国で、一般コンサルタント基準という名称で作成されたこの実例を経
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験しているが、発効したもののほとんど使われていない。 
 
また専門性や対象が様々なステークホルダーすべてが合意する一つの企業コンサルタ

ント基準を容易に作成できると考えるのも現実的ではない。コンサルタントの基準作成

と国家認証制度の構築は、トルコにおいて民間セクターを初め多くのステークホルダー

が長く希望してきたものであるが、ここでこのあいまいな定義の問題でいたずらに時間

を浪費することでせっかくの制度構築に向けて高まっている機運に水を差すことはもっ

とも避けるべきである。 
 
“中小企業コンサルタント”を、顧客を中小企業に特化した経営コンサルタントと呼

ぶことは出来るが、既に述べたように必要とされる能力基準には違いがある。“中小企業

コンサルタント”という個別の職業基準を作成し資格を設けることは、中小企業側の特

有のニーズを考えれば理に適っている。 
 
調査団の提案は次の通りである。 
 

 企業コンサルタントをそれぞれの専門分野に基づいて定義し、コンサルタントと

しての職業名に専門分野を加える。具体的には財務コンサルタントや生産性コン

サルタントなどであり、それらと並んで中小企業分野の専門家が“中小企業コン

サルタント”となる。 
 MYK の基準では全ての職業は難易度に応じて 8 つのレベルに分けられるが、この

専門コンサルタントの職業レベルを 6（大学卒相当）とする。 
 
調査団はこれらのレベル 6 の“中小企業コンサルタント”を含む専門コンサルタント

の認証制度構築で現在のトルコの緊急の課題への対応としては十分であると考えている

が、もし“経営コンサルタント”という職業を定義し基準を作成する要望と必要がある

のであれば下記のような対応を提案する。 
 

 複数の専門分野を持ちそれぞれの分野においてコンサルタントとしての十分な専

門性と経験をもつコンサルタント、つまり複数のレベル 6 のコンサルタント認証

取得を条件として、一段上のレベル 7（大学院卒相当）の職業として“経営コンサ

ルタント”を定義する。 
 
レベル 7 の“経営コンサルタント”とレベル 6 の各分野別のコンサルタントはすべて

別個の職業となり、コンサルタントとして共通する部分はあるものの、それぞれの基準

が作成されることになる。 
 
将来 MYK による職業能力認証制度の枠組みの中で“中小企業コンサルタント”を含む

様々なコンサルタントの職業基準が策定され認証が始まることを調査団は期待している。

各基準の作成担当機関の決定は 終的には MYK の判断によることになるが、調査団はレ
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ベル 6 の“中小企業コンサルタント”基準は、トルコにおける中小企業支援の中心機関であ

る KOSGEB が作成し、同じレベル 6 の他の専門コンサルタント基準は専門分野に応じて

様々な機関が作成することを想定している。 
 
なおマネジメントコンサルタントの国際認証であるCMCのトルコにおける窓口である

YDDは、上記のレベル7の“経営コンサルタント”基準作成機関の候補となるはずである。 
 
次ページの図 8-2 は “中小企業コンサルタント”を含むレベル 6 の分野別専門コンサル

タントおよびレベル 7 の“経営コンサルタント”それぞれの知識分野とその深さの違いを

示している。 
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出所：JICA 調査団作成 

図 8-2 レベル 6 分野別専門コンサルタントとレベル 7“経営コンサルタント” 
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8.4 中小企業コンサルタントの能力基準 – KOSGEB への提言 

8.3 で述べたように調査団は KOSGEB が MYK とプロトコルを結び“中小企業コンサルタ

ント”基準を作成することを想定しており、ここでの提言は KOSGEB に対するものである。 
 
MYK の職業能力基準の構成は、まず職業が複数の職務に分けられる。次に各職務が複数

の業務に分類されたうえで、各業務に必要な能力が規定される。作業は職業地図（職業マ

ップ）の作成から開始されるが、作業には 1) ステークホルダーへの調査結果に基づく専門

家の分析 2) 実際の仕事の記録を基にした分析 3) 実際の仕事の従事者によるワークショ

ップ開催等の方法がある。 
 
溶接、機械加工などの技能者や特定事項の検査官などの定型業務が主である職業は、職

務を業務として細分化し、それぞれに必要な能力を、あるいは数値によって、あるいは“す

る・しない”という表現で定義することが可能である。しかしコンサルティングは自分の

持つ知識、経験、能力さらに外部ネットワークを総動員して行う全人格的な職業である。

多様な顧客の様々な状況と要求に柔軟かつ臨機応変に対応し、 終的に顧客の満足を得る

ことが求められる極めて不定型な仕事である。技能者などの場合と同じ職業基準の構成は

馴染まない。 
 
“中小企業コンサルタント”の能力基準に関する下記の調査団の提案は、職務を設定し

たあとは業務のレベルまで細分化することはせずに、各職務に必要なコンサルタントの要

件を実務能力、知識、態度・姿勢に分けて規定している。当然複数の職務に共通して必要

な要件もある。その上で、各要件の中小企業コンサルタントの基準となる習得・習熟度を

示すとともに、評価の指針とするために各要件の 5 段階評価基準を策定している。 
 
8.3.1 章では“中小企業コンサルタント”の機能をアドバイザーおよびコーディネーター

と定義した。まずこの定義に基づいて“中小企業コンサルタント”としての仕事を図 8-3 の

ように 5 つの職務に分ける。 
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中小企業コンサルタント 職務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団作成（図 6-4 を一部修正） 

図 8-3 中小企業コンサルタントの職務 
 
次に各職務の遂行に必要な要件を実務能力、知識、態度・姿勢に分けて、表 8-2 に示すよ

うに定義する。 
 

IV  ニーズに応じて企業の官民の支援施

策活用への橋渡し 

中小企業に不足する経営

資源を補完するアドバイザ

ーかつ改善を推進するコー

ディネーター I  企業診断・不特定分野の経営課題の中

から優先度の高い問題の特定 

II  特定した問題の原因解決と改善への企

業の取組みに対する助言 

III  高度なコンサルティングの必要に応じ

特定分野専門家への橋渡しと協働作

業 

V  評価・終了・フォローアップ 
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表 8-2 “中小企業コンサルタント”の各職務に必要な要件 

職務 I  企業診断・不特定分野の経営課題の中から優先度の高い問題の特定 

実務能力 知識 態度・姿勢 

プロジェクトマネジメント能力   

情報収集力   

問題分析力、課題設定力   

 中小企業経営の全ての分野の理

解と基本的知識 

 

 中小企業経営の各分野の相互関

連性の理解と分野横断的知識 

 

  現場力（現場・現実・現物） 

  相手の信頼を勝ち得る人間性、

コミュニケーション能力、説得

力、プレゼンテーション能力 

  倫理性 

 

職務 II  特定した問題の原因解決と改善への企業の取組みに対する助言 

 

実務能力 知識 態度・姿勢 

プロジェクトマネジメント能力   

改善実行を支援し成果に導く

コンサルティングスキルと指導

力 

  

 中小企業経営の全ての分野の理

解と基本的知識 

 

 中小企業経営の各分野の相互関

連性の理解と分野横断的知識 

 

  現場力（現場・現実・現物） 

 

 

 

 相手の信頼を勝ち得る人間性、

コミュニケーション能力、説得

力、プレゼンテーション能力 

  倫理性 
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職務 III  高度なコンサルティングの必要に応じ特定分野専門家への橋渡しと協働作業 

 

職務 IV  ニーズに応じて企業の官民の支援施策活用への橋渡し 

 

  

実務能力 知識 態度・姿勢 

経営者の視点による特定分野

専門家とのマッチング（紹介）

能力 

  

特定分野専門家との協働能力   

 中小企業経営の分野別専門性の

基本的理解 

 

  相手の信頼を勝ち得る人間性、

コミュニケーション能力、説得

力、プレゼンテーション能力 

  倫理性 

実務能力 知識 態度・姿勢 

各種機関や支援プログラムと

の連携能力 

  

申請準備・実務能力   

 中小企業支援政策、官民のプログ

ラムの理解 

 

 申請実務知識  

  相手の信頼を勝ち得る人間性、

コミュニケーション能力、説得

力、プレゼンテーション能力 

  倫理性 
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職務 V  評価・終了・フォローアップ 

出所：JICA 調査団作成（表 6-1 を一部修正） 

 

知識の要件の一つである｢中小企業経営の全ての分野の理解と基本的知識｣に関して、そ

の知識の範囲を示したものが表 8-3 である。表 6-2 の内容をパイロットプロジェクトの準備

段階でのトルコ人専門家との協議、およびパイロットプロジェクト実施結果を踏まえて修

正した。 
 

  

実務能力 知識 態度・姿勢 

プロジェクトマネジメント能力   

評価能力   

改善実行を支援し成果に導く

コンサルティングスキルと指導

力 

  

経営戦略策定支援など企業の

新たな方向への企画力 

  

 中小企業経営の全ての分野の理

解と基本的知識 

 

 中小企業経営の各分野の相互関

連性の理解と分野横断的知識 

 

  現場力（現場・現実・現物） 

  相手の信頼を勝ち得る人間性、

コミュニケーション能力、説得

力、プレゼンテーション能力 

  倫理性 
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表 8-3 ｢中小企業経営の全ての分野の理解と基本的知識｣の範囲 

Ⅰ 経営管理（人的資源管理を含む） 

経営者・経営層： 経営者の資質・リーダーシップ 

企業活動： 経営理念、経営戦略、経営環境分析（SWOT 分析）、経営計画（年度計画、中長期

計画、マネジメントサイクル（PDCA））、経営改善手法（5S、QC サークル活動）

経営戦略： 成長戦略（アンゾフの製品・市場マトリクス、BCG のプロダクトポートフォリオ・

マネジメント）、競争戦略（ポーターの５つの競争要因）、産業クラスター 
経営組織： 組織構造（機能別・マトリックス等）、組織構造の設計原理、組織のライフサイク

ル、組織管理の在り方（科学的管理法、人間関係論等）、組織構成員のモティベー

ション（マズローの欲求段階説、ハーズバーグの動機づけ・衛生理論等） 
人的資源管理： 雇用・就労管理（採用・配置、職務記述書、労働条件等）、人事評価（目標管理制

度）、報酬（種類と体系、評価と報酬）、能力開発（研修方法、OJT・Off-JT 等） 

経営倫理： 企業の社会的責任、地球環境保全等 

第６章（表 6-2）からの変更理由 
1. トルコ中小企業の多くが家族あるいはパートナーを中心とした同族経営であり、経営者が高齢とな

っても権限委譲が進んでいないケースが多い。このため企業の多くが「組織化」の課題を抱えてい

ることから経営組織に関する知識の範囲を拡げ、企業の成長段階に応じた組織の在り方を論じた組

織のライフサイクル（Richard L. Daft）を追加した。また、経営戦略にもとづく経営目標を達成す

るには組織構成員の参画が不可欠であることから、組織管理の在り方や組織構成員のモティベーシ

ョンを追加した。 
2. 企業成長には経営者のリーダーシップ、組織管理の在り方のみならず、従業員の自主的な参加によ

る日々の改善活動が不可欠である。このため 5S に加え、日本で生まれ広く海外へも紹介されてい

る QC サークル活動および活動のツールである QC7 つ道具を追加した。 

Ⅱ 生産管理 

製品開発： 製品設計、図面等 

生産管理： 生産形態、生産計画、日程計画・生産統制、レイアウト、 IE、5S、目

で見る管理、生産情報システム等 
資材調達・在庫・購買管理： MRP、発注方式、ABC 分析、外注管理、V/A 等 

設備・品質管理： 予防保全・定期保全、設備稼働率、QC 手法等 （TQM、QC7 つ道具、

新 QC7 つ道具、ISO9001、5Why の質問法、ECRS、） 
環境・職場安全： 4R（Refuse、Reduce、Reuse、Recycle）、廃棄物、安全衛生対策等 

第６章（表 6-2）からの変更理由 
1. 生産の流れに基づく実践的な知識を中心にした構成であったが、中小企業へのコンサルティングに

意欲的なコンサルタントの中に初歩的な生産管理に係る知識に欠ける人も少なくないことが判明

したため、より基本的かつ教科書的な項目構成とした。 

2. 製品の開発目的と計画、設計タイプや設計標準化等の項目を削除。製造業に関する特定の管理業務

以外でも活用できる管理・改善手法である 5S、目で見る管理、ABC 分析、TQM、QC7 つ道具、新

QC7 つ道具、ISO9001、5Why の質問法、ECRS 等を具体的項目として追加した。 

3. 作業管理はトルコでも一般的になりつつある IE と言う言葉に置き換えた。 
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4. トルコの中小企業でも IT の導入が速いスピードで進みつつある現状から、生産情報システムを追

加した。 

Ⅲ 店舗・販売管理 

店舗施設： 店舗機能、店舗設計（店舗構成、売場レイアウト、什器、商品陳列、店舗照

明と色彩） 

マーチャンダイジング： 商品予算管理（GMROI、売上高予算、在庫高予算、値入高予算、仕入高予

算）、商品構成と品揃え（ストアコンセプト）、商品仕入（仕入数量による分

類、仕入先数による分類、取引条件）、価格設定・販売促進（小売業の価格

設定の特徴、インストア・マーチャンダイジング） 

物流・輸配送管理： 物流機能、物流戦略（物流ネットワーク等） 
販売流通情報システム： POS システム、バーコード、CRM 等 

第６章（表 6-2）からの変更の理由 
1. トルコにおいても都市部周辺に大型店が進出し、従来型の小売店の事業環境が厳しくなっていると

される。このため小売店のマーチャンダイジング力評価のためのツールとして GMROI（Gross 

Margin Return on Inventory： 商品投下資本粗利益率）を、また来店客の客単価のアップによる売場

の生産性を向上させるための概念として ISM（インストア・マーチャンダイジング）を追加した。

2. 販売流通情報システムは店舗内販売業務の効率化だけでなく、顧客の囲い込みや顧客の購買履歴分

析に基づいた自店のマーチャンダイジング政策を打ちたてるうえにも必要不可欠なツールである。

このためバーコードシステムなどの販売流通情報システムを追加した。 

Ⅳ マーケティング 

マーケティングの基礎概念： マーケティングの定義・変遷（プロダクトアウトとマーケットイン等）・

領域 

マーケティング目標： 販売計画、売上目標、利益目標、市場占有率、評価、等 
マーケティング戦略： マーケティングマネジメントプロセス、環境分析、4P（製品戦略、価格

戦略、チャネル流通戦略、プロモーション戦略）、経営資源との整合性

等、ターゲットマーケティング、関係性マーケティング、インターネッ

トマーケティング 

市場調査： 市場調査の目的、調査の対象・種類・範囲、評価と対策等、マーケティ

ング情報システム、消費者購買行動、組織購買行動、顧客満足度 

第６章（表 6-2）からの変更の理由 
1. マーケティングに係る基礎的知識としてマーケティングの定義（米国マーケティング協会の定義を

含む）・変遷・領域等包括的な項目を追加した。 

2. マーケティングマネジメントプロセス、環境分析、消費者購買行動、組織購買行動を追加した。 
3. より基礎的な知識に重点を置く意味から、販売計画や経営資源との整合性等の実務に直結する項目

は削除。マーケティング情報システムを追加した。 

4. トルコが急速な経済発展を遂げつつある結果、市場の変化や競争の激化が予想以上に早く到来する

ことも考えられ、ターゲットマーケティング、関係性マーケティング、インターネットマーケティ

ング、顧客満足度等を追加した。 
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Ⅴ 財務管理 

運転資本管理： 自己資本、他人資本、短期資本、長期資本 

財務諸表： 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等 
経営分析： 収益性、効率性、安全性・流動性、生産性キャッシュフロー計算書分析：営業・投

資・財務キャッシュフロー 

損益分岐点分析： 変動費と固定費、損益分岐点売上高 
投資評価： 単利と複利、現在価値・将来価値、投資評価方法（正味現在価値法、内部収益率法、

回収期間法） 

原価計算： 製造原価報告書の構造、実際／標準原価計算 

第６章（表 6-2）からの変更の理由 
1. 経済成長が続くトルコでは需要の高い伸び、新たなビジネス機会の増加を背景に、中小企業の売上

は大きく増加している。この恒常的な売上増加に伴う長期運転資金の調達が大きな課題となってお

り、この資金調達の巧拙が企業の成長を大きく左右する。このためトルコ人専門家の意見により、

運転資本管理の基本を知識の範囲に追加した。具体的には企業の流動性・安定性を理解するための

自己資本・他人資本、短期資本・長期資本といった概念についての項目である。 

2. 多くのコンサルタントにとっては財務・会計は始めて学ぶ科目である。このため、トルコ人専門家

の意見により、投資評価を行なううえでの基礎知識である金利（単利・複利）および現在価値・将

来価値の概念を追加した。 

3. 表 6－2 記載の「資金調達・為替リスク：資金調達の形態・コスト、為替リスク・先物予約等」に

ついては、中小企業コンサルタントにとっての学習必要性について他の項目と比較勘案し削除し

た。 

Ⅵ 法的側面 

法人活動： 法人の種類・登記、事業の届出・許認可、資格保持者等 
債権・契約： 契約の種類、契約の履行・不履行、不法行為等 

雇用労働： 採用・解雇、労働時間・給与、職場安全・衛生、労働組合等 

税務・会計： 決算書の届け出、優遇税制・関税、納税期限等 
知的財産権： 特許権、実用新案権、著作権、商標権等 

その他： 製造物責任、消費者保護、貿易関連法規、EU 指令等 

Ⅶ 情報システム 

情報技術： OS・ソフトウェア、データベース、ネットワーク、セキュリティ 
情報システム： 業務系・情報系、業務改善、情報伝達・意思決定ルート等 

情報システム計画： 中期計画、年度計画・予算管理等 

情報管理： 管理規則、保管・更新・リスク、アウトソーシング 

出所：JICA 調査団作成（表 6-2 を一部修正） 

 
次に表 8-4 は各要件の習得・習熟度の 5 段階評価基準である。全ての要件について段階 3

が中小企業コンサルタント基準ということになる。 
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表 8-4 “中小企業コンサルタント”に必要な実務能力、知識、態度・姿勢の 5 段階評価基準 

 

出所：JICA 調査団作成 
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参考までに日本の中小企業コンサルタント制度においては、MYK の制度におけるような

職業能力の基準は存在しない。それに代わるものとして、資格を管轄する経済省の審議会

は中小企業コンサルタントに必要とされる知識・能力として下記の 3 つを公表している。（以

下中小企業政策審議会による「新しい中小企業診断士制度について」2000 年 6 月を基に調

査団編集） 
 

1) 中小企業経営全般に関する幅広い知識の保有 
 中小企業診断士の役割は、企業の問題点、課題、解決の方向を全社的な経営の視点

で評価・判断し、助言・助力すること、さらに目標達成や問題解決のためにどのよ

うな分野の専門家を活用すべきかを判断し、中小企業経営者の視点で専門家との橋

渡しを行うことである。これらの役割を果たすためには、中小企業経営全般に関す

る知識とともに、必要に応じて各分野の専門家との適切な連携を取りつつ、自ら効

果的な助言・助力をするための基盤を構築できるよう、各分野の基礎的な知識も有

することが必要である。 
 
2) 創業・経営革新の促進に即した知識の保有 
 今後政策的にも創業・経営革新に重点を置く方向であるため、当該分野における診

断・助言能力を有することが求められる。特に、創業間もない企業や中小企業とい

えども、資本市場からの資金調達や M&A による事業多角化を図るケースも増大す

ると思われることから、市場における企業価値の算定や投資機会の評価、資本コス

トの比較など、企業財務に関する知識も必要である。 
 
3) 助言能力の獲得 
 競争力のあるコンサルタントとなるために、コンサルティングを行うための基礎知

識とともに、相談者とのコミュニケーションを円滑にするためのスキルの獲得も必

要である。加えて、総合的・継続的な診断・助言を行うにあたり、創業者や中小企

業経営者のやる気を引き出し、成功に向けて精神的なケアをする役割（メンタリン

グ）も必要である。 
 

 
8.5 “中小企業コンサルタント”の評価プロセスと認証制度 

8.5.1 “中小企業コンサルタント”評価プロセス案 

図 8-4 はパイロットプロジェクトのスキーム策定前に調査団が想定した中小企業コンサ

ルタントの評価プロセス案である。評価プロセス案は、必要とされる知識の輪郭を提示す

る学習ガイドブック作成と公開、試験問題の作成から始まり、書類審査、筆記試験、企業

診断実技試験の 3 段階の審査、さらに 1 週間の座学から構成されている。 
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出所：JICA 調査団作成（図 7-1 と同じ） 

図 8-4 中小企業コンサルタント評価プロセスの想定案 
 
この評価プロセスを試行したパイロットプロジェクトの結果は第 7 章で整理した。使用

した評価ツールの改善への教訓は別として、評価プロセスの基本である書類審査、筆記試

験、企業診断実技試験からなる 3 段階の審査の妥当性と実施可能性、さらに集中的かつ網

羅的な座学の効果を確認することができた。 
 

8.5.2 MYK のスキームによる評価プロセスの提言 - 認証・試験機関への提言 

パイロットプロジェクトにおいては図 8-4 の評価プロセス案の一連の流れを一括して試

行したが、ここではこの評価プロセスを、8.2.2 で述べた MYK の職能認証制度の枠組みの

中で、どのように実現するかの調査団の提案である。 
 
MYK の規定によると、MYK が作成した職業能力基準に基づく基本能力と応用能力につ

いての実務能力、知識、さらに態度・姿勢の評価プロセスと評価ツールの開発は、TÜRKAK
の認定を受けた認証・試験機関が行う。ここでの提言は将来の認証・試験機関に対するも

のである。 
 

(1) 評価プロセス 
“中小企業コンサルタント”に必要な要件を、実務能力、知識、態度・姿勢に分け、

その 5 段階評価基準を表 8-4 に示した。全ての要素において 5 段階評価の 3 を満たすこと

が“中小企業コンサルタント”の要件である。その評価を書類審査、筆記試験、企業診

断実技試験によって行う。 
 
これらの 3 つの評価プロセスのそれぞれがどの能力の評価を目的としたものかを示し
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たのが表 8-5 である。筆記試験や企業診断実技試験によって直接評価することができる能

力以外は、表に示すように間接的な評価となる。 
 

表 8-5 “中小企業コンサルタント”の評価項目と評価方法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：JICA 調査団作成 
 
評価プロセスは書類審査、筆記試験、企業診断実技試験の順に行い、それぞれの段階

で合格不合格の判定を行い、合格者のみが次のステップへ進むこととする。 後に企業

診断実技試験の合格者に対しては 8.6.4 で後述する全員必修の座学を実施する。 
 

(2) 評価担当機関 
表 8-1 で説明したように MYK の職能認証制度の構成機関は、職能基準の作成機関であ

る MYK、認証機関を認定する TÜRKAK、TÜRKAK の認定を受けた認証・試験機関と

MYK が委任した機関の認定を受けた研修機関である。加えて、制度の運営が軌道に乗り
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認証取得希望者が増えた段階では、MYK が委任した機関の認定を受けないものの、認証

取得希望者の需要に応える形で様々な機関が研修プログラムを提供するようになるはず

である。 
 
まず評価プロセスである書類審査、筆記試験、企業診断実技試験の 3 段階の審査は当

然TÜRKAKの認定を受けた認証・試験機関の業務となる。業務には書類審査基準の設定、

択一式筆記試験問題の作成と合格ラインの設定、企業診断実技試験マニュアル作成、実

技試験評価基準と合格ラインの設定も含まれる。なお MYK の規定によると、認証・試験

機関はその試験業務を外部の試験機関に委託することも出来る。その場合は 3 段階の審

査は試験機関の業務となる。 
 
8.2.2 で述べたように MYK の認証の原則の一つは、その能力を獲得した方法を問わな

い、ということである。評価を受ける時点で基準を満たす能力を証明することだけが認

証を受けるために必要であり、その能力を獲得するためにどのような研修を受けたか、

どのような業務を経験したかなどは考慮されない。この原則に従うと、パイロットプロ

ジェクトにおいては全ての参加者の義務とした 1 週間の座学への出席は任意としなけれ

ばならないことになる。つまり合格の自信のあるものは座学を受けずに直接審査を受け

ることができる選択肢を用意する必要がある。 
 
調査団の提案は、パイロットプロジェクトの座学で扱った科目を、審査合格者に対し

て認証前の研修として実施することが適当である科目と試験準備のための科目とに分け

る。そのうえで前者は認証・試験機関が審査合格者全員に出席を義務付ける形で実施す

る。 
 
後者の試験準備のための科目の研修は、研修機関が行うことになる。MYK の規定は、

能力を獲得するためにどのような研修を受けたかは考慮しない、ということであるが、

MYKが委任した機関から認定を受けた研修機関によるプログラムへの参加のみは例外的

に評価試験の一部と見做されることになっている。そのために認定を受ける研修機関の

プログラムは当該基準に合致しているかどうかの審査を受け認定を受けたのちも、認

証・試験機関の定期的なモニタリングを受ける。 
 
MYK が委任した機関による認定を受けた研修機関が学習ガイドブックを作成・公表す

るとともに、パイロットプロジェクトで実施したような集中的かつ網羅的な座学を行う

こと、座学は修了試験を含むことを前提として、座学への参加をもって認証・試験機関

による筆記試験合格と見做すこと、を提案する。 
 
以上の提案を纏めると、MYK が委任した機関の認定を受けない一般の研修機関による

様々な研修プログラムに参加して知識を習得したのちに認証・試験機関の 3 段階の審査

を受ける選択肢を含めて、制度は認証取得希望者に対して次の 3 通りの選択肢を用意す

ることになる。 
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選択-1 事前の研修や座学は受けずに直接認証・試験機関による 3 段階の審査を受

ける。 
選択-2 一般の研修機関による研修プログラムに参加したあと、認証・試験機関に

よる 3 段階の審査を受ける。 
選択-3 認証・試験機関の書類審査に合格したあと、筆記試験を受ける代わりに、

MYK が委任した機関の認定を受けた研修機関による座学に参加する。座

学終了後は認証・試験機関の実技試験に進む。 
 
図 8-5 は以上の調査団の提案と上記の 3 通りの選択肢を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：JICA 調査団作成 

図 8-5 “中小企業コンサルタント”評価プロセスの提案 
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8.5.3 認証更新制度- 認証・試験機関への提言 

企業を取り巻く経営環境の変化や技術の進歩などに対応しつつ企業が必要とする診

断・助言業務を実施する為に、“中小企業コンサルタント”には常に新しい知識の習得、

実務能力の維持と向上が求められている。 
 
MYK は必要に応じて認証更新制度を設けると規定しているが、“中小企業コンサルタ

ント”認証の更新制度は不可欠である。更新制度は、企業に対して認証コンサルタント

の 新の知識と実務能力の保持を保証するとともに、コンサルタントに対しては不断の

努力を奨励することも意味する。 
 
更新制度に対する調査団の提案は下記の通りである。 
 

 更新期間は 3 年間とする。 
 コンサルティング業務実績と研修受講実績の点数評価方法と更新に必要な点数を

定め、3 年間の評点に基づいてコンサルタントの認証更新の可否を判定する。 
 全ての認証更新者に対して 8.6.4 で提案する認証・試験機関による必修座学への出

席を義務付ける。 
 

 
8.6 “中小企業コンサルタント”評価ツール - 認証・試験機関への提言 

8.6.1 書類審査 

書類審査は、応募者の実務能力、知識、態度・姿勢を応募書類によって評価するもので

ある。学歴、職務経験、特にコンサルタントとしての経験や研修講師としての経験などを

所定の様式で申告させ、予め設定した基準に基づいて採点評価する。公正を期すために申

告データには原則として証拠書類の添付を求め、必要に応じて関係機関や企業への確認も

行う 
 
表 8-6 に示した書類審査基準の提案はパイロットプロジェクトにおいて使用した基準（表

7-5）を一部修正したものである。 
 
修正はコンサルタントとしての経験年数に関するものである。学士号とともにコンサル

タント経験を不可欠の条件としていたが、このままでは経験のない応募者に対して経験を

付けるためだけの不適切なコンサルティングを奨励することを意味し、企業によるコンサ

ルタントへの信頼を失うことが危惧される。また未経験のものにも認証取得の道を確保し

ておくことはコンサルタント養成のためにも必要である。第 6 章で紹介したように日本で

は経験のないものに審査の一環として実習の機会を与えて一定の経験と見做している。し

かし、8.6.3 で企業診断実技試験を提案するものの、これを一定の経験と見做せるだけの実



第 8 章 中小企業コンサルタント資格制度構築への提言  

8 - 28 

習とするには診断企業数を増やす必要もありコストの面でも認証・試験機関の負担が大き

くなる。 
 
提案は、認証されたコンサルタントの監督のもとで行ったコンサルタント経験年数を書

類審査においてコンサルタント経験年数と見做す、ことである。審査基準に注記を加えた。 
 

ただし、このように基準を変更しても、制度の 初の数年は認証を受けたコンサルタン

トの数は少なく、経験のないものが認証を受けたコンサルタントから実習を受けられる機

会は少ない。しかし、 初の数年はまず本当の経験のある現役コンサルタントを認証する

ことが先決であり、経験のないものが後回しになることに特段の問題はない。制度が始ま

って数年たち、認証コンサルタントの数も増えてきた段階で、この注記により経験のない

ものも書類審査に合格する可能性が出てくることになる。 
 
さらに官民の中小企業支援機関において支援業務に従事しているものに対しても、支援

機関で業務を続けつつ、認証取得が可能となるような配慮も必要である。KOSGEB を初めと

した様々な中小企業支援機関での支援業務経験年数もコンサルタント経験と見做すことと

した。 
 
いずれの場合も、経験年数と成功実績について、認証コンサルタント又は支援機関によ

る証憑を提出させる。 
 
なお第 7 章で行ったシミュレーションに基づいて合格ラインは 60 点とすることを提案す

る。パイロットプロジェクトにおいても書類を提出した 33 名の現役コンサルタントの内 29
名は書類審査評価点 60 点以上であった。 
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表 8-6 書類審査基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：JICA 調査団作成 
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8.6.2 筆記試験 

応募者の“中小企業コンサルタント”として有すべき理論・知識の習得度合いを評価す

る。提案は企業経営（人的資源管理を含む）、生産管理、店舗・販売管理、マーケティング、

財務管理の 5 科目についての択一式筆記試験である。公正さを確保する観点から、メール

などを用いた方法ではなく、応募者を教室に集めて実施する。 
 
日本の中小企業コンサルタントの試験では 1 次択一式試験問題に加えて紙上で模擬企業

診断を行う 2 次記述式試験問題を採用している。記述式試験問題では知識の応用力や中小

企業経営の各分野の相互関連性の理解、問題分析力・課題設定力などが評価の対象である。

ただし、記述式問題の作成には試験の一環として実施されている企業診断実習の長い経験

の積み重ねが必要であること、恣意的な採点を避け公平な評価を実施する為に採点基準を

客観的なものにすればするほど択一式試験問題に類似してしまう結果となる、などの問題

を内包している。トルコにおいて筆記試験そのものがコンサルタントの評価として新しい

プロセスであること、知識の応用力や問題分析力・課題設定力などは企業診断実技試験に

おいて評価できること、などを考慮して、本提案では記述式試験問題は含めないこととし

た。 
 
パイロットプロジェクトにおいてはまず調査団専門家が日本の中小企業コンサルタント

の試験問題を参考に表 8-7 に示す数の問題を作成した。その後トルコ人専門家がレビューを

行い、かつ各問題の難易度を評価した。トルコ人専門家の指摘は、翻訳の問題以外に、ト

ルコでは使われていない専門用語、トルコの中小企業の現状に適合しない内容、不明確な

表現、などについてであった。 
 

終的にパイロットプロジェクトでは、科目毎のテーマの網羅性を確保することと難易

度を考慮して、各科目 20 題、計 100 題の出題問題を選定した（表 7-8 参照）。添付-4 はパイ

ロットプロジェクトで使用した試験問題である。 
 

表 8-7 パイロットプロジェクト用に作成した問題数 

科目 調査団専門家作成 トルコ人専門家作成 
経営管理（人的資源管理を含む） 54 題  
生産管理 106 題 1 題 
店舗・販売管理 54 題  
マーケティング 65 題  
財務・会計 53 題 9 題 
出所：JICA 調査団作成 

 
調査団は、パイロットプロジェクトでの出題問題を含む表 8-7 の全ての試験問題を、トル

コ人専門家によるコメントを含めて KOSGEB に提出した。新制度のもとで認証・試験機関
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による試験問題作成の参考としての利用に供することが目的である。なお MYK の制度では

試験問題の作成は認証・試験機関の業務であり、MYK は各試験機関の作成した問題を集約

してデータベースを作成し、複数の試験機関による試験問題の共有を図ることとなってい

る。 
 
合格判定のための採点基準としては、5 科目の平均点の合格ラインを設定するとともに、

ジェネラリストとして全ての科目において一定の知識を保有することが条件であることか

ら、5 科目共通の科目別合格 低点を設定する必要がある。5 科目合計で高い平均点をとっ

たとしても、1 科目でも合格 低点を下回る科目があれば不合格とする。 
 
試験問題の内容と難易度の妥当性を示す上で、平均点 60 点かつ科目別合格 低点 30-40

点、という合格ラインが望ましい。第 7 章で述べたように、パイロットプロジェクトで使

用した改善の余地のある問題でも、参加者に学習ガイドブックを早く配布し多くの事前学

習時間を与えていれば、この合格ラインは妥当なものであったと考えられる。試験問題作

成において、この合格ラインを一つの目安とすることを提案する。 
 

8.6.3 企業診断実技試験 

書類審査と筆記試験に合格したものに企業診断実技試験を行う。応募者の実務能力、知

識の応用力、態度・姿勢、コミュニケーション能力、さらに“中小企業コンサルタント”

としての適性を評価する。応募者は実際にモデル企業において企業診断、問題発見、課題

設定、改善提案を行う。その過程と結果、さらに 後のプレゼンテーションまでを予め設

定した基準に基づいて評価し、合否を判定する。 
 
実技試験の流れは下記の通りである。添付-5 の実技試験実施マニュアルはパイロットプ

ロジェクトで作成し使用したもので、将来の認証・試験機関の参考に供する。なお実技試

験実施マニュアルでは、評価者をインストラクター、応募者を受講生としている。 
 
 

モデル企業選定 

評価者による企業予備訪問 

応募者へのオリエンテーション 

企業診断準備 

第 1 回企業診断 

結果分析 

第 2 回企業診断 

結果分析・報告書作成 

結果発表 
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(1) スケジュール 
応募者はモデル企業 1 社乃至は 2 社に対する企業診断を行う。応募者へのオリエンテ

ーションから 1 社に対する診断結果の発表までを 1 週間で行うこととし、その標準的な

スケジュールを表 8-8 に示した。 
 

表 8-8 企業診断実技試験スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 

出所：JICA 調査団作成 

 

(2) 診断手法 
企業診断には様々な手法があり、コンサルタントが経験に基づいた各自の手法を使用

するのは、トルコも日本も同じである。ただ実技試験においては運営上単独ではなくグ

ループでの診断となること、応募者の評価を共通のベースで行う必要があること、など

から診断手法を統一する。実技試験実施マニュアルに示したように、診断手法としては

汎用性の高いレーダーチャート手法と SWOT 分析の採用を提案する。 
 
応募者は質問リストに基づく企業幹部とのインタビューと視察の結果を使ってレーダ

ーチャートを作成、さらに SWOT 分析も併用して企業の弱点部門を特定する。さらに弱

点部門において企業が抱える問題とその原因を特定し、 後にその原因の解決のための

改善計画を盛り込んだ報告書を作成する。図 8-6 に実技試験の企業診断のフローを示した。 
 
実施試験実施マニュアルには標準的な質問リストを掲載しているが、認証・試験機関

はマニュアルを参考にトルコの中小企業の実態に即した質問リストを作成する。更に応

募者は企業診断準備の作業として、選定されたモデル企業の実態に合わせて修正加筆を

することになる。 
 

(3) モデル企業 
モデル企業の選定には下記の条件を提案する。なおモデル企業として、製造業から 1

社、商業から 1 社を選定し、計 2 社に対する企業診断を行うのが理想であるが、時間と

コストの点で 1 社に対する企業診断で評価を行う場合は、モデル企業は製造業から選定

することが望ましい。 
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1) 製造業モデル企業選定条件 
 社長がコンサルタントによる企業診断に理解を示し、熱意のある企業 
 二日間の企業診断を受け入れてくれる企業 
 決算書類、さらに生産や販売のデータがあり、それを診断のために公開してくれ

る企業（書類が全て揃っていなくても構わない） 
 従業員数：50 人から 100 人 
 操業 3 年以上の企業 

 

2) 商業モデル企業選定条件 
 社長がコンサルタントによる企業診断に理解を示し、熱意のある企業 
 二日間の企業診断を受け入れてくれる企業 
 決算書類、さらに生産や販売のデータがあり、それを診断のために公開してくれ

る企業（書類が全て揃っていなくても構わない） 
 従業員数：20 人から 50 人 
 操業 3 年以上の企業 
 販売だけではなく、製造または加工、包装などのセクションをもっている企業が

望ましい。例えば、パンを製造して同時に販売している店など。 
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出所：JICA 調査団作成（図 7-3 と同じ） 

図 8-6 企業診断フロー 
 

(4) 応募者のグルーピング 
理想的な評価は一人の評価者が一人の応募者を担当することであるが、運営上一人の

評価者が一つのグループを担当し評価することになる。パイロットプロジェクトの経験

から、10 人以上のグループは一人一人の担当分野を決めて共同作業を行うには多すぎる。

7 人から 8 人のグループが適当ではないか。 
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グループ内の分野担当者の決定に際しては、それぞれの専門分野に拘らないこと、む

しろ非専門分野を担当させるなどの配慮が、オールラウンドのジェネラリストとしての

能力判定には有効である。 
 

(5) 評価 
表 8-4に示した実技試験による評価対象要素を抜出し 5段階評価表とともに各要素にウ

エイトをつけたのが表 8-9 である。評価者は応募者一人一人について各項目を 5 段階で評

価し、ウエイトに基づいて加重平均を求める。倫理性以外の評価 3 点、倫理性の評価 5
点の場合の加重平均である 3.1 点以上を合格とする。 

 
表 8-9 企業診断実技試験評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団作成 
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実技試験はコミュニケーション能力や他の専門家との協働能力に著しく欠け、コンサ

ルタントとしての適性の欠如が明らかな応募者を排除する 後のスクリーニングである。

提言しているプロセスには含めていない面接試験を兼ねていることにもなる。 
 
評価に加えて実技試験には次の二つの目的があることも重要である。 
 

 ジェネラリストである“中小企業コンサルタント”としての企業総合診断はトル

コにおいてまだ広く普及しているとは言えない。企業診断実技試験は応募者に対

する企業診断実習の意味も持つ。 
 “中小企業コンサルタント”の仕事は、特に指導と助言の段階で、様々な分野の

専門家との協働作業となる。広い分野の専門家とのネットワークを持つことは業

務遂行の鍵であり、実技試験は応募者のネットワーク作りにも効果がある。 
 

8.6.4 必修座学 

パイロットプロジェクトで行った座学の科目の内、筆記試験の 5 科目を除く表 8-10 に示

す科目の座学を実技試験合格者に対して行う。全科目の座学への出席を 終合格の条件と

する。筆記試験にそぐわないものの“中小企業コンサルタント”として 新の知識を持つ

ことが必須である科目である。全体で 2 日間乃至は 3 日間の座学として実施する。 
 
認証前の実技試験合格者が一堂に会する座学の実施は、企業診断実技試験と同様に応募

者のネットワーク作りにも役立つことになる。 
 

表 8-10 企業診断実技試験合格者に対する必修座学リスト 

科目 内容 
IT 生産管理や店舗・販売管理における情報システムの評価や

新規構築について、情報システムの専門家と中小企業経営

者との橋渡しに必要な知識。 
企業法規 創業や中小企業経営において必要な法律、諸制度に関する

実務的な知識 
知的財産権や資金調達に関する法律、手続に関する知識を

含む。 
中小企業支援政策・プログラム KOSGEBを初めとした公的機関や民間支援機関と中小企

業をつなぐコンサルタントしての役割に必要な中小企業

政策体系と各種支援プログラムの内容・活用方法について

の知識。 
中小企業コンサルタントの倫理 中小企業コンサルタントに必要な倫理 
コンサルティングスキル カウンセリング、コーチング、メンタリングなどの知識 
出所：JICA 調査団作成 
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8.6.5 経過措置 

新しい認証制度の運営を早く軌道に乗せ、利用を促進するたには、早い時期に一定数の

認証者を生み出すことが重要な条件の一つである。日本では新しい制度の創設当初は審査

基準や合格ラインなどを緩和して認証する経過措置を一定期間適用する例が多い。旧い制

度から新制度への切り替えの場合に、新制度基準を厳密には満たしていない旧制度認証者

を自動的に認証するなどはその一例である。 
 
本調査の目的である中小企業コンサルタント制度は MYK の職業能力認証制度の中で発

足することが予定されている。認証制度はトルコにおいて既に TÜRKAK を頂点に出来上が

っている制度であり、また MYK は国際的な職業能力認証制度に準じて創立された機関でも

ある。上記のような一定期間の経過措置が果たして可能なものであるか否かを調査団は確

認していない。しかしながら中小企業コンサルタント制度は KOSGEB にとっては緊急の課

題であり、さらに各方面からも長く期待されてきた制度である。運営開始時から厳密な基

準適用のみに固執して、制度そのものの立ち上げを危うくすることは避けるべきである。

図 8-1 に示した中小企業コンサルタント認証制度構築による好循環を早く確実に始動させ

るためにも、調査団としてはこの経過措置の検討と適用を提案する。 
 
書類審査、筆記試験、企業診断実技試験の要諦とツール、さらに合格ラインの目安は既

に述べた。それぞれの合格ラインに経過措置を適用することも検討の余地があると考えら

れるが、特に調査団が提案するのは次の筆記試験の合格ラインである。 
 

 筆記試験はコンサルタントの評価方法としてまだトルコにおいて十分に定着してお

らず馴染みが薄い。試験を受ける応募者にとってだけではなく、適正な内容と難易

度の問題を作成する側にとってもしばらくは試行が続くことになる。合格ライン平

均点と科目別合格 低点を暫定的に低く設定してはどうか。例としては合格ライン

平均点 50 点、科目別合格 低点 20 点、などである。 
 

 
8.7 中小企業コンサルタント養成体制 

現時点でトルコにおいて業務を行っている企業コンサルタント数の統計はない。表 8-11
は 2010 年 10 月から 2011 年 1 月にかけて調査団が行った現状把握調査のヒアリングの結果

（表 4-8 参照）である。合計は 798 人となる。 
 
ただし表の KOSGEB のデータは既に廃止された登録制度の 2009 年時点のものであり、

また複数機関に登録しているコンサルタントは重複しており、数値はあくまで参考数であ

る。 
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表 8-11 トルコの企業コンサルタント数 

機関名・組織名 登録コンサルタント数 備考 
ABIGEM 50  
PRODER 35  
YDD 205  
VGM1 70 内部コンサルタントを含む 
KOSGEB 4382 2009 年 7 月のデータ 

合計 798  
出所：JICA 調査団作成 

 
因みに日本においては、企業規模の定義にトルコとの間に多少の違いはあるが、製造業、

商業、サービス業の中小企業数は約 370 万社。それに対して経済省はおよそ 20,000 人の中

小企業コンサルタントを登録しており、そのうちおよそ 7,000 人が実際にコンサルティング

業務を行っている。経済省登録中小企業コンサルタント以外にも、民間を含む他の機関に

登録されて中小企業を対象にしているコンサルタントも多い。 
 
トルコの中小企業数はおよそ 260 万社3であるが、専ら中・大企業を対象としているコン

サルタントや重複している数も含めて合計 798 人という企業コンサルタントの数は、日本

の場合と比較して少ない。さらにコンサルタントのプロファイルにも注意が必要である。

中小企業コンサルタントには企業経営の全ての分野について一定の知識と経験をもち、企

業を包括的にとらえて診断と助言をする能力が必要であることは既に述べた。しかしなが

ら現在このジェネラリストとしてのプロファイルを登録の要件としているのは表 8-11 の

ABIGEM のみであり、他は特定分野での能力と経験のみを登録の条件としている。その意

味では、798 人という合計数もさらに割り引いて考える必要がある。トルコにおける中小企

業コンサルタントの量の絶対的な不足は明らかである。 
 
調査団は現状把握調査で行った中小企業訪問調査において、様々な理由からコンサルタ

ントへのニーズが顕在化していないものの、トルコの多くの中小企業が第三者の視点を持

った中小企業コンサルタントの支援により発展する可能性を秘めていることを確認してい

る。新しい中小企業コンサルタント制度には、コンサルタントの質の向上だけではなく、

コンサルタントの量の拡大にも繋がる仕組み、つまり中小企業コンサルタント養成の仕組

みが不可欠である。 
 
中小企業コンサルタント養成には、認証による資格制度を確立し、有資格者に業務機会

においてアドヴァンテージを与えることで、中小企業コンサルタント志望者に学習へのイ

ンセンティブを与え、モティベーションを高めることが出発であることはいうまでもない。

                                                        
1 その後 VGM は旧 MPM の登録コンサルタント制度を廃止した。 
2 登録制度廃止直前の 2010 年 5 月末時点で、個人コンサルタント及び 301 のコンサルタント企業の、コンサル

タント計 460 名に加えて、全国 51 大学の 6,382 名の教員も登録されていた。 
3 表 1-13 参照。なお TSI の 2011 年のデータによると中小企業数は 2,999,813 である。 
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またコンサルティングの経験のないものにも、認証されたコンサルタントから実習を受け

ることで書類審査合格の可能性を与えることは 8.6.1 で提案した。 
 
書類審査に続く筆記試験に合格するにはジェネラリストとしての幅広い分野の知識が求

められる。トルコにおいて企業コンサルタントを目指すものはほとんどの場合、まず自分

の専門を生かして企業経営の特定分野の専門コンサルタントとして業務を開始する。コン

サルタントすなわち特定分野の専門家という概念が定着していることと、ホームドクター

的な業務を行うジェネラリストコンサルタントというコンセプトが無いこともその原因で

ある。実際パイロットプロジェクトの参加者の大半が特定分野の専門家であり、専門外の

分野の講義や試験に苦労する様子が見られた。 
 
参考までにこのジェネラリストコンサルタントに至る道筋において、トルコと日本にお

いては違いがある。第 6 章において企業コンサルタントを次のように 3 つのカテゴリーに

分けた。 
 

カテゴリー I 企業経営の幅広い知識をもった中小企業の専門家としての“中小

企業コンサルタント” 
カテゴリー II 特定分野の高い専門性に加えてカテゴリーI の“中小企業コンサ

ルタント”の要件を満たしたコンサルタント 
カテゴリー III 特定分野の高い専門性をもったコンサルタント 
 

トルコのコンサルタントはまずカテゴリーIII のコンサルタントとして出発、次にカテゴ

リーI の“中小企業コンサルタント”に必要な知識を補充することで、カテゴリーII のコン

サルタントとなる。一方日本においては、ジェネラリストであるべき“中小企業コンサル

タント”のプロファイルは既に定着しており、 初からカテゴリーI の“中小企業コンサル

タント”を目指してオールラウンドの知識の習得を目指す例が多い。図 8-7 はその違いを示

したものである。 
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出所：JICA 調査団作成 

図 8-7 “中小企業コンサルタント”になるまでのトルコと日本の違い 
 

トルコにおいては、ジェネラリストである“中小企業コンサルタント”養成の仕組みは、

まず、特定分野の専門家に専門外の分野の知識と経験を補充し強化する仕組みでなければ

ならない。図 8-8 は専門外の分野の強化によるジェネラリスト“中小企業コンサルタント”

養成のイメージ図である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：JICA 調査団作成 

図 8-8 トルコにおける“中小企業コンサルタント”養成のイメージ 
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特定分野の専門家に専門外の分野の知識を補充し強化する仕組みとして、自習による知

識の習得を前提とし、効率的かつ効果的に自習を支援する仕組みを提案する。第 7 章の評

価プロセス案の策定において述べた、知識の習得は自習によって可能であり既に業務に従

事している大半の応募者にとって長期にわたる座学を義務付けることは負担が大きく現実

的ではない、という考え方が提案の理由である。 
 
効率的かつ効果的な自習を支援する仕組みとして、パイロットプロジェクトでの試行を

基に、下記のように学習ガイドブックの提供と集中的かつ網羅的な座学を提案する。 
 

8.7.1 学習ガイドブックと座学 

“中小企業コンサルタント”の認証を目指す者に、学習すべき知識の範囲と学習のポイ

ントを内容とした学習ガイドブックを提供し、自習を支援する。更に自習の過程で生じた

疑問の解決や自習の方向付けを目的とした座学を提供する。この提案はスクーリングを組

み込んだ通信教育の考え方に基づいている。 
 
図 8-5 に示したように MYK が委任した機関の認定を受けた研修機関が、試験問題を作成

する認証・試験機関と連携を取りつつ、学習ガイドブックを作成するとともに座学を実施

することを提案する。研修機関は各分野の専門家による技術委員会を構成し、ガイドブッ

クの作成と定期的な改訂を行う。この技術委員会は座学の実施、さらに認証・試験機関が

行う筆記試験に代わる座学修了試験の問題作成と実施、採点も行うことになる。 
 

なお MYK の規定によると、研修を行うものと認証のための評価をおこなうものを明確に

分けるなどの条件を満たすことで、認証・試験機関がこの研修機関を兼ねることも可能で

ある。 
 

(1) 学習ガイドブック 
パイロットプロジェクトの参加者と同じように、認証取得希望者の大半は特定分野の

専門性を生かしてコンサルティングの経験を積んではいるものの、自分の専門外の分野

の知識は限られているか、まったく無いことが想定される。特定分野毎の専門書はトル

コでも容易に手に入るが、自分の専門外の分野を自習するには、個別分野毎の専門書の

前に、習得すべき知識の範囲を示す学習ガイドブックが必要になる。ガイドブックは、

標準的なコンサルティング業務の想定に基づき、表 8-3 に示した中小企業コンサルタント

に必要不可欠な中小企業の各経営機能についての知識項目を網羅するとともに、自習の

ヒントやアドヴァイスを適宜挿入する。当然ガイドブックはそこから新しい知識を習得

するための教科書ではなく、学習者はガイドブックを参考にしつつ、必要な専門書によ

って学習をすることになる。 
 
添付-6 はパイロットプロジェクトで、トルコ人専門家の協力の下で作成し参加者に配
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布した学習ガイドブックであり、表 8-12 はその構成である。将来の研修機関によるガイ

ドブック作成の参考に供する。（作成指針とトルコ人専門家のコメントによる修正加筆部

分については第 7 章参照。） 
 
学習ガイドブックは Web を使って常時公開し、“中小企業コンサルタント”認証取得希

望者がいつでも自由にダウンロードできるようにすることが望ましい。 
 

表 8-12 学習ガイドブックの構成 

学習ガイドブックモジュールと内容 

モジュール I 

経営管理（人的資源管理を含む） 
1.  経営者のリーダーシップ 
2.  企業活動 
3.  経営戦略 
4.  経営組織 
5.  人的資源管理 
6.  企業の社会的責任 

モジュール II 

生産管理 
1.  生産管理 
2.  資材調達・在庫管理 
3.  生産管理・改善の各種手法 
4.  環境・安全管理 
5.  生産情報システム 

モジュール III 

店舗・販売管理 
1.  店舗施設 
2.  マーチャンダイジング 
3.  物流 
4.  販売流通情報システム 

モジュール IV 

マーケティング 
1.  マーケティングの基礎概念 
2.  マーケティングマネジメント戦略の展開 
3.  マーケティング情報システム 
4.  購買活動 
5.  マーケティング戦略 
6.  新しい動き 

モジュール V 

財務・会計 
1.  財務管理 
2.  運転資本管理 
3.  財務諸表 
4.  財務分析 
5.  損益分岐点分析 
6.  投資評価 
7.  原価計算 

出所：JICA 調査団作成（表 7-7 と同じ） 
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(2) 座学 
通信教育においてしばしば指摘される問題は、学習者が疑問を自分で解決できずに前

に進めなくなり脱落してしまうケースや、特に新しい分野に取り掛かる際にその学習開

始の切り口が見つからず脱落してしまうというケースである。個々の学習者のニーズに

応えられる柔軟性のある方法で、学習者に当該分野の専門家の講義や直接質問をする機

会を提供する必要がある。自習している者が陥りやすい問題への対策、学習継続へのモ

ティベーションを与える意味においても有効である。 
 
パイロットプロジェクトでは学習ガイドブックを配布した後、座学を実施した。筆記

試験の対象科目に加え、8.6.4 で将来は認証・試験機関が実技試験合格者に対して実施す

べきとした科目も含めて 1 週間の座学であった。1 週間の網羅的な座学は、新しいことを

学ぶ研修としては不十分であるが、参加者にそれぞれの疑問解決の場を提供すること、

さらに自分の専門と専門外の分野の知識の差を自覚させ今後の自習のモティベーション

を与えるためには効果が期待できることがパイロットプロジェクトで確認された。終了

後の講師や参加者からのコメントを基にした、座学の計画における留意点は下記の通り

である。 
 

 受講者が学習ガイドブックに使って自習をしていることを前提として、内容はガ

イドブックに沿った内容とする。 
 各科目共に、概論とコンサルティングの実際例を使ったケーススタディを組み合

わせる。 
 講師は内容を体系的に説明できることに加えて、中小企業コンサルティングの経

験者が望ましい。 
 財務分析をとおした経営分析は企業診断の基礎であり、すべての中小企業コンサ

ルタントが習得すべき必須項目であるにもかかわらず、財務・会計の内容に馴染

みがないか全く勉強をしたことが無いものが多い。自習者が も苦労をする科目

でもある。全体を網羅した説明だけではなく、例題を使った実習や質疑応答の時

間も必要となる。 
 他の科目と比較して、生産管理は習得すべき項目が多く座学にもより多くの時間

が必要である。 
 講義は講師による一方的な説明ではなく、受講者の発言や意見を取り入れた双方

向的な進め方が望ましい。 
 
これ等の留意点を考慮したうえで、研修機関が行うべき座学の一例として表 8-13 のス

ケジュールを提案する。全試験科目を網羅した 1 週間の座学である。 
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表 8-13 座学日程案 

 
 
 
 
 
出所：JICA 調査団作成 

 
将来研修機関は、受講者の要望に応じて、特定の科目のみの座学や研修の意味合いが濃

くなる 2 週間、3 週間の座学を提供することも当然考えられる。 
 
8.5 において MYK が委任した機関による認定を受けた研修機関による座学はその参加を

もって認証・試験機関による筆記試験合格と見做される、という MYK の規定について述べ

た。同様の規定は日本の中小企業コンサルタント試験制度にもある。ただし日本の場合は、

筆記試験免除の対象となるのはフルタイム 6 か月間の研修である。ここで提案しているの

は受講者の便宜を考慮した 1 週間乃至 2、3 週間の座学である。筆記試験合格と見做すため

には、座学後に一定の修了試験を課すのが妥当である。 
 

8.7.2 一般研修機関による養成プログラム 

図 8-1 で示した中小企業コンサルタント認証制度構築による好循環によると、制度が定着

した段階では認証取得希望者が増大し、認証試験合格準備のための養成機関や研修プログ

ラムが充実する。書類審査、筆記試験、企業診断実技試験による評価によって取得する認

証が、“中小企業コンサルタント”という職業に大きなアドヴァンテージを意味することに

なれば、認証取得希望者が増え、需要に応えて合格を支援する様々な機関やプログラムが

自然にできてくるという意味である。大学で提供する社会人向け研修にも“中小企業コン

サルタント”認証のためのコースが加えられることも期待される。 
 
一般の研修機関のプログラムに参加したものは、認証・試験機関の 3 段階の審査を正式

に受けることになる。図 8-5 の選択-2 である。 
 
 

8.8 基準作成から認証開始まで 

MYKの職能認証制度の枠組みの中での新しい中小企業コンサルタント資格制度の構築に

対する提言を 8.2 から 8.7 までに述べた。 
 
図 8-9 は制度構築に向けて、MYK に対する基準作成の申請から認証・試験機関による初

めての中小企業コンサルタント認証が行われるまでに必要なステップを担当する機関名と

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 生産管理

午後 店舗・販売管理

経営管理
（人的資源管理を含む）

マーケティンク゛生産管理 財務・会計 財務・会計
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ともに想定したものである。すでに KOSGEB から中小企業コンサルタント基準作成のため

の申請は MYK に提出されている。 
 
基準が作成され MYK によって官報に公示されたあと、TÜRKAK によって認証・試験機

関が認定されて初めて、認証希望者は試験を受け認証を受けることができ、制度が実際に

動き始めることになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：JICA 調査団作成 

図 8-9 基準作成の申請から認証授与までのステップ 
 
図 8-5 の制度の全体像には認証・試験機関に加えて研修機関を示している。8.7.1 で学習

ガイドブックの作成と認証・試験機関の筆記試験に代わる座学の実施を提案した研修機関

は MYK 委任機関による認定を受ける必要があることが MYK の規定には明記されている。

ただし現段階ではその実例は無く、認定の詳細は今後の課題である。8.7.2 で述べたように

制度が始まり認証取得希望者が増大すればそれに応えて様々な一般研修機関が養成プログ

ラムを提供することになる。いずれにしても制度の運用開始には研修機関を待つ必要は無

い。 
 

8.9 中小企業コンサルタント制度による KOSGEB コンサルティングサービスの質の向上 

本調査の目標は KOSGEB のコンサルティングサービスの質の向上であるが、以下は“中

小企業コンサルタント”認証制度を活用してこの目標をどのように実現するかについての

提言である。 

基準作成申請

職業マップ作成・基準作成・等級レベル決定

プロトコル締結

MYKへ基準提出

審査

基準の官報公示

TÜRKAKへ登録申請

認証・試験機関の審査・認定

認証・試験機関へ認証申請

試験実施

認証授与

KOSGEB

KOSGEB・MYK

KOSGEB・（タスクフォース）

KOSGEB

MYK・（ステークホルダー）

MYK

MYKの指名を受けた認証・試験機関候補

TÜRKAK

認証希望者

認証・試験機関

認証・試験機関

Action by
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8.9.1 KOSGEB のコンサルティングサービス実施スキーム 

表 3-3 に示したように現在 KOSGEB によるコンサルティングサービスはコンサルティン

グ支援として一般支援プログラムの一つとなっている。現在の実施スキームは第 4 章にお

いて説明したが、現在のスキームに至るまでに過去何度かの変更を経ている。 
 
図 8-10 は 2003 年から 2005 年当時の実施スキームを示したものである。但しコンサルテ

ィング料支援の流れは除いている。当時は SME Expert 一人当たりの担当企業数はおよそ 50
社程度であり、SME Expert は企業登録に当たり一社ごとに企業を訪問し、企業診断に近い

作業を行っていた。SME Expert は SME 支援の専門家であり、業務に必要な知識について外

部コンサルタント会社の講師による 2 週間の研修も行われていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 企業からのコンタクト 

2. SME Expert が企業を訪問し、チェックリストによる評価に基づいて点数を付けるとともに

SWOT 分析を行い、企業の状況と発展段階に応じて 5 段階に区分したうえで登録。区分に応じ

て企業毎に適当な支援プログラムを決定する。 

3. 企業は自ら選定した登録コンサルタントの支援を受け、支援のテーマやコンサルタント名を明記

した作業計画書を作成。計画書を添付したコンサルティング支援申請書を提出する。 

4. SME Expert は訪問又は書類によって作業計画書を審査・承認。 

5. 当該登録コンサルタントによるコンサルティングサービスの実施。 

6. SME Expert は企業に対して「顧客満足度アンケート」調査を実施。 

出所：JICA 調査団作成 

図 8-10 2003 年－2005 年の KOSGEB コンサルティング支援スキーム 

中小企業

KOSGEB
(サービスセンター）

SME 
Expert

2

1

3

4

5

6

KOSGEB
登録コンサルタント
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図 8-11 は 2005 年から登録コンサルタント制度が廃止された 2010 年 6 月迄のスキームで

ある。登録企業数の増加が理由と考えられるが、それまで行っていた SME Expert によるチ

ェックリストによる企業評価はなくなり、アンケート調査によって企業の支援プログラム

が決定されている。作業計画書の審査においても書類審査が中心となり、企業を訪問する

ケースは減少した。第 4 章で述べたように登録に当たって企業に課せられた戦略的ロード

マップ（SRM: Strategic Road Map)）作成は企業の負担となる場合が多く、登録コンサルタン

トの支援を仰ぐ企業が増える結果となった。つまり同一の登録コンサルタントが SRM 作成

から、次の作業計画書作成、さらにサービス実施までを担う形となり、コンサルタントと

しての倫理を問われるケースが発生することもあった。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 企業からのコンタクト 

2. SME Expert は企業に対してアンケート調査を行い、申請できる支援プログラムに応じて企業を

A、B、C、D、の 4 段階に区分。D に区分された企業に対してはコンサルティング支援のみが提

供される。 

3. 企業は SRM を作成して提出。（企業が作成することが原則であったが、登録コンサルタントの

支援を受ける企業もあった）登録されると同時に適当な支援プログラムが決定される。 

4. 企業は自ら選定した登録コンサルタントの支援を受け、支援のテーマやコンサルタント名を明記

した作業計画書作成。計画書を添付したコンサルティング支援申請書を提出。 

5. SME Expert は訪問又は書類によって作業計画書を審査・承認。 

6. 当該登録コンサルタントによるコンサルティングサービスの実施。 

7. SME Expert は企業に対して「顧客満足度アンケート」調査を実施。 

出所：JICA 調査団作成 

図 8-11 2005 年－2010 年 6 月までの KOSGEB コンサルティング支援スキーム 
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図 8-12 は第 4 章で説明した現在のスキームである。製造業に加えて商業・サービス業の

中小企業も支援の対象となり、対象企業数はおよそ 10 倍に増加したものの、SME Expert の
数に大きな変化はなく、現在 SME Expert 一人当たりの担当企業数は 2,000 社から 2,500 社で

ある。登録の手続きは簡素化され、支援申請書の審査も、SME Expert が企業を訪問するこ

とは稀で、ほとんどのケースは書類のみでの審査が行われている。 
 
2010 年 6 月にコンサルタント登録制度が廃止されたため、現在は暫定的に TSE-HYB 認証

を受けた企業のコンサルタントであることを外部コンサルタントの条件としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 企業はインターネットで登録。 

2. 企業は、TSE-HYB の認証を受けたコンサルタント企業のコンサルタントを選定し、その協力の下で、テ

ーマやコンサルタント名を明記した作業計画書を作成。計画書を添付したコンサルティング支援申請書

を提出。 

3. SME Expert は主に書類によって作業計画書を審査。 

4. 当該コンサルタントによるコンサルティングサービスの実施。 

5. サービス終了後企業は SME Expert に終了報告書を提出。 

出所：JICA 調査団作成 

図 8-12 現在の KOSGEB コンサルティング支援スキーム 
 
図 8-10 と図 8-11 に示した過去のスキームと現状把握調査やその後の補足調査においてヒ

アリングした様々な意見を基にすると、コンサルティングサービスの質の向上を図るため

に検討すべき現在のスキームの課題としては下記の 3 点を指摘することができる。 
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課題-1  企業診断とコンサルティングテーマの選定 

 
コンサルティングのテーマの選定が企業の判断に任されている。コンサルタントが第三

者の目で企業を包括的に観察し診断して、企業の問題を発見したうえで優先的に取り組む

べき課題とコンサルティングのテーマを特定する、という中小企業コンサルティングにお

いて欠かせないステップが欠けている。 
 
企業がコンサルティングを希望するテーマを得意とするコンサルタントを選定したうえ

で、そのコンサルタント共に作業計画書を作成し、KOSGEB に提出している。審査の段階

で SME Expert が、テーマが適当ではない、と判断して承認しないというケースもあるもの

の、テーマの選定は企業が行っている。 
 
課題-2  コンサルタント 

 
通常一人で担当することになる中小企業コンサルティングにおいては、助言と指導の成

果は担当するコンサルタント個人の能力と資質に大きく左右される。しかしながら

TSE-HYB 認証はコンサルティング会社に対して与えられるもので、会社に所属するコンサ

ルタント個人の能力を保証するものではない。 
 
課題-3  SME Expert の業務 

 
SME Expert は嘗て SME の専門家として、企業登録の為ではあるが、支援を希望する企業

を訪問しチェックリストによる診断や SWOT 分析まで実施していた時期がある。また登録

コンサルタントによるコンサルティングサービス実施中にも企業を訪問し、補助的な助言

なども行っていた。しかしながら対象企業数の大幅な増加に伴い、中小企業の集積度が異

なる地方センターによって差はあるものの、現在の大半の SME Expert は SME の現場から

離れた事務処理的な業務に忙殺されている。企業経営の特定分野の専門性、あるいは過去

のスキームにおいて企業診断の経験を積んできた SME Expert はその専門性と経験を生かし

た業務を担当することを希望しているものの、膨大な対象企業への日々の対応に追われ実

現していない。KOSGEB 全体として考えれば膨大な資源が有効に活用されていないことに

なる。 
 

8.9.2 提言 

課題-1、課題-2、課題-3 への対応と潜在需要の大きい KOSGEB の中小企業コンサルティ

ングサービスの質の向上と業務拡大を図るために下記の提言をする。 
 

(1) コンサルティングサービス実施スキーム 
図 8-13 は調査団の提案するコンサルティングサービスの実施スキームである。 
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1. 企業はインターネットで登録。 

2. 企業は、認証を受けた“中小企業コンサルタント”の診断報告書を添付したコンサルティング作業計画

書を作成。計画書とともにコンサルティング支援申請書を提出。 

3. SME Expert は書類によって作業計画書を審査。 

4. 当該“中小企業コンサルタント”によるコンサルティングサービスの実施。サービスは必要に応じて特定

分野の専門コンサルタントの協力のもとで行う。 

5. サービス終了後企業は終了報告書を提出。SME Expert は作業計画書に基づいて、成果の確認、企

業の満足度をチェックする。 
出所：JICA 調査団作成 

図 8-13 KOSGEB コンサルティング支援スキームの提案 
 
コンサルティングサービスを受けたい企業に対して KOSGEB は認証を受けた“中小企

業コンサルタント”による企業診断を受けることとその診断報告書を作業計画書に添付

することを義務付ける。企業が希望するコンサルティングのテーマが適当であるかを

SME Expert に代わってジェネラリストである“中小企業コンサルタント”が診断し確認

した後、申請が出されることになり、課題-1 への対応となる。選ばれたテーマに相応し

い“中小企業コンサルタント”が申請書を出し、その後の助言・指導も担当することで、

調査期間中しばしば指摘された企業とコンサルタントとのミスマッチングも防げること

になる。当然申請を受けた SME Expert による作業計画書の審査は書類上の簡易なもので

よいことになる。 
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コンサルタントに対して MYK による認証取得を条件とすることで課題-2 の問題も解

決される。 
 
作業計画書の作成や KOSGEB 承認後のコンサルティングサービスの実施において“中

小企業コンサルタント”は必要に応じて特定分野の専門コンサルタントの協力を仰ぐこ

とになる。分野別専門コンサルタントの選定は、MYK による分野別専門コンサルタント

認証が始まるまでは、”中小企業コンサルタント”の責任において行うこととせざるを得

ないが、認証開始後は分野別専門コンサルタントにも MYK の認証取得を義務付けること

が望ましい。 
 
KOSGEB のコンサルタント制度が廃止された理由の一つはテーマ選定におけるコンサ

ルタントの自分の専門分野偏重や企業と結託した不正行為であった。どのようなスキー

ムにおいてもこれらの問題が発生する可能性を完全に払拭することは困難である。本提

案においてもこの問題に対しては MYK 認証を受けた“中小企業コンサルタント”のジェ

ネラリストとしての能力に加えて、倫理性や自分の専門分野のみを偏重しない公平性に

大きく依存している。コンサルタント倫理規定については後述する。 
 

(2) SME Expert 
KOSGEB の対象企業数、登録企業数が大幅に増加しているものの、SME Expert の数は

横這いで、多くの SME Expert は膨大な事務処理業務に日々追われている。職務範囲や権

限（TOR）も現在必ずしも明確ではないようである。SME Expert に対して中小企業経営

に関する知識や企業分析をテーマに研修が実施された時期もあるが、第 4 章に示したよ

うに 2011 年の研修実績の内容もほとんどは所内業務やプロジェクト管理に関するもので

ある。 
 
SME Expert はもともと中小企業の専門家としての位置づけであったことで、企業経営

の特定分野の専門性や企業分析などの経験をもつ SME Expert は多い。しかし現在の状況

のもとではその能力は有効に活用されているとはいえず、戸惑いを感じている SME 
Expert が多いのが現状である。（1）で述べたコンサルティング支援スキームの提案におい

ても、コンサルティングのテーマ選定、作業計画書作成などの多くの部分を認証された

“中小企業コンサルタント”が担当することとしており、SME Expert が行うのは企業登

録業務や支援申請書の事務的審査、終了したサービスの監査などである。 
 
現在 SME Expert の業務については KOSGEB も種々検討中であるが、調査団は SME 

Expert を表 8-14 のように二つのカテゴリー、例えば一般職と専門職、に分けることを提

案する。まず対象企業数、登録企業数の増大への対処として事務処理を担当する一般職

SME Expert の数を増やすことは KOSGEB にとって急務であることはいうまでもない。 
 
専門職 SME Expert には MYK の“中小企業コンサルタント”認証を義務付けることが

望ましい。専門職 SME Expert は所内において“中小企業コンサルタント”としての各種
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業務を行う。企業による作業計画書作成の支援、外部コンサルタントの業務監査などで

あるが、加えて次の三つの業務を専門職 SME Expert の業務として提案する。 
 

1) 中小企業経営指標の作成 
財務諸表を用いたトルコの中小企業の経営指標を作成し公開する。日本においてはセ

クターや規模別の中小企業の過去数年に渡る経営指標が毎年公開されており、経営指標

との比較を行うことで企業の問題点や課題を探り出す、という手法がコンサルティング

の一手法として定着している。パイロットプロジェクトにおいても財務諸表の分析を企

業分析のなかで行った。多くの参加者が財務諸表や財務分析には馴染みや経験が無いこ

とが判明したが、分析の指標がないことは作業の大きな問題であった。 
 
トルコにおいては近く企業法が改正され企業に対して財務諸表の Web 上での公開が義

務付けられる。この機会を捉え、KOSGEB の専門職 SME Expert が中心になり、中小企業

経営指標を作成し、公開する。トルコの全ての中小企業コンサルタントにとって分析・

指導の有効なツールとなる。 
 

2) 企業診断の実施 
R/D 支援プログラムの新製品試作化支援や中小企業プロジェクト支援プログラムにお

いて企業から提出された支援申請書の評価委員会による決定のまえに、専門職 SME 
Expert が企業診断を実施する。図 8-14 は提案する実施スキームである。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 企業は支援申請書を提出。 

2. 専門職 SME Expert による企業診断の実施。 

3. 診断報告書に基づく、評価委員会による支援内容の決定。 

4. 専門職 SME Expert による定期的なモニタリング実施。 

出所：JICA 調査団作成 

図 8-14 KOSGEB R/D 支援およびプロジェクト支援スキームの提案 
 

例えば中小企業プロジェクト支援プログラムは、中小企業が計画・実行しようとする

プロジェクト（例えば輸出市場の開拓）に必要とされる生産設備、人材採用、マーケテ

ィングなど幅広い分野が支援対象である。経営資源に限りのある中小企業にとってはプ

中小企業

KOSGEB
(サービスセンター）

SME 
Expert

1

2

3

4
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ロジェクトの成否が企業の命運を左右することから、プロジェクトの妥当性・経済性の

評価は重要である。専門職 SME Expert が評価委員として参加し企業診断を行う。その診

断結果を踏まえて評価委員会が支援内容等を決定する。 
 

3) 中小企業コンサルティングの広報と中小企業からの需要の掘り起こし 
コンサルティング支援の拡大のための広報活動を行う。具体的にはコンサルティング

成功例を取り上げた定期的なセミナーの開催が考えられる。KOSGEB の中小企業支援の

なかでのコンサルティング支援の割合を今後大きく伸ばすために、資格制度の確立でコ

ンサルタントの質が確保されたあとは、SME Expert による中小企業のコンサルティング

への潜在ニーズの掘り起こしが必要である。広報活動に加えて、継続的な企業訪問によ

る企業の啓蒙活動も有効である。 
 
KOSGEB のコンサルティング支援の広報・啓蒙活動は専門職 SME Expert に期待される

重要な業務である。 
 
一般職 SME Expert と専門職 SME Expert の条件と業務を表 8-14 に纏めた。 
 

表 8-14 一般職 SME Expert と専門職 SME Expert 

 一般職 SME Expert 専門職 SME Expert 
条件 特になし MYK の“中小企業コンサルタント”認証 
業務 1. 企業登録 

2. 支援申請書受付・審査 
1. 支援を希望する企業の作業計画書・支援申請書

作成支援 
2. 終了報告書に基づく外部コンサルタントの業務

監査（成果の確認、企業の満足度チェック、外

部コンサルタント評価など） 
3. 中小企業経営指標の作成・公開 
4. コンサルティング支援以外のプログラムにおけ

る評価委員会への参加と企業診断の実施 
5. コンサルティング支援業務拡大のための広報・

啓蒙活動 
出所：JICA 調査団作成 

 

(3) 中小企業コンサルタント倫理規定 
倫理規定は法律とは違い、当該職業の尊厳を確立する為に、本来は職業に従事する者

自らが職業倫理として守るべき事項を定めるとともに外部に公開するものである。 
 
トルコにおいても将来中小企業コンサルタントとしての認証取得者が増え職業団体が

形成された時点で、団体として倫理規定が策定・公開されることが期待されるが、現時

点は資格制度がこれから構築される段階である。 
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暫定的な措置として、中小企業支援の中心機関である KOSGEB が支援プログラムに従

事する外部コンサルタントに遵守させるべき指針として倫理規定を定め公開することを

提案する。 
 
下記は日本の中小企業コンサルタント協会および技術士協会の倫理規定を基に調査団

が策定した、KOSGEB による｢中小企業コンサルタント倫理規定｣の提案である。 
 

中小企業コンサルタント 

倫理規程 

 

（目  的） 

第 1 条  この規程は、中小企業支援業務に携わる中小企業コンサルタントが遵守すべき必要事

項を定めることを目的とする。 

 

（法令の遵守） 

第 2 条  中小企業コンサルタントは法令及び法令に定められていない事項についても自ら守る

べき職業倫理のあることを認識し、中小企業コンサルタントの名誉と良識においてこの規程の精

神に従わなければならない。 

 

(名誉と信義) 

第 3 条  中小企業コンサルタントは、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業コンサルタント

としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。 

 

(自己研錯と誠実性) 

第 4 条  中小企業コンサルタントは、中小企業コンサルタントとしての公共的使命の重要性を認

識し、つねに自己の専門分野において技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければな

らない。 

 

(広告、宣伝の原則) 

第 5 条  中小企業コンサルタントは、中小企業コンサルタントとしての品位を傷つけ、又は良識を

疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。 

 

(秘密の保持) 

第 6 条  中小企業コンサルタントは、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用し

てはならない。 

 

(自主性の貫徹) 

第7条  中小企業コンサルタントは、つねに中小企業コンサルタントとしての適切な注意と判断に

よって業務を行い、業務の全ての過程を通じて自主性を貫き、委託企業の動機あるいは特定人
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の要求に迎合するようなことがあってはならない。 

 

(違法行為等幇助の禁止) 

第 8 条  中小企業コンサルタントは、委託企業における違法行為又は反社会的行為を幇助する

ような指導をしてはならない。 

 

(業務の受託と信頼関係) 

第 9 条  中小企業コンサルタントは、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との

契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。 

2  中小企業コンサルタントは不当に低い報酬などにより業務の受託を争ってはならない。 

 

(利害相反関係企業同時受託の禁止) 

第 10 条  中小企業コンサルタントは、明らかに利害相反関係にある同業２社以上の業務を同時

に受託してはならない。 

 

(地位利用の禁止) 

第 11 条  中小企業コンサルタントは、委託企業に対し中小企業コンサルタントの立場を利用し

て、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。 

 

(中小企業コンサルタント間の規律) 

第 12 条  中小企業コンサルタントは、みだりに他の中小企業コンサルタントを誹滴し又はその名

誉を傷つけてはならない。 

2  中小企業コンサルタントは、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業

務を遂行しなければならない。 

 

(業務侵害の禁止) 

第 13 条  中小企業コンサルタントは、直接又は間接を問わず、他の中小企業コンサルタントが

受託する業務に介入し、又は侵害するような行為を行ってはならない。 

 

(名義貸しの禁止) 

第 14 条  中小企業コンサルタントは、中小企業コンサルタント以外の者に自己の名において業

務を行わせてはならない。 

 

(使用人の監督指導) 

第 15 条  中小企業コンサルタントは、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程

を守るよう指導しなければならない。 
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アンケート調査票見本 

 

SME Expert アンケート調査票 

2010 年 12 月 

JICA 調査団 

Ⅰ．回答者情報 

 

氏名：                                職務地位・資格：       年齢：      

最終学歴：                         （   年卒） 専攻科目：                

専門分野（複数回答可） 

最も得意分野： 

得 意 分 野： 

対応可能分野：                    

職務経験： 

直前部署（含む他省庁）：                     （職務資格：          在籍年数：  ）

KOSGEB 奉職直前の民間経験： 有 ・ 無        業種：       担当業務：   在籍年数： ）

 

Ⅱ．質問 

 

1. 現在の業務について 

1.1 現在の SME Expert としての主たる業務内容は何ですか？ 

業務例 業務シェアー（％） 

1. 金融支援を受けるため事業計画書作成助言 

2. KOSGEB 支援プロジェクトを受けるための事業計画書作成助言 

3. 中小企業からの支援申請書審査準備 

4. 窓口相談一般 

5. 個別案件指導（最近の目立つ案件タイプ例：                ） 

6. その他業務 （例示：                               ） 

 

 

2. 企業の抱える問題と企業の SME Expert への期待について 

2.1 企業が抱えている主要な問題は何だと考えていますか？ 

業務例 

（重要順に順位付け） 
該当する項目の頭に✓記入 

1. 財務・会計 

2. マーケティング 

3. 生産関連 

( ) 

( ) 

( ) 

（ ）資金管理不足 （ ）債権回収遅延 （ ）銀行借入困難 （ ）その他     

（ ）競争激化 （ ）商品開発力不足 （ ）新規先開拓難 （ ）その他     

（ ）技術力不足 （ ）品質不良 （ ）納期遅延 （ ）材料調達難 （ ）その他    
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4. 人事問題 

5. 経営全般 

6. IT 等情報 

7. その他 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

（ ）採用難 （ ）高離職率 （ ）教育・訓練不足 （ ）職場環境劣悪 （ ）その他  

（ ）経営者能力不足 （ ）中間層不足 （ ）場当たり的経営 （ ）その他     

（ ）情報投資不足 （ ）システム不適合 （ ）情報ルール未確定（ ）その他     

具体的に：                                        

 

2.2 SME Expert が企業から期待されている業務は何だと考えていますか？ 

業務例 重要順に順位付け 

1. 金融支援を受けるため事業計画書作成助言 

2. KOSGEB 支援プロジェクトを受けるための事業計画書作成助言 

3. 中小企業からの支援申請書審査準備 

4. 窓口相談一般 

5. 個別案件指導 （最近の目立つ案件タイプ例：                ） 

6. その他業務 （例示：                               ） 

 

 

2.3 それに応えるために SME Expert に必要な能力とは何だと考えていますか？ 

能力例 

（重要順に順位付け） 

左記の各項目につき具体的な能力項目の

イメージがありましたら記入してください 

1. 政策・支援プログラムの知識と紹介能力 

2. 外部専門コンサルタントのネットワーク知識と紹介能力 

3. 企業診断・問題発見能力 

4. 専門知識 

5. 企業指導能力 

6. コミュニケーション・企業対応能力 

7. 豊富な事例知識と応用能力 

8. その他 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

 

 

 

 

 

 

 

具体的に：                     

 

2.4 必要な能力レベルに対して、今自分に不足しており、これから伸ばしたいと考えている能力は何ですか？ 

能力例 

（重要順に 5 項目に順位付け） 

具体的な能力 

（もしあれば） 

1. 政策・支援プログラムの知識と紹介能力 

2. 外部専門コンサルタントのネットワーク知識と紹介能力 

3. 企業診断・問題発見能力 

4. 専門知識 

5. 企業指導能力 

6. コミュニケーション・企業対応能力 

7. 豊富な事例知識と応用能力 

8. その他 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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2.5 どのような方法で能力向上の努力をしていますか？ 

                                                              

 

 

3. （外部）コンサルタントについて 

3.1 中小企業はコンサルタントを一般にどのように評価していますか？ 

総合的な評価                                       ５  ４  ３  ２  １ 

注）上記評価は以下のとおりとする。 

５：非常に能力が高く好評 ４：概して好評 ３：可もなく不可もなく ２：やや問題ある １：大いに問題ある 

 

企業が上記のように評価する主な理由 3 つ挙げてください。 

1. 

2. 

3. 

 

3.2 企業からもっとも多いコンサルタントへの不満はなんですか？  

不満の例 

（重要順に 8 項目に順位付け） 

典型的な事例等 

（もしあれば） 

1. 中小企業というものに対する理解がない 

2. 政策・支援プログラムに付いての知識が少ない 

3. 自分の知っている、又は得意な政策・支援プログラムばかり勧める 

4. 総合的な企業診断・問題発見に努める姿勢が弱い 

5. 実践的・効果的なコンサルティングには、知識と経験が不足している 

6. 自ら現場に出向いて企業の実態把握に努めようとしない 

7. 企業側の言い分を聞く姿勢に乏しく、自らの理論と主張が強い 

8. 優れた提案のようであるが説明が分かり難く、理解に時間がかかる 

9. 助言・指導が得意分野にしか関心がなく、適任者を紹介しようともしない

10.企業として取るべき具体的・現実的な対応策が提案から見え難い 

11.提案してくるプロジェクトや指導の背景に金儲け主義が見え透いている 

12.プロジェクトが終われば、まったくフォローアップしてくれようとしない 

13.助言・指導の割にはコンサルタント料が高い 

14.コンサルティング中に得た企業情報を他へ漏らす、または黙った利用する 

15.コンサルティングの計画性や時間にルーズで企業側が振り回される 

16.その他（具体的に：                            ） 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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3.3 企業がコンサルタントに求めている主な能力は何だと思いますか？  

能力例 

（重要順に 5 項目に順位付け） 

左記の各項目につき具体的な能力項目の

イメージがありましたら記入してください 

1. 中小企業そのものに対する深い理解 

2. 政策・支援プログラムの知識と紹介と実施指導力 

3. 分野専門コンサルタントのネットワーク知識と紹介能力 

4. 企業診断・問題発見能力 

5. 専門知識 

6. 企業指導能力 

7. コミュニケーション・企業対応能力 

8. 豊富な事例知識と応用能力 

9. 取引先（含む金融機関）紹介能力 

10.その他 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

 

 

3.4 SME Expert からみて、コンサルタントに必要な能力は何だと考えていますか？  

能力例 

（重要順に 5 項目に順位付け） 

左記の各項目につき具体的な能力項目の

イメージがありましたら記入してください 

1. 中小企業そのものに対する深い理解 

2. 政策・支援プログラムの知識と紹介と実施指導力 

3. 分野専門コンサルタントのネットワーク知識と紹介能力 

4. 企業診断・問題発見能力 

5. 専門知識 

6. 企業指導能力 

7. コミュニケーション・企業対応能力 

8. 豊富な事例知識と応用能力 

9. 取引先（含む金融機関）紹介能力 

10.その他 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的に：                     

 

3.5 その必要な能力に対して、実際のコンサルタントに特に不足している能力は何だと考えていますか？  

能力例 

（重要順に 5 項目に順位付け） 

左記の各項目につき、どのような点で不足

しているのか、簡潔に記入ください 

1. 中小企業そのものに対する深い理解 

2. 政策・支援プログラムの知識と紹介と実施指導力 

3. 分野専門コンサルタントのネットワーク知識と紹介能力 

4. 企業診断・問題発見能力 

5. 専門知識 

6. 企業指導能力 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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7. コミュニケーション・企業対応能力 

8. 豊富な事例知識と応用能力 

9. 取引先（含む金融機関）紹介能力 

10.その他 

( )

( )

( )

( )

 

 

 

具体的に：                     

 

以上 

 

ご協力ありがとうございました。 

 



 



 

 

添付- 2 
パイロットプロジェクト参加者アンケート調査票 

 
  



添付 2 パイロットプロジェクト参加者アンケート調査票  

添付 2 - 1 

アンケートにご協力お願いします 

（参加者用） 

2011 年  月  日 

パイロットプロジェクトにご参加頂き有難うございました。 

中小企業コンサルタント制度の構築と今後の発展のために、お手数ですが以下の質問に率直に

お答えください。回答は該当する評価欄に✓をし、どの様なことでも結構ですからコメント欄への

記入もお願いします。 

 

１．筆記試験について 

コンサルタントの評価を知識、実施能力、態度・姿勢の面から行いますが、知識を評価するもっと

も公正な方法は筆記試験と考えています。中小企業経営の全ての部門についての一通りの知識

を持つことは中小企業コンサルタントの必須条件ですので、筆記試験では全ての分野で一定以上

の点数を取ることを合格の条件とする予定です。 

 

今回の筆記試験について、問題の内容、実施方法などで改善すべき点など率直なコメントをお願

いします。  

 

科目 コメント 

経営管理  

製造業運営管理  

商業運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（実施方法など）  

 

2. 座学について 

 

中小企業コンサルタントの評価プロセスの中に 1 週間の座学を含めています。この座学は受講者

に知識を与えるための研修ではなく、1） 中小企業政策・支援プログラムなどの筆記試験にそぐわ

ない項目の知識を受講者に確認してもらうこと 2） 受講者に自分の専門外の部門の知識レベル

を確認してもらい今後の自習の方向付けを与えること 3） 受講生の他分野専門家とのネットワー

ク作りに役立たせること、を目的としています。 

 

今回の座学がこの目的に適ったものであったかどうか、科目毎に率直なコメントをお願いします。 
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科目 コメント 

経営管理  

製造業運営管理  

商業運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（実施方法・追加す

べき科目など） 

 

 

3. 学習ガイドブックについて 

 

中小企業コンサルタントとして必要な知識を筆記試験で評価しますが、知識は基本的に各自の自

習によって習得されるべきと考えています。その自習の助けになるように中小企業コンサルタント

が持つべき知識の範囲と学習のポイントを纏めたのが学習ガイドブックです。特に特定分野の専

門家が自分の専門外の分野の基礎知識を習得するための自習の助けとなることを目的としてい

ます。 

 

学習ガイドブックは既に参加者の皆さんには配布しました。配布した学習ガイドブックがこの目的

に適ったものであったかどうか、科目毎に内容の網羅性や構成などについての率直なコメントを

お願いします。 

 

科目 コメント 

経営管理  

製造業運営管理  

商業運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（追加すべき科目な

ど） 

 

 

4. 実技試験（企業診断実習）について 

 

①企業診断の経験について 

 

経営者が必ずしも自社の問題を正しく認識していない例が多い中小零細企業へのコンサルティン

グにおいては、「企業を包括的に診断し、企業の弱点分野と抱える問題さらにその原因を特定し、
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その改善計画を企業に提案する」という企業診断は極めて重要なステップとなります。 

 

今までに企業診断の経験はありますか？ 

 

□ ある 約 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 社 

1 社の企業診断に費やした平均日数      ＿＿＿＿＿＿日 

□ ない 

 

“ない”場合は、今まで

行ったコンサルティング

では指導テーマをどのよ

うにして決めていました

か？ 

 

 

 

 

 

②今回の企業診断実技試験ではあなたは持てる力を存分に発揮できましたか？ 

  

□ 存分に発揮できた 

□ 発揮できた 

□ ほぼ発揮できた 

□ やや発揮できなかった 

□ 発揮できなかった 

□ 実技能力試験の場とは言えない 

発揮できなかった場合その理由： 

 

 

 

③企業診断実技試験の運営についてどのように評価しますか？ 

 

□ 準備も運営も申し分なかった 

□ 準備も運営もまずまずだった 

□ 運営は良かったが準備は今一歩 

□ 準備は良かったが運営はやや空回り 

□ 準備にも運営にもやや問題ある 

□ 両方とも大いに問題があり、非常に残念 

・上記評価とする理由： 

 

 

④企業診断実技試験の改善すべき点を挙げてください。 

 

 改善点 

日程の長短について  

受講生数や経歴について  

診断方法について  

レーダーチャート作成用評価項  
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目について 

診断企業について  

企業診断報告会について  

その他  

 

 

アンケートにご協力ありがとうございました。 

 

ご回答日  

氏名    

所属先（もしあれば）  
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アンケートにご協力お願いします 

（診断企業用） 

2011 年  月  日 

企業診断実習にご協力頂き有難うございました。 

中小企業コンサルタント制度の構築と今後の発展のために、企業診断実習をより良いものにして

いきたいと考えていますので、お手数ですが以下の質問に率直なご意見・ご感想を頂きますよう

お願い申し上げます。ご回答は該当する評価欄に✓をし、どの様なことでも結構ですからコメント

欄へのご記入もお願い致します。 

 

１．企業診断実習の全体的な印象に付いて 

①企業診断実習は、貴社の診断ニーズや期待に応えたものでしたか？ 

□ 期待を大きく上回った 

□ 期待を上回った 

□ ほぼ期待通りであった 

□ 期待をやや外れた 

□ 期待を外れた 

□ 全く期待はずれであった 

コメント（評価の理由等）： 

 

 

②企業診断報告会での総括的な発表と各部門担当の所見内容とに一貫性や説得性はありまし

たか？ 

□ 一貫性も説得性も大いにあった 

□ 一貫性も説得性もあった 

□ 一貫性はあったが説得性は今一歩 

□ 個々の説得性はあったが一貫性は今一歩 

□ 個々の説得性にも一貫性にも乏しかった 

□ 何を言っているのか良く分らない 

コメント（評価の理由等）： 

 

 

③企業診断実習での指導員の指導や受講生の実習振りは、貴社にはどのように映りましたか？ 

□ 両者とも企業診断の核心に迫っていた 

□ 両者とも熱心には調査していた 

□ 指導は的確に見受けたが受講生は今一歩 

□ 受講生は熱心だったが指導はやや空回り 

□ 指導振りも受講生の調査態度も空回り 

□ 診断方法を含め実習に大いに問題がある 

コメント（評価の理由等）： 

 

 

２．経営５部門での問題認識と評価に付いて 

受講生の指摘と貴社の認識とにどのような相違があり、どの様にお感じになりましたか？ 

経営管理 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 
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人的資源 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

生産/店舗

商品調達 

□ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

市場・販売 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

財務・会計 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

コメント（上記の評価とする理由、受講者の指摘に対する感想等）： 

 

 

 

３．改善提案に付いて、 

①提案された改善案にどのように対応されようとしていますか？ 

弱点部門に関する提案内容１： 

□ 大いに役立つので直ぐ実行に移す 

□ 役立つと思うので実施の検討を始める 

□ 役立つと思うが、実施は改めて検討する 

□ 役立つかどうかは自社で更に検討する 

□ 役立ちそうにないので聞くに留める 

□ 全く役立つちそうもない 

 

改善提案へのコメントや今後の対応予定： 

 

 

弱点部門に関する提案内容２： 

□ 大いに役立つので直ぐ実行に移す 

□ 役立つと思うので実施の検討を始める 

□ 役立つと思うが、実施は改めて検討する 

□ 役立つかどうかは自社で更に検討する 

□ 役立ちそうにないので聞くに留める 

□ 全く役立つちそうもない 

 

改善提案へのコメントや今後の対応予定： 
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４．企業診断実習の改善に付いて 

①企業と受講生双方に有意義な実習であるためには、どのような点を改善すべきですか？ 

コメント： 

 

 

 

 

②今後、もし協力頂けるとしたら、どの様な点ですか？（複数回答可） 

□ 再度、診断実習の受け入れ企業となる 

□ 診断実習に役立ちそうな情報を提供する 

□ 診断実習の有効性を公の場等で発言する 

□ 実習済のコンサルタントを優先的に使う 

□ コンサルタント制度の協賛企業となる 

□ 特に具体案はない 

その他コメント： 

 

 

アンケートにご協力ありがとうございました。 

 

ご回答日  

貴社名    

ご記入者/役職  
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Ⅰ. 経営管理 

 

Y1. 
リーダーシップの学説について、その学説が主張する内容を正しく表現しているものを 1
つ選びなさい。 
 
A) ハウス（Robert House）によるパス・ゴール理論（Path-Goal Theory）は、リーダーの職

務は部下の業務目標の達成を助けることであり、そのために必要な方向性や支援を与

えることにあるとした。 
B) フィードラー（Fred E. Fiedler）によるコンティンジェンシー理論（Contingency Theory）

では、環境の不確実性が高い場合には有機的（Organic）リーダーシップが、不確実性

が低い場合には機械的（Mechanistic）リーダーシップが望ましいとした。 
C) ブレイクとムートン（Blake and Mouton）によるマネジリアル・グリッド（Managerial Grid）

は、「構造づくり」（Initiating structure）と「配慮」（Consideration）という２軸でリーダ

ーシップ特性を分類し、チームマネジメント型が も高い成果を生むとした。 
D) リッカート（Rensis Likert）による参加型リーダーシップ（Participative leadership）では、

リーダーは部下の意思決定に積極的に参加し、影響力を行使することが重要であると

した。 
 
Y2. 
「効果的なリーダーシップ」に関して、ある研究者によれば、組織構成員に目標達成に向

けた方向性を明示し、彼らをその方向に向けさせることであるという。このための施策と

して、正しいと考えられるものはどれか。 
 
A) 指示命令系統の強化 
B) 高齢者の積極的活用 
C) 賃金、労働時間等などの労働条件の改善 
D) ビジョンを共有するためのコミュニケーション 
 
Y3. 
イノベーションを推進するには、企業外部からの知識や情報を活用するための吸収能力を

高める必要があるが、そのための有効な手段として正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 広告宣伝活動 
B) サプライチェーンマネジメント 
C) 自社の研究開発投資 
D) 市場調査 
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Y4. 
以下は、5S に関する記述である。正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 5S 活動を実施するには、各職場の自主性に任せ、実施時期についても各職場が決める。 
B) 5S 活動の良い結果を出すためには、ある特定の時期に集中して実施することが重要で、

良い結果が出た段階で 5S 活動を終了して良い。 
C) 5S 活動の目的は、作業効率の向上、職場安全の向上、従業員のモラール・やる気の向

上である。 
D) 5S の 1 つ「整理」とは、作業の安全のために機械設備の点検をすることである。 
 
Y5. 
差別化戦略に関する説明として正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 広告宣伝はイメージ形成に効果的なので、新製品の市場導入期に実施し、その効果が

なくなる成長期からは実施しない。 
B) 顧客のクレームや評判に注意を払いながら、顧客の求める製品機能の充実を図り、反

復購入率を高めようとする。 
C) 製品ラインを幅広くして、広範囲な顧客をターゲットにする。 
D) 徹底した生産合理化により、コスト・リーダーシップを確立して、市場シェアを奪っ

て競争優位を発揮する。 
 
Y6. 
企業の業績に影響を与える業界の環境、そして戦略に関する説明として正しいものを 1 つ

選びなさい。 
 
A) 業界の需要や費用の構造が企業の戦略に支配的な影響力をもつ場合、ライバル企業間

の売上規模の差異は見られなくなる。 
B) 高収益を続けている企業は、同業他社に比べて創業の早い段階から独自な製品や技術

による強固な市場を築くとともに、技術開発を怠らず、新製品を連続的に生み出す傾

向がある。 
C) 多角化の目的のひとつは売上規模の拡大にあるが、同業他社の追随を気にすることな

く、新製品を新市場に投入すべく、生産に専念すべきである。 
D) 他社と異質な生産・販売体制を構築しても、同じ市場を選択すれば独自性を発揮でき

ない。 
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Y7. 
経営戦略を展開する場合、他社の模倣や追随を受けにくい競争優位を織り込むことが重要

である。そのような対応として正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) これまで練り上げてきた生産システムや販売システムを一貫性のある全社的な事業シ

ステムとして構築する。 
B) 熟練が必要な手間のかかる工程を合理化し、工場を自動化して生産能力を増強する。 
C) 将来性のある独自な製品事業分野であっても現在の収益に貢献していない場合は資源

配分を制限する。 
D) 製品ラインを絞り込み、汎用機械による量産を促進する。 
E) ブランドの強化を図るために、コスト優位を発揮してシェアを追求する。 
 
Y8. 
下表は、アンゾフ（H. Igor Ansoff）の事業拡大マトリクス（Growth Matrix）である。これは

(Ⅰ）と（Ⅱ）の 2 軸に「現在」と「新規」という基準を重ね合わせたものである。このモ

デルを用いると成長戦略は、（市場浸透戦略：Market penetration）、（市場開拓戦略: Market 
development）、（Ⅲ）、（Ⅳ）の 4 つの戦略に分類できる。文中の空欄Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに当て

はまる用語の組合せとして正しいものを 1 つ選びなさい。 
 

 （Ⅰ） 
現在 新規 

 
（Ⅱ） 現在 （市場浸透戦略） （Ⅲ） 

新規 （市場開拓戦略） （Ⅳ） 

A) Ⅰ：独自性 Ⅱ：コスト Ⅲ：差別化戦略  Ⅳ：コスト・リーダーシップ戦略 
B) Ⅰ：コスト Ⅱ：独自性 Ⅲ：コスト・リーダーシップ戦略 Ⅳ：差別化戦略 
C) Ⅰ：市場  Ⅱ：製品  Ⅲ：市場浸透戦略 Ⅳ：差別化戦略 
D) Ⅰ：製品  Ⅱ：市場  Ⅲ：製品開発戦略 Ⅳ：多角化戦略 
E) Ⅰ：市場  Ⅱ：機能  Ⅲ：成熟化戦略  Ⅳ：高価格戦略 
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Y9. 
企業の成長をめぐる戦略に関する記述として正しいものを１つ選びなさい。 
 
A) 自社が優位を占める成長分野への他社の参入を防ぐために、積極的に生産の増強を図

ったり、広告宣伝などのマーケティング活動を展開して、市場支配力を強める戦略を

追求する。 
B) 社内の研究開発能力が不十分な場合、外部から技術導入を図ったり、重要な技術部品

を社外から調達せざるを得ないので、低価格戦略しかとりえなくなる。 
C) 多角化は成長には有効であるが、総花的な戦略を強めて、企業の競争優位を喪失させ

るので、収益を悪化させる。 
D) リストラクチャリングは自社の強みを喪失させるので、既存事業分野の価格競争や技

術開発競争が激化しているときには回避しなければならない。 
 
Y10. 
下図は、ボストン・コンサルティング・グループによって開発された企業戦略策定支援ツ

ールであり、企業が各事業への資源配分を決定する際に利用されるものである。下記のそ

れぞれの記述について、正しいものに「○」、正しくないものに「×」を付けなさい。 

High

Low

High                    1.0                      Low

Star

?
Question Mark

DogCash Cow

Relative Market Share
(Cash Generation)

Growth
(Cash Use)

 

A)     「Cash Cow」では、資金流入が多く、資金流出が少ないことから、企業   
のキャッシュフローの源泉と見做すことが出来る。 

B)     「Question Mark」では、相対的市場占有率を高めることにより、資金流入が

増加して、「Star」に移行する可能性がある。 
C)     「Star」では、資金流入が も多い。 
D)     「Dog」では、資金流入が少なく、資金流出が多いため、当該事業から撤退す

るのが望ましい。 
E)     「Cash Cow」が「Dog」にならないように相対的市場占有率の維持を図る必要

がある。 
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Y11. 
市場の成長力を分析して自社製品を戦略的に位置づける場合の対応として、正しいものを 1
つ選びなさい。 
 
A) 市場の成長率は低いが、相対的市場シェアは高く、一定の収益が得られている。しか

し将来の成長が期待できないため当該製品の生産から撤退する。 
B) 自社の独創技術による新製品は業界トップのシェアを占めて急進している。しかし

近々他社が類似製品を投入する予定であり、競争の激化が予想されるので、生産や研

究開発への投資を控えることにした。 
C) 市場の成長力はかってのような勢いを失いつつあるものの、自社製品は依然として業

界トップの地位にあるので、ライバルに対しては必要 小限の対抗手段をとり、コス

トのかかる追加投資については慎重な姿勢をとることにした。 
D) 成長力の乏しい不採算部門については他社へ売却することにし、同時に、存続部門と

技術的に関連の深い熟練技術者も解雇することにした。 
 
Y12. 
組織階層の高さを決める要因に「管理の幅（span of control）がある。「管理の幅」に関する

記述として正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 作業工程などのマニュアル化が進むと、例外事項が発生する可能性が高くなるので、

「管理の幅」はせまくなる。 
B) 職務間で同期をとる必要性が高い職場では、複数の業務にまたがる調整が必要になる

ので、「管理の幅」は広くなる。 
C) 部下が複数の業務に熟練している場合には、業務間の相互依存度が高くなるので、「管

理の幅」は狭くなる。 
D) 部下間の職務の相互依存度が高く、環境が不規則に変化する場合には、「管理の幅」を

広くとることができる。 
E) 部下が標準化された業務評価指標で統一的に管理できる場合には、「管理の幅」は広く

なる。 
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Y13. 
組織における分業のデザインや職務設計に関する記述として、正しいものを 1 つ選びなさ

い。 
 
A) エンパワーメントとは、職務拡大（job enlargement）が進化した形で、個人に割り当て

る職務の幅をプラニング機能にまで広げたものである。 
B) 個人に割り当てる職務をあまり単純な単位に分解すると、単調な作業を繰り返すだけ

になるため、職務の幅を広げて多能工化することで、職務充実（job enrichment）を図

る必要がある。 
C) 個人の多能工化（Multi-Skilled Development）と品質管理を一体化した生産方式を導入

すると、生産数量の頻繁な変化に柔軟に対応しつつ、低コストで一定以上の品質を維

持することが出来る。 
D) 職務のプロセスを標準化すると、従業員の専門能力を向上させるとともに、アウトプ

ットの分散が大きくなり検査コストが増える。 
E) 職務の評価基準を標準化することを通じて、職務のモジュール化が促進されるため、

管理者の調整負担は増えるが、不確実性への対応は容易になる。 
 
Y14. 
生産が拡大し組織が大きくなると、一般的に規模の経済が得られる。規模の経済をめぐる

現象の説明とし正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 会社の組織規模が大きくなるにつれて、組織の管理が行ないやすくなる。 
B) 規模が拡大するにつれて、生産現場で働く従業員の数が増大し、従業員への人間的配

慮が強くなる。 
C) 規模の経済が実現されると、生産の非効率を招く。 
D) 適生産規模を超えてしまうと、一般的に生産設備の生産性が低下し生産コストが上

昇する。 
 
Y15. 
組織における職務設計（Job Design）に関する記述として、正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 与えられた職務を達成するのに、複数の多様な技能を必要とするように職務を設計す

ると、従業員に大きなストレスを生み出すため、効率性が低下してしまう傾向が高い。 
B) 従業員に職務の目標設定や遂行の手段を決める自由裁量を与えることで、コミッ トメ

ントを高めることができるので、動機づけの効果も高い。 
C) 職務を容易に反復できる課業に分解し、単純化を進めることによって・従業員のモチ

ベーションを高めることができ、ミスの発生率を 小限にすることができる。 
D) ハーズバーグは、「衛生要因」(Hygiene Factors)と「動機づけ要因」(Motivator Factors)

を区別し、職務設計には、まず、より重要な「動機づけ要因」を十分確保し、そのう

えで「衛生要因」を与えるようにすべきだと主張した。 
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Y16. 
組織における個人の能力を高め、自発的に職務にコミットさせるようにするための施策と

して も適切なものを 1 つ選びなさい。 
 
A) 管理者は、部下の能力を絶えず評価し、彼らがミスを犯さないように仕事をチェックする。 
B) 現場の従業員に権限を委譲し、現場の責任感とモチベーションを高める。 
C) 個人のコミットメントを引き出すために、従業員の賃金を上げる。 
D) 従業員間の不公平が生じないよう、一律の賃金体系を導入する。 
 
Y17. 
マズロー（Abraham Maslow）の欲求段階説（Maslow’s hierarchy of needs）で「他人から認め

られようとする欲求が強い段階」は次のうちどれか 。正しいものを 1 つ選びなさい。 

 
A) 生理的欲求（Physiological needs） 
B) 安全の欲求（Safety needs） 
C) 自己実現の欲求（Self-actualization needs） 
D) 尊厳の欲求 （Esteem needs） 
E) 所属と愛の欲求（社会的欲求（Love/Belonging needs） 
 
Y18. 
人間関係論の中で XY 理論を説いた人物は誰か。正しいものを 1 つ選びなさい。 

 
A) メイヨー（George E. Mayo） 
B) レスリーバーガー(Fritz Roethlisberger) 
C) マズロー(Abraham Maslow) 
D) マクレガー（Douglas Mcgregor） 
E) ハーズバーグ（Frederick Herzberg） 
 
Y19. 
OJT に関する説明として、正しいものを 1 つ選びなさい。 
 
A) OJT は業務時間中に、業務を一時的に離れて、上司や先輩が部下に対して指導を行う人

材教育法である。 
B) OJT は職務上必要のある技能修得の目的で行われる教育法であり、アメリカから導入さ

れたマニュアル教育が中心となっている。 
C) OJT は公的資格取得のための教育機会の提供に重点がおかれることが多い。 
D) OJT は日常業務において、上司や先輩がその作業や職務の遂行過程で、必要な知識、技

能、問題解決能力などを計画的に教育・訓練する手法である。 
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Y20. 
職務分析の目的は経営組織の中で個々の仕事の位置づけと仕事間の関連を明確にして、標

準化することである。職務分析の結果の活用方法で間違っているのはどれか。 
 
A) 不要な職務、重複した職務、他部門とのアンマッチな職務の改善を図る  
B) 仕事の分担状況より、仕事量、難易度、偏りなどを合理的に調整する  
C) 職務を職務等級定義書に分類することで職能等級の再確認と見直しをする  
D) 職務基準を正確に理解し担当職務への自覚を促す  
E) その職務の仕事量が極端に少ない場合は職務の効率を考えて担当者の退職を検討する 
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Ⅱ. 生産管理 

 

U1. 
ライン生産方式に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 個々のユーザーの要求使用に合わせた製品を、一人あるいはチームで 初から 後ま

で組み立てる生産方式をライン生産方式という。 
B) ライン生産方式で製品がラインから作り出されていく時間間隔のことをサイクル・タ

イムといい、 
 サイクル・タイム＝1 日の稼動予定時間÷1 日の生産計画量、で表される。 
C) ライン生産方式では、サイクル・タイムを短くするために作業工程数（作業ステーシ

ョン数）を可能な限り多くしようとする。 
D) 混合ライン生産方式は、ある計画期間中に生産される品種数に応じて、計画期間をい

くつかの小期間に細分し、細分された小期間中に特定の 1 品種のみを連続的に生産す

る方式である。 
 
U2. 
生産形態に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 見込生産では、予測誤差に伴う過剰在庫や品切れ損失、製品の陳腐化などの課題を

小限にすべく管理する必要がある。 
B) 同一の生産設備において、類似性の高い複数以上の製品を一定数量ずつまとめて、定

期的に繰り返して仕事を流す方式を連続生産方式という。 
C) 多品種少量生産では、個々の注文に応じて、繰り返して生産する見込みのない多種多

様な製品を 1 個あるいは少量ずつ生産する。 
D) 標準化された 1 種類の製品を専用の設備で連続して反復的に生産する方式をロット生

産方式という。 
 
U3. 
品質管理における管理図に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 管理図において、点が管理限界線上または管理限界線から出ている場合に工程に異常

があると判断する。 
B) 管理図は、工程や品物に異常の発生が認められる場合に、異常の原因を探し出すため

に作成され、用いられる。 
C) 管理図において、点がすべて管理限界線の中に、ランダムに中心線の上下にあり、そ

の並び方にくせがないない場合、工程は管理状態にあると判断する。 
D) 品質がばらつく原因として、偶然原因によるバラツキと異常原因によるバラツキがあ

り、管理図は両者のバラツキの原因を除去して再発防止の処置をとることを目的とし

て作成される。 
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U4. 
生産計画システムに関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 生産能力、需要予測量、在庫水準は、総合生産計画（APP：Aggregate Production Planning）

の重要なインプットである。  
B) 資材所要量計画（MRP：Material Requirements Planning）では、個々の部品や原材料の

生産量や購入量を決定し、必要時期は別途決定する。 
C) 部品構成表（BOM：Bill Of Materials ）は、製品のタイプ、ファミリー、アイテムの関

係を示したものである。  
D) マスタープロダクションスケジュール（MPS：Master Production Schedule）は各製品フ

ァミリーの生産量を計画したものである。 
 
U5. 
保全活動に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 機械の保全時期が来たので点検したところ、部品が磨耗していたため交換した。この

場合の保全を改良保全と呼ぶ。 
B) コンペアの故障がよく起きるため、故障が起こりにくくするようにコンペアの改善を

行った。この場合の保全を保全予防と呼ぶ。 
C) 作業場の照明が切れたので電球を交換した。この場合の保全を予防保全と呼ぶ。 
D) 定期点検で部品を交換した。この場合の保全を定期保全と呼ぶ。 
 
U6. 
次表が示す日々の需要予測量に対して、1 日に 大 240 個生産できる作業者が生産量の変更

によって対処することとした｡初期在庫量が 20 である場合、5 日間で品切れを発生させない

ために必要な第 1 日目の 少の生産計画量として正しい値を下記の解答群から選べ。ただ

し、5 日目の繰越在庫はゼロとする。 
 

日 1 2 3 4 5 

需要予測量(個) 180 220 240 280 260

 
A) 180 
B) 200 
C) 220 
D) 240 
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U7. 
MRP（Material Requirement Planning）において、次に示される部品表の 終製品 X を 50 単

位生産するのに必要な部品 T の所要量として、正しい所要量を下記の解答群から選べ。図

中の部品 Q, R, M, S, T, W の（ ）内の数字は直属の親１単位に対して必要な部品の個数を

示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 200 
B) 250 
C) 300 
D) 350 
 
 
U8. 
コンピュータによる設計生産支援システムに関する説明として、正しい説明はどれか。 
 
A) CAD は、製品の形状などのデータから構成されるモデルを、コンピュータの内部に作

成し、解析することにより進められる。CAM は、CAD で作成されたデータをもとに、

生産に必要な情報を生成し、生産する方式である。CAE は、それらの情報を統合的に

処理し、製品品質、製造工程などを解析評価する方式である。 
B) CAD は、製品の形状などのデータから構成されるモデルを、コンピュータの内部に作

成し、解析することにより進められる。CAM は、CAD で作成されたデータをもとに、

生産に必要な情報を生成し、生産する方式である。CIM は、それらの情報を統合的に

処理し、製品品質、製造工程などを解析評価する方式である。 
C) CAM は、製品の形状などのデータから構成されるモデルを、コンピュータの内部に作

成し、解析することにより進められる。CAD は、CAM で作成されたデータをもとに、

生産に必要な情報を生成し、生産する方式である。CAE は、それらの情報を統合的に

処理し、製品品質、製造工程などを解析評価する方式である。 
D) CAM は、製品の形状などのデータから構成されるモデルを、コンピュータの内部に作

成し、解析することにより進められる。CAD は、CAM で作成されたデータをもとに、

生産に必要な情報を生成し、生産する方式である。CIM は、それらの情報を統合的に

処理し、製品品質、製造工程などを解析評価する方式である。 
 

X 

Q（１） R（２） 

M（２） S（１） T（１） 

W（２）T（２） T（１）
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U9. 
以下の 1～10 は作業者の動きを、作業者工程分析により、分析記号○、□、▽、⇒を用い

て分析したものである。〇記号の数は幾つあるか回答群から選べ。 
 
[作業者の動き] 
1. 部品を取りに部品棚まで移動する。 
2. 部品棚にある部品箱を開け、部品を取り出す。 
3. 部品を持って作業ステーションへ移動する。 
4. 部品の長さと直径の検査をする。 
5. 部品を中間製品へ取り付ける。 
6. 部品をネジで中間製品へ固定する。 
7. ネジに塗料を塗る。 
8. 塗料が乾くまで待つ。 
9. 塗料が乾いたことを確認する。 
10. 中間製品を次の作業ステーションへ運ぶ。  
 
A) 1 個 
B) 2 個 
C) 3 個 
D) 4 個 
 
U10. 
PERT で作成した下図のアローダイアグラムに関し、結合点 9 から結合点 10 へのアクティ

ビティ（9、10）の 早開始時刻として、正しい時刻はどれか。円内の数値は結合点の番号

を、結合点ｉ、ｊ間の矢線上の数値はアクティビティ（ｉ、ｊ）の所要時間を表している。 

 

A) 25 
B) 26 
C) 27 
D) 28 
 



添付 4 パイロットプロジェクト用筆記試験問題  

添付 4 - 13 

U11. 
稼働分析の手法であるワークサンプリングに関する記述として､正しい記述はどれか｡ 
 
A) 1 名の観測者が､1 名を観測対象にするので対象の作業者が意識した行動をとりやすい。 
B) 確率論の考え方が基本となっている。 
C) 作業の時間値を直接得ることができる｡ 
D) 連続観測法と比較して､労力が多く掛る｡ 
 
U12. 
購買管理に関する記述として､正しい記述はどれか。 
 
A) 経済的発注量（EOQ）は、一般に発注費、在庫保管費および品切れ費の総計を 小に

する発注量である。 
B) 定期発注方式における安全在庫量は､一般に､発注間隔が長くなると多くなる。 
C) 定期補充点方式などで用いられる補充点は､発注間隔中の推定需要量として求められる。 
D) 定量発注方式などで用いられる発注点は､調達期間中の推定需要量を用いることが殆

どである。 
 
U13. 
生産管理に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 
 
a. 生産管理活動における評価尺度として用いられる、PQCDSM の S は標準化のことである。 
b. 品質管理活動における管理のサイクルとは PDCA である。 
c. 生産へ投入する代表的な資源として、3S と呼ばれる 3 種類の資源がある。 
d. 生産性は産出量（output）を投入量（input）で割った値で示される。 
 
A) a と b 
B) a と c 
C) b と d 
D) c と d 
 
U14. 
外注管理に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 
 
a. 外注取引を新規に開始する場合に行う業者監査では通常、相手企業に調査票を提出させ

る他に、直接面談して経営実態調査を行う。 
b. 業者監査は、専ら資材購買部門が行う。 
c. 既に取引がある業者に対しては通常、不都合がない限り特に評価は行わない。 
d. 既に取引がある業者に対しても、製造技術や管理技術について直接指導を行うことがある。 
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A) a と b 
B) a と c 
C) a と d 
D) b と c 
E) c と d 
 
U15. 
次の文章の空欄に も良く当てはまるものを下の語群から選んで、その番号を空欄に記入

しなさい。 
 
[  (1)  ] とは、項目別に層別して、出現頻度の大きさの順に並べるとともに、累積和を示

し、累積比率を折れ線グラフで示した図である。 
[  (2)  ] とは、事実を区分してチェックする、詳しくて定量的にチェックする、問題の本

質を明らかにする、などのためにデータをまとめグラフ化する手法である。 
[  (3)  ] は、データの分布状態を把握するために用いる図で、データの範囲を適当な区分

に分割し、データを集計した度数分布表を棒グラフ化したものである。 
[  (4)  ] は、ある結果をもたらす一連の原因（要因）を階層別に整理するもので、矢印の

先に結果を記入して、多くの原因が結果に対してどのような因果関係になっているのか

を視覚的に図示する手法である。 
[  (5)  ] クリティカルパス上の工程を重点的に管理し、進捗を効率よく管理することで計

画推進のための 適日程を決める方法である。 
 
A) アローダイヤグラム                  (    ) 
B) ヒストグラム                        (    ) 
C) パレート図                          (    ) 
D) 特性要因図                          (    ) 
E) チェックシート                      (    ) 
 
U16. 
製造工場管理に関し下記の中から正しいものを選びなさい。  
 
A) 工場で付加価値をつけ製品を製造するが、このときの経営資源は人とモノの二つである。 
B) 製造工場の製品は、 高の品質（Q）を求めなければならないとは限らない。 
C) 価格は顧客の合意というよりも、利益のでる価格を工場が決めて顧客に提示するもので

ある。 
D) 製品納期は、工場の稼動状態により決め、顧客の求める納期は考慮しなくてよい。  
E) 同じ製品を生産する工場では、生産方式は同じである。 
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U17. 
正味時間150DM、余裕時間30DMの余裕率は0.2であるが標準時間は次の中から選びなさい。  
 
A) 72分 
B) 120分 
C) 1分48秒 
D) 2分0秒 
E) 1分12秒 
 
U18. 
機械加工職場で見受けるセル方式は次のどれに も適当か、選びなさい。 
 
A) 見込み生産を行なう多量の単一製品の加工 
B) 試作品を含んだ受注生産を行なう多種少量生産  
C) 類似工程が多く認められるロット生産を行なう中種中量生産の職場  
D) 加工工程の途中に多くの協力会社の加工（例えばメッキ工程）を必要とする量産品の加

工職場  
E) プラントなど大物の個別受注品の加工職場 
 
U19. 
ABC分析（ABC Analysis）で分類したABC品目の取り扱いに関する下記の記述のうち正しい

項目を1つ選びなさい。 
 
A) ABC分析で分類したB品目は、定期発注方式を採用してA品目よりも管理を厳しくする。 
B) ABC分析で分類したA品目でも、需要予測の立てにくい品目は定期発注方式を採用する。 
C) ABC分析で分類したA品目は、ダブルビン法（Double-bin system）を採用し、管理手数

を省略する。 
D) ABC分析で分類したA品目は、定期発注方式を採用し安全在庫（safety stock）をできる

だけ少なくする。  
E) ABC分析で分類したC品目は、棚卸を厳重に行い、不必要なストックを少なくする。 
 
U20. 
ある生産ラインは A, B, C, D の 4 つの作業から成り立っている。これらの作業時間は順番に

5 秒, 5 秒, 7 秒, 4 秒である。作業間の移動時間を 0 秒とした場合に正しい説明はどれか。 
 
A) このラインのボトルネックは作業 D である。 
B) このラインのサイクル・タイムは 21 秒である。 
C) サイクル・タイムを短くするために作業 C（ボトルネック）の作業時間を削減できるよ

う改善活動を行うべきである。 
D) 作業 A と作業 B の作業時間が 1 秒増えた場合にサイクル・タイムも 1 秒増える。 
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Ⅲ. 店舗・販売管理 

 

M1. 
小売業の経営においては、その商品管理目標を明確にすることが求められる。その商品管

理目標を数値で示すものには、交差比率等があげられる。A 商店における今期の結果からは、

A 商店における交差比率は何％か。 
 
・期間純売上高 2,000 千 TL 
・期間平均在庫高（売価） 250 千 TL 
・粗利益率 30％ 
・値入率（売価） 40％ 
 
A) 200% 
B) 240% 
C) 300%  
D) 400% 
 
M2. 
小売業や卸売業等の流通業においても、その事業特性や販売特性に応じた在庫高予算の算

出の選択が必要とされる。在庫高予算のベーシックな算出法としての「基準在庫法」に関

する記述のうち、正しい記述はどれか。 
 
A) 「基準在庫法」では、売上高の増減を敏感に反映し、各月の月初計画在庫高が増減する。 
B) 「基準在庫法」では、月初計画在庫高は、各月の計画売上高（月別売上高予算）に期間

平均在庫を加え、これから月平均売上高を差し引くことによって求められる。 
C) 「基準在庫法」により求められる在庫高は、原価である。 
D) 商品回転率が年 12 回転より小さい場合には、「基準在庫法」を用いない方がよい。 
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M3 
商業施設の計画に入る前の大切なマーケティング調査と分析に関する説明として、正しい

説明はどれか。 
 
A) 基礎調査として、文献収集、敷地及び敷地周辺の調査、近隣の商業施設や住宅密度の

調査、公共施設等の調査や法的規制チェックを行うことは基礎調査としては必要ない。 
B) 収集した文献及び現地調査によって出店地のポテンシャルを分析することは基礎分析

として必要ない。 
C) 交通計画分析では、自動車の保有率、買い物利用交通手段、バス・鉄道の本数とアク

セス分析、自転車・バイクの保有率等の項目から、出店施設へのアクセス手段、来店

客数、来店客方向別割合を推計する。 
D) 商圏とは当該商業施設が客を吸引できる地域を指すが、自施設の商圏を戦略的に設定

するための体系的方法を示したのがライリー・コンバースの法則である。  
 
M4. 
フロア・レイアウトにおける売場の通過率と販売力に関する記述として、正しい記述はど

れか。 
 
A) エンドは非計画購買比率が高いので、通過率の売上高への影響は軽微である。 
B) 商品の売上は視認率の影響が大きく、視認率は通過率や立寄率に反比例する。 
C) 通過率の高い場所に商品を陳列すると、その商品の販売力は下がる。 
D) 店内の主動線上では、通過率の高い動線手前が優位置となり、動線奥になるに従って

通過率が下がり劣位置となる。 
 
M5. 
店舗計画に関する説明として、 も適切な説明はどれか。 
 
A) 店内各所に消費者の目を引くマグネットポイントを設けることは、店内動線を短くし

好ましくない。 
B) 店舗のイメージを も伝えやすく、看板の設置などに利用されるのは、パラペット（店

舗正面上部）である。 
C) 間口（正面の横幅）のユニットを設定する場合は、通常、約 50 cm あるいは 60 cm 単位

で考えるのが良い。 
D) 寄品販売の小売業において、一般的には、店内誘導を高めるために店舗の開放度を

低く設定するのがよい。 
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M6. 
ある小売店が定期発注方式を採用している。この小売店の店舗在庫管理政策に関して、

も適切なものはどれか。 
 
A) 店頭在庫を圧縮するために、発注間隔を長くし、発注頻度を減らした。 
B) 店頭品切れを防止するため、POS（point of sales）データに基づく販売予測は中止し、

在庫管理を徹底させた。 
C) 店頭品切れを防止するため、発注から納品までのリードタイムを長くした。 
D) 店頭品切れを防止するため、フェイス数を削減した。 
E) ベンダーの欠品を防止するため、ベンダーと POS データや在庫データを共有した。 
 
M7. 
小売店の品揃えを診断する方法として、自店の POS データによる ABC 分析結果と、市場（ま

たは他店）の POS データによる ABC 分析の結果とを比較する方法がある。この品揃え診断

技法に関する記述として正しい記述はどれか。 
 
A) 市場 POS データで A ランクであっても、自店 POS データで C ランクのアイテムはカ

ット候補とする。 
B) 自店 POS データで A ランク、市場 POS データでも A ランクのアイテムは取扱継続候

補とする。 
C) 自店 POS データの ABC 分析のランク付け基準と、市場 POS データの ABC の分析ラン

ク付け基準は、両者間の事情が異なるので同一としない。 
D) 市場 POS データで A ランクのアイテムであっても、自店 POS データで実績がないので

新規取扱候補とはしない。 
E) ローカルブランド商品やプライベートブランド商品は評価対象とし易い。 
 
M8. 
ある小売店の 2006 年度の営業成績は次の通りであった。この小売店の 2006 年度の粗利益

率を求め、正解を回答群から選択せよ。 
 
売上高 1,000 百万 TL 期首棚卸高(原価) 100 百万 TL 
仕入高 500 百万 TL 期末棚卸高(原価) 150 百万 TL 
 
【解答群】 
A) 45.0％ 
B) 50.0％ 
C) 55.0％ 
D) 60.0％ 
E) 65.0％ 
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M9. 
食品、日用雑貨品、家庭用品など 寄りの店舗で購入する商品である 寄り品における消

費者の店舗内購買行動に関して、正しい説明はどれか。 
 
A) いろいろな情報で長時間かけて意思決定が行われる。 
B) 購買直後でも、購買商品に関する記憶があいまいである。 
C) 購買率の高いカテゴリーほど、売場内滞在時間が長い。 
D) 商品購買において、複雑な情報処理を行っている。 
 
M10. 
消費財の価格弾力性に関する説明として、正しい説明はどれか。 
 
A) 価格弾力性とは、売価を一定割合変化させたときの販売数量の変化の割合をさす。 
B) 価格弾力性の低い商品は、特売が売上金額の増加につながる。 
C) 価格弾力性の低い商品を値引きすることは、プロモーション手段として適している。 
D) 価格弾力性は、カテゴリーの特性やアイテムの商品力には関係ない。 
E) 非必需的なアイテムは、価格弾力性が低くなりやすい。 
 
M11. 
陳列に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) アイランド陳列を行う場合には、顧客の回遊性を損ってでも当陳列品を買ってくれる

よう留意することが必要である。 
B) ジャンブル陳列やアイランド陳列など、陳列に変化をつける方法を総称して展示型陳

列という。 
C) 人体寸法に合わせて、人が無理なく商品を手にとれる高さのことを、ショーイング・

ゾーンという。 
D) 陳列棚の商品区分は、視野にかかわらず横割りが理想的である。 
E) 陳列には、商品を豊富に並べる量感陳列と、小物などと並べてテーマや季節感を演出

する展示陳列がある。 
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M12. 
サプライチェーンマネジメントにおいて、ブルウィップ効果の抑制は重要であるが、ブル

ウィップ効果について、正しい説明はどれか。 
 
A) VMI (Vender Managed Inventory) の導入は、購入者側の在庫リスクの削減には効果があ

るが、ブルウィップ効果の抑制には直接的には効果がない。 
B) 卸売業が、小売業の POS データを自らの在庫管理に活用しても、ブルウィップ効果の

抑制には効果がない。 
C) 卸売業が、複数の小売店舗からの受注を曜日指定などのスケジュール発注によって平

準化しても、ブルウィップ効果の抑制には効果がない。 
D) サプライチェーンの各段階で予測に基づき在庫に関する意思決定すると、ブルウィッ

プ効果はある程度抑制できる。 
E) サプライチェーンの各段階の調達リードタイムがゼロの場合、原理的にはブルウィッ

プ効果は発生しない。 
 
M13. 
倉庫管理とピッキングに関する次の記述について、正しい記述はどれか。 
 
A) 一般に、出荷量が多く高回転の商品群は入荷即出荷ができる倉庫の出入り口の近くに

置くのがよい。 
B) フリーロケーションでも、１アイテムは必ずどこか一か所に登録される。 
C) 出荷先が多く多品種で、１品目当たりの出荷数量が少ない場合には、トータルピッキ

ングが適している。 
D) 平場による保管方法は、作業性と保管効率の両面で劣っている。 
 
M14. 
需要予測に関する次の記述について、正しい記述はどれか。 
 
A) 移動平均法や指数平均法は、データのノイズの除去には適さない。 
B) 需要量に影響を及ぼす諸要因の構造分析には、多変量解析が用いられることがある。 
C) 需要予測は、品目単位で詳細に行うほど当該カテゴリー全体の予測精度が向上する。 
D) 製品の普及率の推移には、ロジスティック曲線が当てはまらない。 
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M15. 
商品予算策定に関する算出数値として、正しいものはどれか。 
 
A) 5 月計画売上高 5,000 万 TL、前年 5 月実績売上高 3,000 万 TL、前年 5 月実績月初在庫

高 4,500 万 TL の場合に、在庫高対売上比率法によって月初改革在庫高を算出すると

6,500 万 TL になる。 
B) 原価が 800TL、売価値入率が 20％の場合の値入額は、160TL である。 
C) 原価値入率が 150％のとき、売価値入率は 60％である。 
D) 当月売上高予算 4,500 万 TL、年間売上高予算 30,000 万 TL、年間予定商品回転率が 6 回

転である場合に、基準在庫法によって月初適正在庫高を算出すると 9,500 万 TL になる。 
 
M16. 
商圏に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) ある地域の消費者が、ある商業集積へ買い物に行く確率を求める公式として「経済人

モデル」がある。 
B) 一般的に、買回品を扱う小売業の商圏より、 寄品を扱う小売業の商圏の方が広い。 
C) 商圏を把握するために類似商圏をいくつか選ぶ公式として、「ライリー・コンバース

の法則」がある。 
D) 商店街の診断などで行われる商圏調査では、商圏は 1 次商圏、2 次商圏、3 次商圏・影

響圏などに分けられる。 
E) 通信販売やインターネットを通じた電子商取引であっても従来の商圏という概念に制

約される。 
 
M17 
インストア・プロモーション（以下、「ISP」という。）に関する説明として、正しい説明

はどれか。 
 
A) ISP は売上増加のための計画を立案すればよく、カテゴリーとブランドの現状分析まで

はしない。 
B) ISP はスペース・マネジメントの一つで、限定的な手法の活用である。 
C) ISP は非価格主導型が主になっている。 
D) ISP を実施する商品を決定するにあたっては、消費者の商品の購買履歴から購入金額と

購入数量並びに購入間隔などを分析することが望ましい 
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M18. 
小売店舗への一括物流に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 一括物流とは、従来、卸売業などがそれぞれ行っていた小売店舗への物流を一括納品

管理する、特定小売業用の物流センターを活用した物流システムである。 
B) 一括物流を導入する目的としては、基本的に卸売業の作業軽減が中心である。 
C) 通過型物流センターでは、物流センターで店別に仕分けを行うことはない。 
D) 通過型物流センターは在庫型物流センターに比べて、小売業からの受注後納品完了ま

でのリードタイムは短くなる傾向にある。 
 
M19. 
食品のトレーサビリティの効果に関する記述として、正しい記述はどれか。 
 
A) 問題が起きないように、食品の安全管理を直接的に行うこと。 
B) 問題が発生した場合に、安全な他の流通ルートを確保すること。 
C) 問題が発生した場合に、対象商品を特定して迅速に回収し、関係者を処罰すること。 
D) 問題への対応だけでなく、在庫管理、物流管理などを具体的に指導改善すること。 
E) 問題への対応だけでなく、生産や加工方法などを具体的に指導改善すること。 
 
M20. 
販売価格 800TL、売価値入率 25％の商品を 2 個破損した場合、2 個分の仕入高を補てんする

ためにはこの商品をいくつ販売する必要があるか。 適なものを選べ。ただし、消費税は

考慮しないものとする。 
 
A) 2 個 
B) 4 個 
C) 6 個 
D) 8 個 
E) 10 個 
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Ⅳ. マーケティング 
 
P1. 
広告にはさまざまな媒体が利用されている。広告媒体に関する説明として、正しい説明は

どれか。 
 
(1) 中吊り広告は、さまざまなスペースの形態があり、地域のシンボルにもなる。ティー

ザー広告に向いている。 
(2) ダイレクトメールは、セグメンテーションを個人単位ででき、効果の測定も比較的容

易である。 
(3) 折り込み広告は、広告スペースが画一的であるので、基準料金の設定が可能である。 
(4) 屋外広告は、特定地域のカバレッジが強く、費用も安く、また効果がすぐにあらわれ

やすい。 
 
P2. 
マーケティングの対象は有形財だけではなく、サービスなどの無形財も含まれている。サ

ービスに関する説明として正しい説明はどれか。 
 
A) サービスの予約は、レストランのように需要と供給をよりよく適合させる場合と、美

容院のように消費者が特定のサービス提供者を指定する場合に利用される。 
B) サービスは人によってその遂行水準が同一ではない。そこで、マニュアルを作成しそ

れに従わせることによって 高遂行水準を維持しようとする傾向がある。 
C) サービスは便益達成の本質的な部分と付随的な部分とに分けられる。付随的な部分は

購買意思決定に影響を与える要因にはならない。 
D) ホテルのトイレなどでトイレットペーパーが三角に折ってあるのは、作業が完了した

という進行を示すために行われている。 
 
P3. 
マーケッティングの実施においては、情報収集が重要となる。官庁などの作成したデータ

だけでなく、一次データを収集する必要もある。一次データの収集に関して、正しい記述

はどれか。 
 
A) アンケート郵送法は、回収率が高く、企業調査などでは、的確な回答者からの解答が

得やすい。 
B) インターネットを利用した調査は、大量の回答を得ることができて、統計的に偏りの

ないサンプルを得やすい。 
C) 街頭インタビューは、対象者をばらばらに選択できるので、無作為抽出に適している。 
D) グループインタビューは、仮説を探索する目的で利用される。 
E) 電話を利用したアンケートでは、個別に対応できるので設問数を多くすることができる。 
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P4. 
流通チャネルの基本的な機能は、商品の生産者から 終消費者・ユーザーまでの間に生じ

るさまざまなギャップを解消することにある。これらのギャップに関する説明として、正

しい説明はどれか。 
 
A) 空間的ギャップとは、原材料の生産地と製品を製造加工する場所との距離的なギャップ

である。例えば、海外で生産された原材料を製造加工できるようにするためには、輸送

手段を活用して空間的な移動をしなければならない。 
B) 時間的ギャップとは、生産に着手して製品が完成するまでの時間的なギャップである。

例えば、機械加工の場合、数時間で完成するものがあるが、農産物のように数ヶ月のギ

ャップがあるものなどさまざまである。 
C) 品揃え（量と組み合わせ）のギャップとは、製造加工業者が商品を生産する場合、必要

とする原材料の種類により取引量の単位にギャップがあり、保管や廃棄しなければなら

ないことがあることをいう。 
D) 情報のギャップとは、生産者の持つ情報と消費者のもつ情報との間にギャップがあるこ

とを意味する。消費者が自分の欲しい製品について、生産者と同様の情報を持つこと、

また、生産者は消費者に関する情報を完全に持つこと、はいずれも難しい。 
 
P5. 
製品ライフサイクル（PLC, Product Life Cycle）は、新製品が市場に導入されてから消滅する

までの期間における売上高と利益に基づいて、導入期、成長期、成熟期、衰退期の 4 つに

分類される。製品ライフサイクルに関する説明として、正しい説明はどれか。 
 
A) 導入期は、新製品として市場に導入され、市場に受け入れられていく時期であり、消費

者がその新規性に注目して積極的に購入するので、期待以上の高い売上高、利益が得ら

れる傾向がある。 
B) 成長期は、製品の市場への浸透によって一時的に売上高が増えるが、競争企業が市場に

参入してきたり、価格を高く設定し直したりすることによって成長が鈍化することの多

い時期である。 
C) 成熟期は、市場を十分に開拓し、買い換え需要が中心になる時期で、売上は横ばいの状

態で市場のシェア構造は安定するが、経験効果により単位当たりのコストが低減して利

益は大きく増加する。 
D) 衰退期は、優れた競合製品の登場や消費者の嗜好の変化などによって需要が減退し、市

場の縮小を余儀なくされる時期であり、売上高は低減し、赤字になっていく。 
 



添付 4 パイロットプロジェクト用筆記試験問題  

添付 4 - 25 

P6. 
プロダクトミックスとは、企業がラインアップしている製品の組み合わせの集合のことで

あり、製品ライン（用途、顧客層、価格、品質などについて同一あるいは類似のグループ

のこと）と製品アイテム（特定の製品ラインを構成している製品群の 小分類であり、カ

ラー、サイズなどにより区分される）で構成される。企業は、その製品戦略に応じて、製

品ラインの広さと製品アイテムの深さの組み合わせにより市場にあった適切なプロダクト

ミックスを構築することになるが、製品ラインの広さと製品アイテムの深さの組み合わせ

に基づく市場対応タイプの説明として、正しい説明はどれか。 
 
A) 浅く、狭い品揃えは、デパート型である。 
B) 浅く、広い品揃えは、ディスカウント・ストア型である。 
C) 深く、狭い品揃えは、コンビニエンス・ストア型である。 
D) 深く、広い品揃えは、専門店型である。 
 
P7. 
ブランド・ネームの付け方にはいろいろな方式があるが、これに関する説明として正しい

説明はどれか。 
 
A) 企業名と個別ブランドを組み合わせる方法では、新商品であっても個別ブランド部分で

その商品の信用を示すことができ、市場浸透を容易に行うことができる。 
B) 個別ブランド・ネームは、既存の商品で培ってきたブランド・イメージを活用して、例

えば低価格市場といった新しい市場に進出するときなどに利用される。 
C) 統一ファミリー・ネームとは、あらゆる商品に対して同じブランド・ネームを採用する

ことである。過去の製品によって、顧客はすでにある程度ブランドに関する情報を得て

いるので、その商品の仕様を訴求するためのプロモーション・コストが節約できる。 
D) 複数ファミリー・ネームは、多様な商品を扱っている場合において、市場セグメントな

どに応じてファミリー・ネームを複数使用することである。消費者は、製品の位置づけ

を理解しやすく、商品選択が容易になる。 
 
P8. 
フランチャイザー（本部）とフランチャイジー（加盟店）とから成るフランチャイズ・チ

ェーン制度の特徴として、正しい説明はどれか。 
 
A) 開業の資金や意欲があっても、十分な経営経験や店舗運営経験のない人は、加盟店にな

って独立の経営者になることはできない。 
B) 加盟店は、経営規模の拡大を目指して、任意に対象地域を設定することができる。 
C) 経営のノウハウを持っている本部が、たとえ、十分な資金をもっていなかったとしても、

チェーンを大規模にすることができる。 
D) 小規模の独立の加盟店が、所有上の独立性を有したまま、共同しいれなどの運営上の共

同作業を行うものである。 
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E) 本部は、加盟店から、経営指導などの対価としてロイヤルティを受け取ることはできな

い。 
 
P9. 
価格設定に影響を与える要因には、企業内部、外部両方の要因がある。そのなかで、特に

重要な 3 要因を挙げると、コストプラス法の中心的要因としてのコスト、習慣価格法や差

別的価格法の中心的要因としての需要があるが、他社の設定した価格を基に価格を設定す

る実勢際価格法の場合の中心的要因となるものはどれか、以下の回答群から選択せよ。 
 
A) 供給 
B) 競争 
C) 製品ライフサイクル 
D) マーケティング・ミックス 
 
P10. 
製品開発を行う場合、通常はアイディア創出段階から始まり、その後の段階で、創出され

たアイディアが次第に選別されていくことになる。その様な過程を構成する一段階である

テスト・マーケティングに関し、正しい記述はどれか。 
 
A) 消費者からみて、関心の低いコンセプトを選別し、関心の高いものだけを残す段階で

ある。 
B) 設計どおりの性能が発揮されるように仕上がっているかについてのチェックの段階で

ある。 
C) 全体市場を代表するような小地域において、実際に市場に販売することによって、実

験する段階である。 
D) 他社に知られないように模擬店舗を利用することによって、コンピュータ化されたモ

デルを活用する段階である。 
 
P11. 
製造業者が生産した商品は、消費者や使用者の利用する場所に適切におかれる必要があり、

中間流通業者を利用することがある。中間流通業者を利用することの利点に関する記述と

して、正しい記述はどれか。 
 
A) 買い物に関する個々の顧客の個別情報を収集しやすくなる。 
B) 終需要者全体に到達するには、取引の数の合計が多くなる。 
C) 市場に製品を流通させるための経営資源を節約できる。 
D) 流通に対するコントロールを高めることができる。 
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P12. 
マーケティングには、生産のための原材料や消耗品など生産財市場に向けて行われる部分

もある。このような生産財市場は消費財市場と比べてどのような特徴をもつか、次のうち

も一般的にみられる特徴はどれか。 
 
A) 1 回の購入量が少ない。 
B) 購入者の数が多い。 
C) 需要の価格弾力性が低い。 
D) 中間流通業者の数が多い。 
 
P13. 
市場をいくつかのセグメントに分類し、把握していくやり方を市場細分化と言うが、その

セグメントの大きさ自体にもいろいろな考え方がある。市場の一部をきわめて小さなセグ

メントとして把握するマーケティングとして、ニッチ・マーケティングがあるが、その説

明として正しい説明はどれか。 
 
A) 規模拡大を狙っていくと、競争企業の参入を招きやすい。 
B) 市場シェアが低いので、高い利益率を得ることができない。 
C) 他の企業のマーケティング戦略に追随する経営方針である。 
D) 非連続的な技術革新や市場動向の激変に対して強力に対応できる。 
 
P14. 
毎日の夕食の献立に頭を悩ましている主婦のために、あるスーパーでは白いコック服を身

につけた人が、献立の助言をしている。この店はこのサービスを登録制にしており、家族

構成、好み、前回までの提案内容を即座に呼び出して、自分の属性や希望を毎回言わなく

ても、かなり的確にその日のメニュー全体を提案してくれる。献立の助言サービスは、通

常、ミールソリューションやホームミールリプレースメントなどの一部をなしているが、

これらに関する説明として、正しい説明はどれか。 
 
A) ある特定の料理に必要な食材が手に入る店舗名の一覧表が置いてある。 
B) 加熱するだけで食べられるように下ごしらえするやり方の説明書きが置かれている。 
C) グルメ指向の顧客用に、他では手に入りにくい食材を陳列する。 
D) レジ近くの陳列棚に、今日の夕食用として、作り方、食材、調味料などが、商品カテ

ゴリーを超えて取りそろえられている。 
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P15. 
飲料メーカーD 社は、「ヒーコ」ブランドの無糖の缶入りコーヒーに力を入れており、近隣

の駅売店で一部の顧客の熱い支持を集めていたが、それだけではこれ以上の発展はないと

思い、新しい方向性を求めて、その商品特性とマーケティング戦略について議論を重ねて

いた。D 社は、高級な豆の割合を増やした「ヒーコ・マウンテン」というブランドの、無糖

の缶入りコーヒーを発売しようと考え、社員に聞いたところ、次のような応答があった。D
社の戦略として も適切なものはどれか。 
 
A) カニバリゼーションを避ける目的で「ヒーコ」よりも価格を高く設定すべきだ。 
B) 「ヒーコ・マウンテン」に贈答品としての特性をもたせ、専門店のチャネルを開拓すべ

きだ。 
C) 「ヒーコ・マウンテン」は好きな人は好きというタイプの商品であり、地域限定で販売

をすべきだ。 
D) 「ヒーコ・マウンテン」を消費者によく知ってもらうために、従来の顧客への口コミ販

売に限定的して注力すべきだ。 
 
P16. 
ある企業が顧客獲得に当たり、顧客をセグメント A とセグメント B の 2 つに分けた。この

企業は両方のセグメントに対してのみセールス活動を行っている。両セグメントのデータ

は以下のとおりである。 
 

 セグメント A セグメント B 

見込み客数 6 万人 3 万人 

契約率 10％ 20％ 

初年度の顧客１人当たりの売上 12 万 TL 14 万 TL 

初年度の顧客１人当たりの粗利益 3 万 TL 3 万 5 千 TL 

見込み客への訪問回数 2 回 4 回 

訪問１回当たりコスト 2,500TL 2,000TL 

 
このとき、セグメント A 及び B の顧客１人当たりの損益状況の記述としてとして、正しく

表現した組み合わせはどれか。なお、一般管理費は除外して考える。 
 
A) セグメント A：損失 セグメント B：損失 
B) セグメント A：損失 セグメント B：利益 
C) セグメント A：利益 セグメント B：損失  
D) セグメント A：利益 セグメント B：利益 
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P17. 
消費者は、製品やサービスの実際の購入段階を過ぎても、様々な反応を示し、場合によっ

てはそれが次の購入の意思決定にフィードバックされていく。このような購入後の行動や

評価に関する説明として正しい説明はどれか。 
 
A) 期待をはるかに上回る製品であったり、サービスであると、満足が生じる。 
B) 製品購入後不満を感じないようにするために、競争製品の広告をよく見る傾向にある。 
C) 不満足だった購入者よりも満足した購入者の方がは多くの人にそのことを話す傾向にあ

る。 
D) 製品に満足したか否かはロイヤルティの形成とは関係ない。 
E) 無条件返品制度は購入後の不満足を解消する手段の１つとはならない。 
 
P18. 
マーケティングは有形財だけでなく、無形財（サービス）についても、展開されている。

サービスには、有形財とは異なる特質がみられるが、これに関して、正しい記述はどれか。 
 
A) サービスマークは、複数の自社サービスを区別して訴求することを目的に利用される。 
B) サービスは目で確かめられず、お試しとして事前に体験させたとしても顧客の不安を取

り除くことはできない。 
C) サービスを提供するときに、顧客との接触時間が長くなるほど、必ず高い顧客満足につ

ながる。 
D) 事前の期待と実際の知覚とを比較することによって、サービスに関する満足度を測定す

ることができる。 
E) サービスの品質には個人差があり、マニュアルを作成と浸透によってもその差異を減少

させることはできない。 
 
P19. 
サービスの満足保証制度が販売促進策として有効に機能する場合に関する説明として、正

しい説明はどれか。  
 
A) 高価なサービスよりも、安価なサービスの場合 
B) 顧客がその種のサービスに関する知識を多く有している場合 
C) 顧客にとって購買リスクが低い場合 
D) 新規顧客を容易に獲得できる場合 
E) ネットを含めて、口コミによる評判が需要に影響する場合 
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P20. 
消費者行動を規定する要素の一つとして、準拠集団がある。これに関連する記述として、

正しい記述はどれか。 
 
A) あこがれの有名人が持っているものと同じものを、自分も所有したいと思う心理は、準

拠集団で取り上げる消費者行動には当たらない。 
B) 服装やマナーなどの基本的な価値観を形成するうえで大きな影響を与えても、自己が所

属していない限り準拠集団とは言わない。 
C) 準拠集団とは、気兼ねなく話せる身近な集団を指し、社会的生活における集団は入らな

い。 
D) 他人の目に触れないような商品のブランド選択行動について、準拠集団が与える影響は

大きい。 
E) パーティーでの販売においては、１人だけ買わないとバツが悪く感じて、つい買ってし

まう 
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Ⅴ. 財務・会計 
 
F1. 
次の事項は貸借対照表のどの科目に計上されているか。その科目を下記の解答群から選択

し、その符号を記入せよ。 
 
(1) 期末に存在する材料残高 
(2) 売掛金の回収として得意先から受け取った約束手形 
(3) すでに発生している費用で、決算日現在で未払いとなっている支払利息 
(4) 銀行からの借入金 
(5) 企業が保有する関連会社の株式金額 
 
A) 資産 
B) 負債 
C) 純資産 
 
F2. 
期首に機械 2 百万 TL を購入した。当該機械について耐用年数 5 年、残存価額 10％、定額法

によった場合の減価償却費はいくらかになるか。正しいものを下記の解答群から選び、そ

の記号を解答欄に記入せよ。 
 
A) 40 万 TL 
B) 36 万 TL 
C) 32 万 TL 
D) 44 万 TL 
 
F3. 
営業利益の定義として正しいものを、下記の解答群の中から選びなさい。 
 
A) 粗利益－営業費用 
B) 純売上－売上原価 
C) 課税前利益－減価償却費 
D) 総売上－総費用 
 
F4. 
次は貸借対照表に関する記述である。(1)、(2)、(3)、(4)の空欄にあてはまる用語を下の語群

から選択し、その符号を記入せよ。 
 
貸借対照表は、企業が所有する(1)がどれだけあるか、また、銀行など外部の機関からの(2)
をどれだけ抱えているのかといった財政状態を利害関係者に明らかにするための財務諸
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表である。貸借対照表は資産の部と負債・資本の部に分かれるが、資産の部は(3)を、負債・

資本の部は(4)を表している。 
 
A) 負債 
B) 資本 
C) 資産 
D) 資金の調達 
E) 資金の運用 
 
F5. 
運転資本の定義として正しいものを下記の解答群から選びなさい。 
 
A) 決算書における流動資産の合計額 
B) 営業回転資産の合計額 
C) 営業回転資産額から営業回転負債額を引いたもの 
D) 金庫にある現金 
 
F6. 
A 社と B 社の貸借対照表（要約）は次のとおりである。両社の流動性に関する記述として

正しいものを下記の解答群から選べ。 
 

貸借対照表（要約） 
（単位：千 TL） 

資産 A 社 B 社 負債・純資産 A 社 B 社 
現金預金 40 60 支払手形 50 80 
受取手形 30 30 買掛金 90 60 
売掛金 50 40 短期借入金 80 100 
売買目的有価証券 40 50 長期借入金 100 110 
在庫 160 110 資本金 90 60 
固定資産 150 150 資本剰余金 60 30 

合計 470 440 合計 470 440 
 
A) 当座比率は B 社が A 社より良好であるが、流動比率は A 社が B 社より良好である。 
B) 当座比率は A 社が B 社より良好であるが、流動比率は B 社が A 社より良好である。 
C) 当座比率、流動比率とも A 社が B 社より良好である。 
D) 当座比率、流動比率とも B 社が A 社より良好である。 
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F7. 
当期の売上高総利益率が前期に比べ低下している時、どのような理由が考えられるか。正

しいものを下記の解答群から選び、その記号を解答欄に記入せよ。 
 
A) 市場での価格競争が激しく、販売価格を引き下げ販売数量を維持した。 
B) 販売を促進するために営業担当者を増員した。 
C) 製品の市場での認知度を上げるために TV コマーシャルを利用して大々的な販売キャン

ペーンを行なった。 
D) 生産数量の減少に応じて、工場労務費、工場経費の削減を行なった。 
 
F8. 
当期の棚卸資産回転月数（棚卸資産÷月売上高）が前期比べ増加している時、どのような理

由が考えられるか。正しいものを下記の解答群から選び、その記号を解答欄に記入せよ。

ただし、製品の種類、製造工程は前期と変わらないと仮定する。 
 
A) 販売計画を上回る売上が達成された。 
B) 営業担当者を増員することにより、販売計画通りの売上が達成された。 
C) 工場作業員を増員し、生産計画を達成した。 
D) 生産された製品の一部に欠陥品が見つかり、不良在庫となっている。 
 
F9. 
下記の貸借対照表から当期の運転資本額を求め、正しいものを下記の解答群から選べ。 
 

貸借対照表（要約） 
（単位：千 TL） 

資産 当期 負債・純資産 当期 
現金預金 30 支払手形 30 
受取手形 60 買掛金 60 
売掛金 100 短期借入金 50 
有価証券 20 長期借入金 100 
在庫 80 資本金 100 
有形固定資産 130 資本剰余金 30 
無形固定資産 20 利益剰余金 70 

合計 440 合計 440 
 
A) 150 千 TL 
B) 200 千 TL 
C) 290 千 TL 
D) 240 千 TL 
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F10. 
A 社の財務諸表（要約）は以下の通りである。A 社の流動比率として正しいものはどれか。 
 

貸借対照表（要約） 
（単位：千 TL） 

資産 当期 負債・純資産 当期 
現金預金 170 支払手形 250 
売掛金 240 買掛金 210 
有価証券 160 短期借入金 140 
在庫 230 長期借入金 460 
有形固定資産 1,000 資本金 740 

合計 1,800 合計 1,800 
 
A) 28.3％ 
B) 69.8％ 
C) 95.0％ 
D) 133.3％ 
 
F11. 
企業におけるキャッシュの流入、流出の計画作成はどの部門が担当するか。正しいものを

下記の解答群から選び、解答欄に記入せよ。 
 
A) キャッシュ・プラニング部 
B) ファイナンス部 
C) 銀行取引部 
D) ファンド管理部 
 
F12. 
当期売上高が 100 万 TL、期首の売上債権残高が 10 万 TL、期末の売上債権残高が 15 万 TL
であるとき、売上によるキャッシュフロー収入として正しいものを下記の解答群から選び、

解答欄に記入せよ。 
 
A) 100 万 TL 
B) 95 万 TL 
C) 105 万 TL 
D) 110 万 TL 
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F13. 
A 社の新製品投資によってもたらされる、ある年度の損益が下表のように予測されたとする。

このとき実効税率を 40％とすると、この年度の税引き後キャッシュ・フローとして正しい

ものを解答群から選びなさい。 
表 

売上高（すべて現金収入） 500 万 TL 
売上原価（すべて現金支出） 200 万 TL 
減価償却費以外の販売費および一般管理費（すべて現金支出） 100 万 TL 
減価償却費 50 万 TL 
 
A) 90 万 TL 
B) 120 万 TL 
C) 140 万 TL 
D) 150 万 TL 
 
F14. 
当期の売上高と費用の内訳は次の通りである。損益分岐点売上高はいくらになるか。正し

いものを下記の解答群から選び、その記号を解答欄に記入せよ。 
（単位：千 TL） 

売上高 800 
変動費 320 
固定費 360 

A) 600 
B) 680 
C) 800 
D) 900 
 
F15. 
前事業年度の営業利益等の実績は次の通りである。当事業年度に営業利益 20,000TL を得る

ために必要な売上高として正しいものはどれか。ただし、当事業年度の固定費は前事業年

度と変わらないが、変動費率は 60％と予測される。 
（単位：千 TL） 

売上高 70,000 
変動費 49,000 
固定費 12,000 
営業利益 9,000 

A) 80,000TL 
B) 90,000TL 
C) 106,700TL 
D) 120,000TL 
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F16. 
設備投資を財務の視点から評価するに際して、考慮すべき事項は何か。正しいものを下記

の解答群から選びなさい。 
 
A) 設備投資のリスク 
B) 設備投資の収益 
C) 設備投資のリスクと収益 
D) 設備投資の企業イメージに与える影響 
 
F17. 
A 社が 40 千 TL の設備投資を実施し、3 年間にわたって下表にあるようなキャッシュフロー

を生み出すことが予想されている場合の現在価値を求め、当該設備投資計画案を採択すべ

きか否か判断せよ。それぞれの問いに対し、正しいものを下記の解答群から選び、その記

号を解答欄に記入せよ。なお、資本コストは 10％とし、その複利現価係数は下表のとおり

である。 
 

 設備投資 1 年度 2 年度 3 年度 

キャッシュフロー -40 10 15 20 

複利現価係数  0.91 0.83 0.75 

 
(1) キャッシュフローの現在価値 
 
A) 30 
B) 36.6 
C) 45 
 
(2) 設備投資計画案の採否 
 
A) 採択すべきである 
B) 採択すべきでない 
 
F18. 
企業 X の所有建物を 5 年契約で賃貸した。毎年 15,000TL の現金収入となる。利子率が８％

である時、賃貸料収入の現在価値はいくらになるか。 
 
A) 75,000TL 
B) 55,000TL 
C) 59,890TL 
D) 47,360TL 
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F19. 
設備投資案の評価方法の 1 つに正味現在価値法（NPV：Net Present Value Method)があるが、

この NPV に関する記述について正しいものの組合せを下記の解答群から選び、その記号を

解答欄に記入せよ。 
 
1. NPV とは、設備投資によって将来得られるキャッシュフローをすべて現在価値に割り引

き、その現在価値を合計したものである。 
2. NPV は、キャッシュフローの時間価値を考慮している。 
3. NPV は、その値がプラスである時、設備投資案を採用する。 
4. NPV は、複数の投資代替案がある時は、値がもっとも小さい正味現在価値の投資案が採

用される。 
 
A) 1 と 3 
B) 2 と 3 
C) 2 と 4 
D) 1 と 2 
 
F20. 
投資の経済計算に関する記述として、正しいものの組合せを下記の解答群から選べ。 
 
1. 内部収益率は、投資案の正味現在価値をゼロとする割引率である。 
2. 内部収益率は、投資案の割引キャッシュフローの和をゼロとする割引率である。 
3. 回収期間法は、回収後のキャッシュフローを無視している。 
4. キャッシュフローが、当初マイナスでその後プラスになる投資案の場合、その正味現在

価値は割引率が大きくなるほど大きくなる。 
 
A) 1 と 2 
B) 1 と 3 
C) 2 と 4 
D) 2 と 3 
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パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル 

 

 

 

 
１．日程 
２．実技試験フロー 
３．実施要領 
４．受講生評価基準 
 
 
 
 
 

添付資料-1 企業概要調査表フォーマット 
添付資料-2 企業診断レーダーチャート作成用評価項目 - 製造業 
添付資料-3 企業診断レーダーチャート作成用評価項目 - 商業 
添付資料-4 企業診断報告書の内容 
添付資料-5 企業向けアンケートフォーム 
添付資料-6 受講者向けアンケートフォーム 
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１．日程 
 

段

階 
曜日と項目 主な活動内容 

事
前
調
査 

事 

前 

１．事前調査 企業概要等の把握 ①診断企業の選定 
・診断候補企業の経営者と面談して診断企業を選定 
②企業情報の収集と概要把握（企業診断予備調査） 
・選定した企業よりの企業に係る基礎データの収集 
③受講生のグループ編成 

第 1 週（企業診断第 1 社） 

月
曜
日 

２．オリエンテーション及び企業予備

診断 
（教室） 

①オリエンテーション 
・グループリーダーの選出 
・診断目的・日程等の説明 
②診断方法の説明 
・診断報告書統一様式 
・レーダーチャート、SWOT 分析表活用の留意点 
③第 1 社目の「企業概要調査表」の説明と企業予備診断 
・既存資料の整理と方針の作成、仮説の設定 
・レーダーチャート、SWOT 分析のための質問項目の決定

診
断 

火
曜
日

３．第 1 回本格診断 
（現場） 

①経営全般（5 部門）に関する経営幹部への聞き取り調査

②部門別情報の収集 
③メンバー各自の予備評価・分析 

水
曜
日 

４．弱点部門の特定 
（教室） 

①グループとしてのレーダーチャートの作成 
②グループとしての SWOT 分析表の作成 
③弱点 2 部門の特定と詳細診断計画の策定 
・弱点 2 部門対応のためのグループ再編と責任者の決定 
④弱点部門・その他部門別に係る所見草案等の準備 
⑤診断企業への第 2 回本格診断に係る事前依頼事項の連絡

木
曜
日 

５．第 2 回本格診断（弱点部門の詳細

診断） 
（現場） 

①詳細診断方針に係る企業側との合意 
②弱点 2 部門の問題と原因特定のための詳細情報の収集 
・必要に応じ、社内外ステークホルダーへも調査を実施 
③弱点部門の暫定的な評価及び提言の大まかな方向性の提

示 

報
告
書
作
成
・
発
表 

金
曜
日 

６．詳細診断結果のまとめと企業診断

報告書の作成 
（教室） 

①詳細診断結果の分析 
・レーダーチャート・SWOT 分析表の完成 
②改善案の策定 
・問題の根源的な原因の特定、その除去や改善の具体策 
③企業診断報告書及び担当部門別所見の作成 
④企業診断報告書の完成 
・報告内容の整合性、実行可能性等のチェックと手直し 
⑤企業診断報告会の準備 
・受講生個々の発表の準備（独自の視点、改善案等の準備）

・診断企業の報告会への招待の連絡 

土
曜
日 

７．企業診断報告会の開催 
（教室） 

①企業診断報告会 
・各自発表（10 分／人） 
・診断企業は自社分の報告のみ参加 
②アンケート調査への協力依頼（診断企業） 
・診断実習及び発表に係る全体的な感想、顧客満足度の確

認、将来の実習へのヒントの収集等 
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事
前
調
査 

８．企業予備診断 
（教室） 

①第 2 社目の「企業概要調査表」の説明と企業予備診断 
・既存資料の整理と方針の作成、仮説の設定 
・レーダーチャート、SWOT 分析のための質問項目の決定

診
断 

第 2 週（企業診断第 2 社） 

月
曜
日 

９．第 1 回本格診断 
（現場） 

①経営全般（5 部門）に関する経営幹部への聞き取り調査

②部門別情報の収集 
③メンバー各自の予備評価・分析 

火
曜
日 

10．弱点分野の特定 
（教室） 

①グループとしてのレーダーチャートの作成 
②グループとしての SWOT 分析表の作成 
③弱点 2 部門の特定と詳細診断計画の策定 
・弱点 2 部門対応のためのグループ再編と責任者の決定 
④弱点部門・その他部門別に係る所見草案等の準備 
⑤診断企業への第 2 回本格診断に係る事前依頼事項の連絡

水
曜
日 

11．第 2 回本格診断（弱点部門の詳細

診断） 
（現場） 

①詳細診断方針に係る企業側との合意 
②弱点 2 部門の問題と原因特定のための詳細情報の収集 
・必要に応じ、社内外ステークホルダーへも調査を実施 
③弱点部門の暫定的な評価及び提言としたい大まかな方向

性の提示 

報
告
書
作
成
・
発
表 

木
曜
日 

12．詳細診断結果のまとめと企業診断

報告書の作成 
（教室） 
 

①詳細診断結果の分析 
・レーダーチャート・SWOT 分析表の完成 
②改善案の策定 
・問題の根源的な原因の特定、その除去や改善の具体策 
③企業診断報告書及び担当部門別所見の作成 
④企業診断報告書の完成 
・報告内容の整合性、実行可能性等のチェックと手直し 
⑤企業診断報告会の準備 
・受講生個々の発表の準備（独自の視点、改善案等の準備）

・診断企業の報告会への招待の連絡 

金
曜
日 

13．企業診断報告会の開催 
（教室） 

①企業診断報告会 
・各自発表（10 分／人） 
・診断企業は自社分の報告のみ参加 
②アンケート調査への協力依頼（診断企業） 
・診断実習及び発表に係る全体的な感想、顧客満足度の確

認、将来の実習へのヒントの収集等 

評
価 

14．インストラクターによる受講生評

価会 
 

注１）「１．事前調査 企業概要等の把握」はインストラクターが事前に対応 
注２）各段階での 1 日（曜日）は、原則 1 日を 9:00～5:00 途中 1 時間の休憩を前提に実施。但し、報告

会前日の金曜日は正味 10.5 時間程度を想定。 
注３）「３．実施要領」は、企業診断第 1 週目を念頭に記述している。従って第 2 週目は以下のような変

更が必要である。 
 １）第 2 週目は、第 1 週目の月曜日に行った、①診断目的・日程等に関するオリエンテーションや②診

断方法の説明等を省略できるので、第 2社の「企業概要調査表」の検討は、第 1週目の土曜日の午

後に実施することとし、第 2週目の月曜日には第 2社の第１回本格診断を行う。 

２）従って、第 2週目は「３．実施要領」に記す曜日より 1 日づつ繰り上がり金曜日が最終日となる。 
３）第 2 週目の金曜日の午後は、インストラクターによる受講生の評価会に当てる。 
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２．実技試験フロー 
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３．実施要領 

 

１．事前調査 企業概要等の把握 

（インストラクターが実施する） 
 

11 診断企業の選定 

インストラクターは、候補先企業を訪問し経営者等と面談して診断実習の目的及び日程概

要を説明し、受講生受け入れ等で企業側の協力が得られるかどうか以下の選定基準に照ら

して確認する。 

診断企業数は 1社への訪問受講生数最大 8名を目安に決定する。 

 

＜選定基準＞ 

①候補先企業が実習目的に合った業種であること 

②候補先企業が実習目的に合った事業規模・売上・従業員数等を有すること 

・ 操業 3年以上の企業が望ましく、従業員数としては製造業の場合 20 人から 100 人、商

業・サービス業の場合は 10 人から 20 人を目安とする。 

・第 1週目と第 2週目の企業は異なるセクターから選定することが望ましいが、同一セク

ターから選定する場合は事業規模などが異なる企業を選定する。 

③経営者が企業経営や改革に熱心であること 

④経営者は診断実習に理解を示しており、必要な情報や資料の提供及び現場への立ち入り

調査等を承諾してくれること 

・3期分の決算書及び生産又は販売のデータの提供 

・製造現場や売場への立ち入りと調査 

・現場や管理部門の責任者、従業員等に対する受講生のヒアリング調査 

・その他関係資料の提供や企業側関係者による説明 

⑤地理的な利便性その他の条件が実習目的に合い、調査現場での安全性が確保されること 

 

＜その他の確認事項＞ 

・秘守義務 

・現場での写真撮影の諾否 

・取引先や従業員等へのアンケート調査実施の諾否 

・実習日程（企業訪問日時と企業診断報告会への参加）に付いての企業側の都合 

・訪問する研修生数と作業スペース及び企業側が提供できるその他の設備・備品 

・診断実習結果に係る企業アンケート調査への協力 
注）上記□内は企業への確認事項であり選定基準ではないが、企業側の反応が余りに消極的で実習目的の

達成が危惧される場合は、企業選定の有力な参考事項として活用する。 

 

12 企業情報の収集と概要把握（企業診断予備調査） 

インストラクターは、上記「11 診断企業の選定」のために収集した情報に基づき選定した

企業に対し診断予備調査を実施する。 

目的は、基礎的な企業情報等を収集して、後述、受講生の診断予定企業に対する「２．月

曜日 診断方針の決定（教室）」に資することにある。 

 

1)  インストラクターは診断企業に関する財務諸表や企業データや資料を収集する。 

2)  診断実習に関係する庶務事項を確認する。 

3)  収集したデータを基に「企業概要調査表」を作成する。 
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上記に係る補足説明や留意点は以下の通りである。 

上記 1)の補足説明： 
・財務諸表は 3期分（含むキャッシュフロー計算書）で以下に留意する。 

①財務諸表は実習の始まるまでのできる限り早い時期に提供を受ける。 
②受講生の企業訪問時に外部会計士や会計担当者が同席するか否かを確認する。 

・「企業概要調査表」を完成するために必要な企業データをヒアリングや資料により幅広く
収集する。 

【主なデータ例】 
創業（設立）年月日など社歴概要、株主構成（出資者構成）、月別の販売高、生産・販売品目、

原材料や商品の仕入れ先・製品と主要販売先、従業員数（正社員と契約社員などの構成）、
主要設備等 

【情報収集時の留意点】 
・ヒアリングでは、企業の診断への要望や企業の考える長所・短所等を同時に聴取すること

も忘れない。 
・聞き取った企業情報を確認できる資料があれば、企業側に大きな負担を掛けない範囲で収

集しておく。 
・そのほか、企業案内や取扱商品のカタログ等があれば収集する。 
・収集した情報は研修目的以外に使用しないことを確認する。 
・企業から収集したデータに対する評価やコメントを求められても、事前調査の段階では原

則として回答は控える。 
上記 2)の確認事項： 
・企業側の連絡担当者名及び連絡方法 
・企業が後日送付してくれる資料等があれば、資料名や送付予定日と送付手段 
・受講生の企業訪問予定日時と滞在時間 
・企業側が提供してくれる作業場所と備品 
・必要に応じて会計士の立会や財務会計資料の追加提供を求めることがあること 

上記 3)の留意点： 
具体的な記入項目は「企業概要調査表」に示す通りであるが、留意しておくべき主な事項は以

下の通りである。 
・調査票作成段階で疑問に思ったことや矛盾を感じたことは、受講生に企業訪問時の質問課

題として与える。 
・予想される優位点や問題点に付いては、経営者の企業診断への要望や企業が考える長所・

短所とその他のヒアリンク結果をも踏まえ、主要ポイントとして記入する。 
・所見等には、受講生が診断方針を検討する際の参考になる情報や視点を記入する。 
・但し、受講生には、企業訪問で独自の視点からの問題発見やより説得的な改善提言を行う

ことが求められており、インストラクターの所見に決して拘泥されないよう注意を促す。

 

13 受講生グループの編成 

診断企業数に合わせて受講生のグループ編成を行う。 

 

上記のグループ分けに係る主な留意点は以下の通りである。 

・診断実習では、専門分野も経歴も違う受講生同士が意見を交換しあうことで相互啓発が
促進されることも期待されていることに十分な配慮を払う。 

・グループ編成は、筆記試験後、遅くとも座学の終了までには行い、グループ内で受講生
相互の親睦と結束力が醸成される時間的余裕を与える。 

・受講生の学歴・職業歴、専門分野、試験の結果、年齢、性別、所属機関などの適切なバ
ランスが 2グループ間で取れるグループ編成とする。 

・座学での学習姿勢等の評価結果次第では、グループ構成メンバーの若干名の見直しもあ
る旨、予め受講生に伝えておく。 
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２．月曜日 オリエンテーション及び企業予備診断（教室） 

 

21 オリエンテーション（1時間） 

インストラクターは、診断実習の初日に、受講生の互選によるグループリーダー等の決定

および企業実習のためのオリエンテーションを行う。 

 

1) 受講生を予め決めた 2グループに分け、グループ内で改めて受講生同士の自己紹介を

行わせる。 

2) 各グループには、それぞれメンバーの互選により、グループリーダー（以下、リーダ

ー）とグループ副リーダー（以下、副リーダー）を決定させる。 

3) グループメンバー（以下、メンバーと記す）の互選で、企業診断の主要 5部門（経営、

人材資源、生産（又は店舗・商品調達）、市場・販売、財務・会計）の担当（主担当

及び副担当）を決めさせる。 

4) 研修受講誓約書に記載された守秘義務遵守を確認し受講生全員に署名させる。 

5) 実習の目的、日程、集合場所の説明をする。 

 

上記に係る補足説明や留意点は以下の通りである。 

上記 2)に係るリーダーの主な役割（5例）： 
①インストラクターとメンバーとの連絡調整（インストラクターが指示したことのメンバ
ーへの徹底等） 

②グループ間及びメンバー間の意見調整、 
③診断企業との連絡調整 
④メンバーの診断活動や担当部門に係る所見の作成、企業診断報告書準備の進捗管理 
⑤企業診断報告書の論理の一貫性、分かり易さ、図表の取捨選択等の討議のリード 
注１）④での進捗管理とは、各部門の調査とメンバー各自の所見の作成、弱点部門に対する改善案の策

定や企業診断報告書の担当分作成の準備状況の全体的把握と遅延対策・管理である。 

注２）⑤に関し、企業に渡す企業診断報告書とその一部となる提案内容に関しては、リーダーが各部門

担当と調整するものの、インストラクターの指導を踏まえ、メンバー全員で最終決定させる。 
上記 3)の主な留意点： 
・受講生の能力評価と言う実習目的に加え、診断企業が満足する企業診断報告書内容とす
ることも重要である旨を受講生に徹底しつつ、メンバー間で担当を互選させる。 

・グループ内で当該部門を最も得意とする受講生を、原則、各部門の主担当に、得意でな
いが意欲ある受講生を副担当に互選してバランスをとらせる。 

・一人が複数の部門の主担当になることは禁じる。 
・同じ部門に担当希望が集中した場合は、原則リーダーに調整させる。 
・リーダーや副リーダーは主担当部門を持たない場合も想定する、少なくとも本診断実習
で、グループとして重要と考える部門の副担当には必ず就任させる。 

・メンバーの互選で担当が容易に決まらないときは、インストラクターが指名する。 
・担当部門に係る診断の所見、弱点部門診断後に作成する企業診断報告書の一部となる部
分の記述責任者は、いずれも主担当とする旨を受講生に徹底する。 

上記 5)に係る留意点（態度、服装、携行品）： 
・一般的な留意事項は以下の通りであるが、インストラクターは診断企業の業態や現場の
状況等に応じて適切な指導をグループの受講生に行う。 
①受講生の態度 
・守秘義務の遵守（企業訪問で得た情報は研修目的以外に利用しない）  
・現場での挨拶状況 
・実習のために企業の現場業務を中断または停滞させることへの配慮（中断頻度や時間）
②受講生の服装（製造業の場合） 
・滑らない安全な靴 
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・機械等に端を巻き込まれたりしない服装 
・ノーネクタイ 
③受講生の携行品 
・パソコン(一グループで最低２台)、電卓 
（調査で得たデータやコメントの現場での記録・計算、その他資料の作成用） 

・筆記用具、画板（現場で立ったままで筆記する場合） 
・巻尺、ストップウオッチ（IE による計測用） 
・デジカメ、レコーダー（但し、撮影や録音する場合は企業側の事前承諾を必ず得る） 

 

22 診断方法の説明（2時間） 

インストラクターは以下を受講生に説明して、診断実習の効率的で効果的な遂行を図る。 

 

1)  診断報告書の統一様式の提示と使い方の説明 

2)  企業診断で統一的に使用する 2ツールの説明 

3)  5 部門の質問項目、質問の仕方、評価方法などの確認 

 

上記に係る補足説明は以下の通りである。 

上記 2)の 2 ツール： 
・弱点部門の発見ツールとしてのレーダーチャート（5部門 50 項目の質問から成る。以下、

単にレーダーチャートと記す）の説明と利用方法 
・SWOT 分析とその分析に当たっての留意点（強み・弱みと判断する前提条件等） 

 

23 「企業概要調査表」の説明と企業予備診断（4時間） 

インストラクターは、事前に入手した企業情報をグループに配布して、メンバーが行う企

業予備診断（既存書類に基づく診断）と本格診断の方針の策定を指導する。 

 

1)  2 社の企業情報を、2つの受講生グループに 1社ずつ配付し、担当グループのインスト

ラクター（以下では、断りがない限り、インストラクターとは担当グループのインス

トラクターを指す）が簡潔に企業の特色等を説明する。 

2)  上記説明をした後、グループには、インストラクターから得た情報を中心に診断企業

の特性や問題点をグループ討議と分析をさせる。 

3)  メンバー全員で、別紙「企業診断レーダーチャート作成評価項目」をレビューさせる。 

4)  メンバー全員で、SWOT 分析の準備をさせる。 

5)  メンバー全員にその他の指導をする。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 1)の企業情報・資料例： 
・「企業概要調査表」に記載した企業概要 
・パンフレットや財務諸表等、事前に入手資料 
上記 2)の主な活動例： 
・インストラクターから提供された資料・情報の整理（含む比較貸借対照表の作成） 
・その資料・情報を中心にしての課題・問題点のグループ討議 
・診断での課題（仮説）の設定 
上記 3)の準備例： 
・診断課題（仮説）の設定に基づく部門（5部門）別の質問事項の確認と大まかな質問方法
の確認 

・作成した質問事項とレーダーチャートとの整合性（漏れや重複）の確認 
・具体的な質問方法や質問時間割 
上記 4)の分析準備例： 
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・診断課題（仮説）の設定に基づく SWOT 分析のための大まかな質問事項の確認 
・レーダーチャートでの質問事項と SWOT 分析のための質問との整合性・関連性（漏れや重
複）の確認 

上記 5)のその他の指導： 
・自身が担当する部門の質問事項だけでなく、他部門の質問項目にも一通り目を通す。（質

問の漏れや重複、矛盾する質問等の回避目的） 
・質問は主として各部門の主担当者が行い、質問者の順番も事前に調整する。 
・本格診断のスケジュール及び企業に提供を依頼する情報等を予め確認する。 
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３．火曜日 第 1回本格診断（現場） 
 

31 第１回本格診断の目的 

主な目的は、5部門の企業診断レーダーチャートの作成と SWOT 分析に必要な情報収集のた

めの聞き取りや現場調査である。具体的には、 

①月曜日に配布した「企業診断レーダーチャート作成評価項目」及びメンバーがグループ

討議で確認した質問事項をベースとして情報収集活動を受講生に行わせること 

②その結果を 2弱点部門の確定に繋げさせること 

である。 

 

32 経営幹部への聞き取り調査（3時間） 

企業訪問時の基本的な流れは以下の通りであり、インストラクターは、リーダーを中心と

するメンバーに活動を任せ、適宜必要な指導を行う。 

 

1)  インストラクターは、企業側に受講生受入への謝辞を述べる。 

2)  リーダーに、企業へのメンバー紹介と診断実習の日程や実施方法の説明をさせる。 

3)  リーダーに、追加情報やメンバーの企業内での行動に係る具体的な依頼や要望を企業

側に伝えさせ、確認する。 

4)  部門別各主担当に、月曜日に決めた手順と用意した質問事項に基づき企業側にヒアリ

ングさせる。   

5)  部門別主担当が質問している間も、調査が順調に進むようリーダーに配慮させる。 

6)  部門別の質問が一通り終わった時点で、リーダーに経営診断ニーズに関して企業側と

質疑や事前確認をさせる。 

7)  企業側の経営診断ニーズに付いて、リーダーに診断実習でどこまで対応が可能かを企

業側に説明させ、インストラクターが適宜補足する。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 3)の留意点： 

・特に企業内の現場訪問や現場責任者・従業員への質問、撮影・計測・録音の可否に付いて

は、明確な事前承諾を得させる。 

上記 4)の質問時間の目安： 

・各部門 30 分（目安）×5部門＋30分（補足質問）＝3時間 

上記 5)の配慮例： 

・話題が方々に飛び、脈絡が希薄で単発的な質問の繰り返しにならないようにさせる。 

・従って、質問時には、４H1W を駆使して、具体的で有益な情報の収集に専念させる。 

・他部門の担当者が質問したことは、発展的で再度質問する価値の高い事項でない限り重複

しては質問させない。 

上記 6)の指導ポイント： 

・診断実習とは言え、受講生には、中小企業コンサルタントとして診断対象企業の期待に応

える成果（分析結果・提言）を上げ顧客満足を得ることが期待されている。 

・その為に、経営者が診断・助言として何を求め、何を期待しているかなどのニーズを「企

業概要調査表」の内容に拘泥されることなく自由に聞き出すことが必要である。 

上記 7)の留意点： 

・企業側の診断ニーズの妥当性を客観性や時限性の視点から判断し、必要に応じて企業側に

その是正も提案するなど受講生グループと企業側の考えとの一致を図らせる。 

・同時に、診断実習ではニーズへの対応に限界があることも企業側に理解させる。 
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33 部門別情報の収集（2.5 時間） 

インストラクターは収集活動が円滑に進むよう配慮し、リーダーとの連絡も密にしつつ、

情報収集をさせる。 

 

1)  メンバーに、担当部門毎に分かれて、企業の各組織・現場を訪問し担当者等からの聞

き取り、資料収集、現場観察・測定などを行なわせる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

・リーダーには、各部門現場への訪問や質問に係る事前了解を経営幹部から得させておき、

メンバー各自には現場の業務の支障にならないように細心の注意を払わせる。 

・メンバーには、弱点部門や懸念項目が見つかれば担当部門に限らず、出来る限り生の具体

的な情報やデータを収集させる。 

 

34 予備評価・分析と採点（1.5 時間） 

インストラクターは、以下を中心にメンバーを指導する。 

 

1)  それぞれの担当部門のみならず、5部門 50項目のすべてに付いて各自の判断での 5段

階評価（予備評価）を、メンバー全員に行わせる。 

2)  評価は「企業診断レーダーチャート作成評価項目」上で行い、当該評価とするうえで、

特に注目した事項があれば“その他、評価で配慮した項目：   ”欄にメモ書きし

ておくよう受講生を指導し、水曜日のグループ検討会に備えさせる。 

3)  メンバー各自が評価するうえで、更に質問しておく項目や確認すべき事項はないか、

グループ全員で検討させる。 

4)  レーダーチャートの作成や SWOT 分析に当たっては、メンバー各自が評価・分析の視点

の前提とする条件と環境を明確にするよう、指導する。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 1)の留意点： 

・漏れや矛盾する点が無いかを確認しつつ迅速に一次評価をすることが目的であり、メンバ

ーには、一次評価前の収集作業中であっても情報交換を頻繁に行わせ、必要な補足情報の

収集に心掛けさせる。 

上記 3)の留意点： 

・自身が聞いていなくても、他のグループメンバーが聞いて一応納得いく回答を得ておれば、

時間の節約と企業側への過剰な負担回避の立場から、質問済みとするよう指導する。 

・同様に、各自が SWOT 分析（予備分析）を行う上で更に質問しておく項目や確認すべき事

項はないか、改めてグループ全員で検討させる。 

上記 4)の補足説明： 

・評価の視点とは、例えば、診断企業のあるべき姿をどのようにイメージするかであり、前

提条件とは、将来起こりうる環境変化等をどの程度織り込んでおくかと言ったことである

 

35 その他 

インストラクターは、下記の点にも気を配って指導する。 

 

1)  リーダーには、企業から退出する前に、協力してくれたことの謝意を企業に表し、も

し調査の過程で気の付いたことがあれば簡単にコメントさせる。 

2)  リーダーに、次回訪問時の日程を説明させ、企業に次回までに準備してほしいデータ

等の依頼をさせる。 



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 12 

3)  もし、第 2回訪問時（木曜日）に企業の取引先訪問や従業員アンケート等を実施する

のであれば、リーダーにその必要性や実施方法を企業側に説明させ、必ず了解を取り

付け、必要な手配を依頼させる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 1)の留意点： 

・メンバー全員の意見集約が出来ているわけでもなく、経営内容の評価等に付いて断定的な

発言はさせない。 

上記 2)及び 3)の留意点： 

・次回の調査内容に付いて、メンバー全員での検討や意見集約が出来ているわけではなく、

確定的な依頼は水曜日の弱点部門特定後になる旨も、リーダーに言い添えさせる。 
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４．水曜日 弱点部門の特定（教室） 
 

41 第 1 回本格診断結果の分析―レーダーチャートの完成（2.5 時間） 

インストラクターは、メンバーが火曜日に収集した情報とそれに基づき各自が作成したレ

ーダーチャートを持ち寄ってリーダーを中心に全員で討議させ、グループとして１つのレ

ーダーチャートを完成させる。主な指導は以下の通りである。 

 

1)  リーダー（又はグループとしてのレーダーチャート作成担当を引き受けたメンバー）

に、メンバー各自が作成したレーダーチャートを集めさせえ評価点を集計させる。 

2)  リーダーに、項目毎の各自の評価が一覧できるマトリックスを作成させメンバー全員

に配布させる。 

3)  リーダーを中心にグループ討議を行なわせ、50 項目全体を通覧し、評価に最低と最高

とで大きな格差や特異なバラツキがある項目に付いてはメンバー全員に発言を求め、

グループとしての評価の収斂を図らせる。 

4)  リーダーに討議の過程で再確認が必要になった項目や事実・疑問点を整理させる。 

5)  拠って立つ評価上の視点や条件の違い等も、リーダーに整理させる。 

6)  リーダーに各自修正後の部門別採点を平均し 5角形のレーダーチャートを完成させる。 

7)  グループに、特徴的な項目（企業の強み、弱み等）、評価の分かれた項目、企業にと

って重要項目に付いて、今後とるべき対策、その緊急性や容易性を話し合わせる。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 3)の補足説明： 

・グループでの検討の結果、自分の採点を修正したいメンバーは修正してもよい。 

上記 7)の留意点： 

・メンバーが、ややもすればレーダーチャートの平均点だけに関心を寄せがちになることに

注意する。 

 

42 SWOT 分析（2時間） 

インストラクターの指導はレーダーチャート作成と類似しており大まかには以下の通りで

ある。 

 

1)  リーダー（又はグループとしての SWOT 分析担当を引き受けたメンバー）に、メンバー

各自が作成した SWOT 分析表を集めて、一覧表にさせる。 

2)  リーダーを中心に SWOT 分析表に挙がった個々の事項に付いてメンバー全員で検討させ

る。 

3)  メンバーから異論が出た事項に付いては、何故そう考えるか、何故その欄に分類した

のかを提案したメンバーに説明を求め、全員でその可否を議論させる。 

4)  リーダーには、討議の過程で再確認が必要になった事実や疑問点を整理させる。 

5)  拠って立つ分類上の視点・条件の違い等も整理させ、その妥当性に付いてグループと

してのコンセンサスを取らせる。 

6)  SWOT 分析上の特徴的な項目、分類や評価の分かれた項目、企業に留意してほしい重要

項目に付いて、今後とるべき対策とその緊急性や実行の容易性についてメンバー全員

で議論させる。 

 

43 弱点 2部門の特定と詳細診断計画の策定（1.5 時間） 

インストラクターは、リーダーを中心に以下の要領で詳細診断の計画・準備をさせる。 
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1)  レーダーチャートの評価と SWOT 分析結果から、弱点 2部門（企業経営上、改善すべき

優先度の高い重大な問題を抱える部門）をメンバー全員で特定（仮説）させる。 

2)  特定した弱点 2部門を中心とした詳細調査のため、リーダーにメンバーを 2グループ

に再編させ、2グループそれぞれの責任者（以下、責任者）をグループ内で互選させる。 

3)  再編後の 2グループには、責任者を中心にそれぞれ弱点部門の特徴に合わせて詳細診

断（木曜日の第 2回企業訪問時）の重点項目、診断調査計画を作成させる。 

4)  リーダーに、2グループの調査計画をまとめさせ、その妥当性を 2グループのメンバー

全員で討議したのち、第 2回企業訪問時に企業側に依頼する事項として整理させる。 

5)  リーダーに、詳細診断が整然と出来る様に 2グループ間の意見調整をさせる。 

6)  リーダーに、上記 5)までの要点を“第 1回企業訪問での診断の暫定結果と詳細診断計

画”として簡潔な文章にまとめさせ、木曜日の企業訪問時に企業側に説明して、第 2

回本格診断（詳細診断）の実施の承諾と協力が速やかに得られるよう準備をさせる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 1)の留意点： 

・弱点部門の特定に当たっては、メンバー全員で重大な問題を引き起こしている主要な原因

に付いての仮説を設定し、他の部門との関連性や問題の広がりについても検討させる。 

・手持ちデータ内での弱点部門（仮説）の設定であり、仮説の検証に向けて第 2回企業訪問

で調査や質問すべき事項を特定し、その優先順位も予め決めさせる。 

・単に理論的な視点から弱点部門とすることは避け、企業者の関心の高い部門での問題か、

容易に改善策の検討に入れる問題か等も大局的に考慮しつつ、弱点部門を特定させる。 

上記 2)の留意点： 

・グループの再編時、インストラクターは、メンバーがどちらの弱点部門グループに所属す

るかは、各自の希望を尊重するものの、2グループ間で人材のバランスが取れるよう指導

する。 

上記 3)の主な留意点： 

・再編後の 2グループに、第 2回企業訪問で、弱点部門の重点調査項目に付いての追加的な

現場データや情報が効果的・確実に入手できるように調査手法や日程を工夫させる。 

・再編後 2グループに、企業の取引先訪問や顧客満足度調査、従業員アンケート等、企業内

外の環境の実地調査が物理的・技術的に可能か否かも一通り検討させる。 

・取引先訪問や顧客満足度調査等を計画する場合は、第 1回目の企業訪問時に概略（又はそ

の可能性）だけでも企業側と打ち合わせておくことが必須であり、企業への礼儀である。

 

補足説明：上記 3)の留意点で言及した内部環境や外部環境の詳細調査の準備に付いて 

①企業は市場をはじめ常に外部と関係を持って活動しており、経営を取り巻く内部環境、外

部環境の両面から実地調査を行うことは非常に有意義である。しかし、関係者との事前の

打ち合わせや承諾が必要となるなど、診断実習での実施には大きな制約がある。 

②詳細診断での内部環境、外部環境に係る調査項目例には以下がある。 

【内部環境の詳細調査方法の例】 

経営者へのヒアリング、経営戦略・意思決定プロセス調査、社長・従業員意識調査、工場

現場見学、管理状況調査（工程管理と作業管理、品質管理、資材購買管理、販売管理、業

務管理、財務会計管理）、対策実施状況調査（価格設定と経費削減方法、物流、継続的改

善、新製品開発）等 

【外部環境の詳細調査方法の例】 

経営者へのヒアリング(経営環境認識、経営現状認識、今後の方向等)、商圏・立地・競合

他社調査、取引先（仕入・販売）や業界団体へのヒアリング、取引先・顧客満足度調査等

③もし受講生グループが内部環境や外部環境の調査を希望する場合、またそれに必要なアン

ケート調査用紙や質問票等を作成する場合は、特に下記に留意して検討させる。 
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・診断実習上、それを実施することで得られる大きな成果と起きうる負の効果の可能性 

・主要取引先の訪問や従業員との面談等の実施に付いては、企業側の了解が得られるかどう

か。 

・主要取引先の訪問、従業員との面談、来店客へのアンケート等の実施では、訪問場所や時

間、調査のやり方や質問内容などに付いて実行可能な計画が容易に立案できるかどうか。

・訪問先や従業員等へは、診断企業を通じて必要事項を事前に連絡してもらえるかどうか。

 

44 弱点部門及びその他部門に関する所見や改善案作成にむけた準備(1時間) 

1)  再編後の 2グループに、弱点部門の問題点のみならずの優位点等も整理して部門別所

見の記載方針や改善提言に向けた仮説を立てさせる。 

 

45 診断企業への第 2回本格診断に係る事前依頼事項の連絡 

 

1)  第 2 回本格診断（詳細診断）に関し、事前に企業側に準備しておいてほしい手配や書

類等があれば、リーダーから企業に依頼させる。 

 

上記に係る補足説明は以下の通りである。 

上記 1)の補足説明： 

・具体的には、上記 33で依頼したことの確認が中心となる。 

・更に、詳細診断計画の立案中に明らかになった準備事項があれば加えるが、木曜日当日で

間に合うものは当日に依頼し、企業の過剰な負担を掛けない。 
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５．木曜日 第 2回本格診断／弱点部門の詳細診断（現場） 

 
51 詳細診断方針に係る企業側との合意（0.5 時間） 

詳細診断の方針に付いて企業側から明確な了解を得た上で、スムーズに診断実習に入るこ

とが重要であり、インストラクターは以下を参考に必要な指導をする。 

 

1)  リーダーに、“総合診断の暫定結果と詳細診断の方針”をベースに、第 1回目の本格

診断に基づく暫定結果（又はコメント）を企業側に簡略に説明させる。 

2)  リーダーに、詳細診断部門として弱点部門又は重要な課題部門を選定した理由を説明

し、企業側の合意を得させる。 

3)  再編後の 2グループの責任者に、詳細診断計画（詳細調査手法を含む）を企業側に説

明させ、協力と依頼事項を確認させる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 1)の留意点 

・但し、この時点ではまだ改善提案はしない。 

上記 3)の留意点： 

・もし、企業側から詳細診断部門の選定や診断の内容、診断の方法等に付いて変更や追加要

望が出た場合、診断実習の目的から大きく外れていない限り、原則、企業側の要望に沿う。

・明らかに実習目的にそぐわない要望である場合、インストラクターが責任を持って企業側

に診断実習の趣旨を再度説明し、実習として可能な範囲での診断とする旨の了解を得る。

 

52 弱点 2部門の問題とその原因の特定のための詳細情報の収集（5.5 時間） 

インストラクターの主な指導は以下の通りである。 

 

1)  再編後の 2グループには、水曜日に立案した詳細診断計画に沿い、お互いに連携しつ

つ、担当部門の調査を行わせる。 

2)  2 人の責任者には、情報収集作業の 5.5 時間中に少なくとも 3回は情報交換をさせ、新

たに入手した事実やデータ等を共有して、メンバーの効率的な診断調査を助ける。 

3)  リーダーには、再編後の 2グループの詳細診断の進行状況を随時チェックさせ、時間

内に情報収集活動が終わるよう調整させる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 1)の留意点： 

・但し、再確認のために同じような質問を複数の担当者や部門に行うことは起こりうる。 

・診断企業の取引先や顧客を訪問した場合は、診断企業の内情に付いての発言は慎み、調査

に必要な情報のみ効率的に得させる。 

・従業員との面談で得た情報は、原則、経営者に直接的に伝えない方が望ましく、予め、経

営者のその旨の確認を取らせる。 

上記 2)の留意点： 

・企業内外の現場でデータや情報を収集するが、再編後の 2グループに情報やデータの共同

活用にも心懸け、重複した活動を回避させる。 

 

53 弱点部門の暫定的な評価及び提言の大まかな方向性の提示（1時間） 

経営者が望んでいる場合、又はリーダーかインストラクターが必要と判断した場合は、イ

ンストラクターは以下の指導を行う。 
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1)  弱点部門に関連して、再編後のグループメンバー全員に、それぞれが担当し収集した

データや情報から得た暫定的な印象等を簡潔なコメントにまとめさせる。 

2)  企業側の理解が得やすいように、責任者が中心になって、収集したデータや情報を簡

単な図や表などにまとめて「見える化」を図らせる。 

3)  リーダーには、再編後の 2グループのコメントを総合し、企業診断結果から現時点で

言える提言の方向性に付いて、ごく暫定的と断ったうえで、企業側に説明させる。 

4)  リーダーには、企業診断報告書に盛り込む内容に付いて、企業側との大まかな合意を

得させる。 

 

上記に係る補足説明は以下の通りである。 

上記 3)の補足説明： 

・再編後の 2グループの事実認識に企業側が納得しない場合は、当日中に更に調査するか、

又は、金曜日の詳細な検討結果を見て、認識の違いとして企業診断報告書に明示するか又

は言及しないか等の対応を、リーダーに企業側と協議させる。 

・もし必要があれば、インストラクターが両者の妥協点を探る。 
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６．金曜日 詳細診断結果のまとめと企業診断報告書の作成（教室） 
 

61 詳細診断結果の分析（1.5 時間） 

インストラクターは、再編後の 2グループがメンバー全員の分析結果をベースに、弱点部

門に関する重大な問題の特定とその原因分析を行い、他の部門との関連性にも配慮しなが

らグループとして速やかに意見集約をできるよう指導する。 

 

1)  再編後のグループメンバー全員が情報を共有するよう、各自の詳細診断の分析結果と

コメントを責任者に配布させる。 

2)  責任者を中心に、メンバー全員で各自の結果を吟味・集約して、より具体的で分かり

易く説得的な分析結果（問題点の特定と真の原因の発見）にまとめさせる。 

3)  リーダーを中心に、詳細診断時に得た情報も加えてグループとしてのレーダーチャー

ト及び SWOT 分析表を完成させる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 2)の留意点： 

・詳細診断で取集したデータや情報の分析、問題点の特定と真の原因の発見に当たっては、

可能な限り、座学で学習した QC7 つ道具、新 QC七つ道具、5S など分析手法を活用させる。

・分析結果のまとめの過程でも、メンバーが企業にとってどのような有益な提案ができるか

の視点を忘れないよう指導する。 

上記 3)の留意点： 

・レーダーチャート及び SWOT 分析表は、水曜日に完成させることが前提である。 

・従って、ここで言う完成とは、水曜日の議論で疑問点や矛盾点が明白になっていた場合、

木曜日の詳細診断時に解明し、その結果を踏まえての手直しである。 

 

62 改善案の策定（2.5 時間） 

インストラクターは、再編後のグループが責任者を中心にグループ討議を徹底、明確な方

針の下で改善案を策定するよう以下の指導を行う。 

 

1)  分析結果から分かった経営者が看過してはならない重大な問題と根源的な原因、それ

が及ぼす影響の深刻度や範囲を明確にさせる。 

2)  その原因の除去・減殺や改善、望ましい方向への質的転換等の方法を複数挙げ、それ

ぞれの長所短所を検討させる。 

3)  診断企業の現状（経営管理能力、生産・販売能力、技術力、財務力等）と照らして、

実行可能と考える改善案を、１問題に付いて少なくとも 2案は挙げさせる。 

4)  挙がった改善案を今一度、責任者を中心にメンバー全員で討議させ確定する。 

5)  改善案に付いて具体的なアクションプランも提案させる。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 1)及び 2)の留意点 

・グループメンバーが議論を重ねる場合、もてる知見を全て出し合い、チェックリスト類や

参考文献等をフル活用して妥当性を追求し、独断的な改善提案に陥らないよう指導する。

上記 3)の留意点： 

・改善案では、現状以外に新たな工夫やアイデア、将来的な要素を包含しなければならない。

従って、“○○が悪いから良くしよう”と言った単に問題点を裏返ししたような提案では

説得性が無い旨、グループを指導する。 

上記 4)の補足説明： 
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・改善提案では、問題解決の緊急性・重要性の視点も欠かせないが、企業側の関心が高く企

業が容易に実行に移せるものであることの視点も欠かせないことを認識させる。 

・従って、重要で緊急性の高い課題の改善提案にするか、容易に改善でき社内の士気が高揚

する課題の改善提案か、等をマトリックスにして検討させることも重要である。 

・グループが重要な課題、緊急性の高い問題と認識するものの、経営者が全く関心を示さな

い等の事情から具体的な改善提案しないと決めた場合も、その方向性だけは示させる。 

上記 5)の補足説明・留意点： 

・調査の過程で評価した企業が保有する経営資源の活用、外部資源の調達の具体的な方法を

示し、活用や調達する時期や数量等も提案させる。 

・経営者や部門の専門家が企業の改善活動振りをフォローし易いように、目標とする指標や

明確な評価方法も同時に提案しておく。 

・アクションプランの策定に当たり、改善提案を従業員に知られたくないとか、提案は取り

敢えず経営層のみで取り組みたいとする経営者もいることにも注意を払わせる。 

 

63 企業診断報告書及び担当部門別所見の作成(2.5 時間) 

インストラクターはメンバー各自の実習実績の記録であり企業診断報告書の一部ともなる

所見をメンバー全員に効率よくまとめさせる。 

 

1)  再編後の 2グループを解消し、リーダーには、別紙「企業診断報告書の内容」を参照

しつつ、各メンバーに企業診断報告書の執筆担当部分を割り当てさせる。 

2)  メンバー全員に当初の担当部門を中心に、詳細診断結果も含めた所見をまとめさせる。 

 

上記に係る補足説明は以下の通りである。 

上記 2)の留意点・補足説明： 

・メンバーの作成する所見は企業診断報告書に組み込まれる部分も多くあり、所見作成に当

たっては、企業診断報告書に組み込むもの、組み込まないものを分別して作成させる。 

・企業診断報告書として統一フォームを使用し、下記の 2つは必ず企業診断報告書に織り込

ませる。 

①SWOT 分析、レーダーチャート（弱点分析）をベースとした部門別診断結果 

②弱点部門の問題点と原因、それに対する改善提案とアクションプラン 

 

64 企業診断報告書の完成（2.5 時間） 

インストラクターは、リーダーを中心に企業診断報告書を速やかにまとめるよう指導する。 

 

1)  リーダーに、再編後の 2グループが行った詳細診断の分析結果（問題点の特定と真の

原因の発見）及び策定した改善案、更にメンバー各自が作成した所見のうち報告書に

取り込むべき部分を選択し、全体的なまとめをさせる。 

2)  リーダーがまとめた企業診断報告書を、リーダーを中心にメンバー全員で通覧しグル

ープ討議をさせる。 

3)  リーダー及び各部門担当には、グループ討議で出されたコメントに基づき、改善提案

及びアクションプランをも含め、企業診断報告書の手直しをさせる。 

 

上記に係る留意点は以下の通りである。 

上記 1)の留意点： 

・企業診断報告書は別紙「企業診断報告書の内容」を網羅している限りパワーポイントを用

いたプレゼンテーションの形式でも良しとする。 

上記 2)の留意点： 

・企業の立場から見て、報告書に盛り込まれる複数の改善提案の間で整合性が取れており、
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内容的にも妥当かを議論させる。 

・複数の改善策は、どのような順序で実行するのが望ましいか、企業が容易に実施できる時

間的、経営資源的な配慮がなされた提案となっているかを議論させる。 

・新旧 QC7 つ道具や BSC を活用するなど、問題点と原因及び改善案の全社的な意義と企業組

織各部門での活動との関連性に「見える化」の工夫がなされているかを検討させる。 

上記 3)の留意点： 

・弱点部門の分析結果と提案した改善の方向性や改善策の企業経営全体に於ける位置づけを

改めて明確にさせる。 

・2弱点部門への改善提案相互及び他の問題点との関連性を改めて論理的に整理させる。 

上記 1)～3)全体に係る指導上の留意点： 

・経営者が診断結果を容易に理解することも重要であり、企業診断報告書では経営者の視点

から、問題点と原因を的確に分かり易く指摘し、改善の方向も具体的に示させる。 

・総花的な問題指摘を避け、重要性や緊急性等の視点から複数の問題をマトリックスにして

示すなど、企業が理解しやすい工夫をさせる。 

・企業は必ずしも改善活動のプロではなく、日常の本業を抱え、限られた人数で多岐にわた

る課題・問題に対処していることへの謙虚な配慮をさせる。 

・企業診断報告書表紙には、グループ全員の名前を明記する。 

 

65 企業診断報告会の準備（1.5 時間） 

インストラクターは上記 64 の作業が終わったことを確認した後、企業診断報告会の準備を

させる。 

 

1)  リーダーを含め全ての受講生に、各自担当した部分に関する所見発表の準備をさせる。 

2)  所見に加え、受講生全員に、自らのコメントとして以下の 3種類を用意させる。 

①グループとしての企業診断全体に対するコメント（独自の改善提案とその理由を追加） 

②担当部門に対するコメント（独自の視点からの分析結果、改善提案とその理由を追加） 

③担当項目に対するコメント（当該項目が経営全体に及ぼす影響に関する独自の視点と

その理由を追加） 

3)  リーダーには、企業診断報告書の包括的な結果発表の準備をさせるとともに、上記２．

同様、3種類のコメントを準備させる。 

4)  ４．リーダーに、正式に診断企業を報告会へ招待させる。 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 2)及び 3)の補足説明と留意点： 

・コメントの形式や長短は問わないが、各自のコメントの独自性と着眼点、論理性、診断企

業への説得性等に留意させる。 

・コメントは上記 62 で作成した所見に追加することも可能であるが、所見は、原則、各自

の担当部分に関するものであり、コメントは担当部分以外に付いても受講生の意見等の記

述を求めるものである。 

・受講生が必要と考え、時間的余裕があれば、分かり易い表やグラフを新たに追加すること

も可とする。 

上記 4)の留意点： 

・診断企業には、自社に関する報告の時間帯だけの報告会参加である旨を、リーダーから告

げさせ報告会会場と時間帯を連絡させる。 
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７．土曜日 企業診断報告会の開催（教室） 
 

71 企業診断報告会（3.5 時間） 

インストラクターは受講生全員に診断結果を発表させ、各自の能力を評価・採点する。 

 

1)  受講生全員が集合してところで、上記 65で準備した所見とコメントを各自に発表させ

る。 

2)  1 グループの全員の発表が終わった時点で、質疑応答を行う。 

3)  リーダーに、出席企業へアンケートへの協力を依頼させる。 

4)  第１グループ全員の発表が終わったことを確認して、次のグループの発表をさせる。 

5)  受講生全員へのアンケートの実施 

 

上記に係る補足説明や留意点等は以下の通りである。 

上記 1)の補足説明と留意点： 

・受講生全員に、一人一人発表させる。 

・予め決めた順番に沿って、１グループのメンバー全員に続けて発表させる。 

・発表時間は一人当たり 10 分を目途とするが、リーダーの発表等では若干の超過を認める。

・発表内容が他のメンバーと幾分重なることはやむを得ないが、独自性や着眼点、論理性、

説得性に重点を置いた発表であるべきことを受講生に周知徹底する。 

上記 2)の留意点： 

・質疑応答では、発表に係る批判は極力避け、発表内容に係る疑問点の明確化や企業の経営

改善にプラスとなる意図を持った質疑になるよう指導する。 

・診断企業にも発言機会を与え、特に以下の点に付いてコメントを求める（約 15 分）。 

①報告を聞いた全体的な感想 

②今後の経営に参考になった点、もう少し深く検討してほしかった点、 

③速やかに実施を検討したい改善活動等 

④診断実習の向上に向けての助言 

上記 3)の補足説明： 

・アンケートの内容は、上記 2)の留意点で参加した診断企業に促した発言骨子と重複する

が、主なポイントは以下の通りである。（アンケートフォームは別紙参照） 

①企業診断は、企業の診断ニーズや期待に応えたものであったか。 

②総括的な発表と各部門担当者の所見内容とに一貫性や説得性はあったか。 

③提案された改善案のうち、何に納得し、改善案を実施してみようと思ったか。 

④企業訪問時のインストラクターの指導や受講生の実習ぶりはどのように映ったか。 

⑤今後、診断実習を行う場合、どの様な点に注意すべきと考えるか。 

上記 5)の補足説明： 

・受講生へのアンケート実施は、診断実習最終週の企業診断報告会（診断実習が 2週間に亘

る場合は、第 2週目の企業診断会報告会）終了後とする。 

・アンケートの主なポイントは以下の通りである。（アンケートフォームは別紙参照） 

 ①診断実習に付いての全体的な印象 

 ②実習を通じて新しく習得した知識やノウハウ、不足を自覚した知識やノウハウ 

 ③中小企業専門コンサルタント（Generalist）として自己能力の真摯な評価レベル 

 ④能力評価としての診断実習における改善点、さらに充実すべき点等 
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４．評価基準 
 
企業診断実技試験最終日の企業診断報告会終了後、インストラクターは各受講生の評価

を行う。 
 
企業予備診断から企業診断報告会までの全てのステップにおける各受講生のパフォー

マンスと診断・分析・発表の結果に基づき、次の各能力について 5 段階で評価する。評

価はインストラクターの合意によることを原則とするが、合意に至らない場合はインス

トラクター間の平均点を採用する。 
 
各評価項目の評点を表のウエイトを使い合計した点数を各受講生の企業診断実技試験

の最終評点とする。 
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添付資料-1 企業概要調査表フォーマット 
 

企業概要調査票 
調査担当者名     調査日 2011.  .  ( ) 

企業名  創業年 年 月 

代表者名  E-mail  

住所  Tel  

Fax - 

担当者名 

（実習窓口）

 

資本金           万 TL 売上高(年

間) 

万 TL（  年度）

主要取引先  URL:  

生産・販売品目  

従業員数      名 企業規模区分：  大  中  小  零細 

立地条件 原料立地 市場立地 取引先立地 工業団地 流通団地 保税区 住宅

地 市街地 街道沿い  

経営の形態 同族会社  非同族会社      グループ所属 

市場―顧客 製造業： 製造・販売 製造・販売会社への卸売 下請 委託加工 

商業：  小売業、卸売業、（その他  ） 

主要設備  

経営理念 有  無 有の場合： 

事業資格・認定 ISO         HACCP  その他  

企業側の診断要望

事項 

①       ②        ③ 

予想される優位点 ① 

 

② 
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③ 

 

予想される問題点 ① 

 

② 

 

③ 

 

所見等 

 

 

 

 

 

 

診断経験 

 

① ② 

診断機関： 診断機関：  

実習作業室 あり 

収集資料 沿革、組織図、出資構成、役員・従業員一覧表（職種、職位、年齢、雇用年数、雇

用形態、給与レベルなど）、財務諸表（3期分含むキャッシュフロー計算書）、

主要仕入先・販売先、工場/店舗レイアウト、生産工程フロー図、パンフレット類

等. 
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添付資料-2 企業診断レーダーチャート作成用評価項目 – 製造業 

 

以下は総合的な経営診断を行うためのレーダーチャートを作成するための指標例である。本指標

の構成と利用の仕方は以下の通りである。 

 

・｢経営管理｣、｢人的資源｣、｢生産｣、｢マーケット｣、｢財務・会計｣の 5 分野から成る。 

・5 分野は、それぞれ 10 項目から構成され、項目毎の評価は、中堅の中小企業をイメージして初

歩的な状態から、ほぼ理想的な段階まで 5 段階に分けて記述している。 

・各項目の一番上段の記述が初歩的段階を表し、一番下段の記述をほぼ理想的な段階としてい

る。 

・段階分けは、決して普遍的ではなく、評価する企業が属する業界や企業規模によっても段階が

合い前後することもある。また、並列的な記述にして幾つ出来ているかを検討したほうが相応し

い場合もある。 

・しかし、指標全体の整合性をとる上で、全ての項目を段階評価としており、上記の矛盾等を解消

又は補完説明するために｢その他、評価で配慮した事項：｣を設け、複合的に配慮すべき事項や

記載項目以外で評価上配慮すべき事項を記述することとしている。 

・該当する小項目の頭の番号（例：①、②・・）を当該項目の点数とする。 

 

１．経営管理 

 

（１）経営トップ 

①経営の意思決定は社長一人が全くの独断で行っている 

②経営幹部が複数存在し、社長には経営に関する経験のある幹部の意見を聞く姿勢がある 

③社長にはリーダーシップ（指揮、調整、統制）があり、その他の幹部が効果的に補佐している 

④経営陣にまとまりと自由な雰囲気があり、経営の改革に前向きである 

⑤次代を担える幹部が育ち、新旧のバランスが取れている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）企業ビジョンと経営方針 

①企業ビジョンも経営方針も明確に文書化されたものは無い 

②企業ビジョンと経営方針が明文化されている 
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③内容が当社の現実的な方向性として相応しいものである 

④従業員全員に知らせ、従業員の大半が理解している 

⑤企業ビジョンと経営方針に沿って経営計画が立てられている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）経営基本戦略 

①経営者トップが漠然とした経営戦略を頭で描いているのみ 

②基本的な経営戦略が明文化され、経営幹部は知っている 

③経営環境や業界地位・動向等の分析に基づき長期的な方針と課題を網羅した内容である 

④部門戦略に順次展開される一方、競争条件変化等に合わせて適宜見直されている 

⑤全社・部門計画へ具体的に展開され、その廃統合と見直しが効果的に行われている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）組織と権限 

①組織分化すらできていない 

②一応組織が分化し、組織的な活動に必要な権限が概ね委譲されている 

③各組織の職務と権限規定が明文化され、適宜見直されている 

④経営トップと組織間の意思疎通がよく、組織の職務・権限と実行とのバランスも良い 

⑤組織・権限と人員等の資源配置が適宜見直され、経営のチェック機能が働いている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）経営計画 

①経営者トップが経営計画を頭に描いているのみ 

②明文化された経営計画があり、経営幹部は知っている 

③経営基本戦略と部門戦略に沿って社内各層から課題を集められ、網羅的な計画である 

④内容は具体的な実行可能なもので、全社的視点から優先順位が付けられている 

⑤全社・部門間の整合性がとられ、行動と目標が明確で適宜検証され翌期に活かしている 

その他、評価で配慮した項目：  



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 27 

 

（６）経営資源（企業規模・業種としてのバランスを評価） 

①人材や資金・資材を含む最低限の経営資源が常に不足している 

②経営資源の最低限の確保はできている 

③同業他社の平均を少し上回る経営資源がある 

④同業他社に比し、優れた経営資源があり当社の強みとなっている、又は、会社に不足している

経営資源を外部から調達できる 

⑤国内・国際的にも特に強い分野があり、当社発展の原動力の一つとなっている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）社会的信頼 

①社会的信頼性を得ることの重要性の認識が薄い 

②社会的信頼性の重要性を認識し日常的で身近な信頼性獲得のための行動を起こしている 

③従業員に顧客満足への意識が徹底し、企業倫理が明文化されている 

④企業倫理に加え、環境への配慮が明文化され、従業員がそれに沿って行動している 

⑤戦略として企業統治や CSR が実施され、社会的地位の向上と経営の安定に資している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）情報管理システム 

①経営に必要な基礎的な情報収集が殆ど行われていない 

②明文化した情報管理規則があり、それに従って情報の収集・管理がほぼなされている 

③基礎的な IT システムが導入されている 

④明確な方針のもと情報の収集と整理・管理が組織的に行われている 

⑤組織的に収集された情報が、効果的に分析・伝達され、経営力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）企業業績フォロー 

①業績は成り行き任せである 
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②業績は定期的にフォローされている 

③業績に付いて、市場動向・同業他社等との比較が組織的になされている 

④経営計画と実績との差異等の総合的な分析が的確に行われている 

⑤差異分析の結果が、実施中並びに次期経営戦略や経営計画に反映されている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）業績 

①業績は低迷している 

②業績は回復基調である 

③業績は業界並みである 

④業績は業界以上であり、今後も安定的推移が期待できる 

⑤業績は極めて優れており、一層の成長が期待できる 

その他、評価で配慮した項目： 

 

２．人的資源 

 

（１）人事・労務方針 

①人事労務は経営幹部の専管事項で、給与計算・労務問題は外部専門家任せである 

②一定の方針のもと、労務人事を部分的に管理する組織が社内にある 

③明確な人事労務方針が立てられ、人事担当部署が運営し、従業員にも知らされている 

④採用や教育訓練・評価処遇・職場環境等を含む包括的な人事労務方針が運用されている 

⑤厳格で不公平感の少ない運用がなされ、社内の士気も上がって、業績に貢献している  

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）人材の採用 

①業務上の必要に応じて場当たり的に採用を行っている 

②経営幹部がその都度判断して業務計画と人材採用との整合性に心掛けている 

③採用部門があり経営計画、業務計画と連携した採用ルールに従って採用している 
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④人材配置・育成計画と連携し、本人の能力や適性・希望を反映した組織的な採用である 

⑤人材が順調に育ち、社内融和・定着率もよく業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）就業規則 

①法で要求されている最低限の就業規則があるのみである 

②企業の実態も反映した分り易く遵守に無理のない就業規則が作成されている 

③希望や苦情処理へも対処できる働き易い運用がされ、従業員は熟知し、守っている   

④経営方針や人事・労務とも整合性がとれ、環境変化に合わせ適宜見直されている 

⑤信賞必罰等も的確な運用で、職場の規律維持と意欲高揚で業績向上に寄与している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）労使関係 

①基礎的な労使関係のルールがない 

②基礎的な労使関係のルールがあり、従業員の意識の日常的な把握に努め対応している 

③従業員意識調査等で浮かび上がった問題を労働組合（職員団体）等と協議している 

④労働組合（職員団体）等との協議は常にオープンで、良好な労使関係に努めている 

⑤経営方針として労使の信頼関係の強化に努め、経営の安定と業績の向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）キャリアパス 

①従業員のキャリアパスの重要性の認識がない 

②従業員のローテーションやキャリアパスへの配慮がある 

③計画的な従業員教育に基づきローテーション・キャリアパスを行っている 

④ローテーション・キャリアパスが育成計画及び昇給・昇格にリンクしている 

⑤経営政策・人材育成計画と密接にリンクし、企業文化、安定的な経営に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 30 

（６）人材の育成 

①人材育成の重要性の認識が薄い 

②現場での人材教育が組織的に行われている 

③本人の希望と組織の需要を反映した育成方針があり、組織的な育成が行われている 

④経営戦略と人材育成方針と連携した能力開発計画を策定、実行している 

⑤人事育成が効果を発揮して定着率と従業員の能力が向上し、業績の上昇に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）人材評価 

①人材評価は経営幹部の専管事項で組織的な対応はない 

②経営幹部が都度評価基準を決めて、それに従って人事評価をしている 

③社内基準は経営戦略に基づいて明文化され、適宜の見直している 

④評価者訓練や本人への評価結果の通知が行われ、基準を満たすよう人材教育を行っている 

⑤評価と処遇、経営戦略とが機能的にリンクし、従業員意識及び業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）職場安全管理 

①法が求める職場安全基準のみである 

②社内の事情に合わせた追加的な安全基準も作成し、従業員は周知している 

③安全衛生教育を施し、日常より必要な対策を講じている 

④職場安全と環境改善が密接にリンクし、適宜基準も見直し、同業他社より高水準である 

⑤職場安全管理が企業戦略の一部に組み込まれ、企業イメージ向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）社内コミュニケーション 

①社内コミュニケーションも重要だが、先ずは仕事を忠実にやることが先と考えている 

②経営幹部が自ら従業員に声を掛けるなど、コミュニケーションを良くする対策がある 

③具体的な規則やツールを工夫し組織間、上司と部下等の意思疎通を良くしている 
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④意思疎通の良い組織とモラル向上が常に志向され、経営方針にも反映している 

⑤全社的な団結と活性化が進み、業績にも良い影響を与えている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）意識高揚 

①仕事を与えることだけが意識高揚策と考えている 

②経営幹部が自ら声を掛けたり、食事を一緒にとるなど意識高揚に努めている 

③提案制度やグループ活動など継続的・継続的な意識高揚対策を講じている 

④業務や人材育成計画と連携した高揚策であり、業務改善と高度化に繋がっている 

⑤従業員全体の理解が進み、人材の成長と定着、継続的な業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

３．生産 

 

（１）工場の組織・レイアウト 

①人員の配置や部品・製品の流れに明確なルールがない 

②工場の組織・レイアウトは危険物や混入防止も配慮したものである 

③倉庫及び作業工程の流れは当社規模と生産性向上を配慮したものである 

④工場・倉庫の組織・レイアウト・ものの流れが全社的生産性向上に資する形である 

⑤経営環境の変化に応じて適宜見直され、工場の体質改善と経営安定にも貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）生産計画 

①生産計画はあっても使われておらず、無いに等しい 

②基礎的な生産計画は持っておりその下で生産計画、工程計画、作業管理等がなされている 

③関係部門（設計・製造・販売部・外注先）との連携に留意した分り易い生産計画である 

④生産管理の実態が長期・短期的に適宜見直され、柔軟かつ機動的な生産管理である 

⑤関係部門との連携が取れ、効果的な生産管理の基礎として経営の安定に貢献している 
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その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）工程管理 

①工程管理はほとんどなされていないか、極めて基礎的なものである 

②生産計画に基づく組織的な工程管理が一応なされている 

③進捗管理、余力管理等が定着し、記録も取られている 

④過去の記録の分析が行われ、組織的な工程改善が進んでいる 

⑤工場全体のムリ・ムダ・ムラを省く工夫がなされ、原価率低減にも貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）製造原価 

①初歩的な原価管理のみである 

②標準原価の策定に従来の経験等一定の工夫が凝らされている 

③業界・他社状況等を考慮した、より当社実態に合った標準原価を設定している 

④標準原価と実際原価との差異を適宜見直し、更に下げる努力がなされている 

⑤標準原価の設定を経営戦略の基本の一つに据え、企業業績向上に活用している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）技術革新・製品開発 

①日常的な技術（製造、素材・工具）開発の努力がみられない 

②製造技術の日常的な改良を重ね、製品開発へと進みつつある 

③明確な技術革新や製品開発の目標と方針がある 

④専門家（部門）が設置され、計画的・具体的に技術革新・製品開発を行っている 

⑤全社方針・組織との連携がスムーズで、企業競争力強化と継続的発展に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）資材・購買管理と在庫管理 

①初歩的な在庫管理のみ 
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②管理方針とルールが作成され、組織的な在庫管理を行っている 

③発注時期や納期、納入方法、発注価格・数量、支払条件等に適切な工夫がなされている 

④生産部門の他開発・販売部門や外注先とも連携を取って総合的な在庫管理を行っている 

⑤在庫管理が生産性向上や収益力増強の手段として積極的に活用され、実績を上げている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）品質管理 

①品質管理担当者も決まっておらず初歩的な品質管理すら個人任せである 

②明文化したルールのもと品質管理を行っている 

③品質向上と検査ルールとの整合性が取れて実のある品質管理となっている 

④部門別品質管理から全社的品質管理へ展開している 

⑤品質管理が全社的に定着し、顧客信頼の醸成と業績の安定に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）機械・設備と保全 

①基礎的な機械・設備・工具の整備さえ個人の思いつきで行われている 

②保全に関する従業員訓練を行っている 

③明文化した保全規則、正確な記録があり、事故防止や問題発見に役立っている 

④現在の経営規模と機械設備とが釣り合って、長期遊休設備が少ない 

⑤長期戦略のもと保全や設備更新が計画的になされ、経営の長期安定化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）環境・安全 

①問題が生じたときに対応策をとるだけである。 

②経営幹部に職場環境・社会環境への配慮があり、漸次改善が図られている 

③職場環境改善と共に騒音、振動、悪臭、大気や水質汚染、廃棄物等による製品の製造過程及

び製品の使用段階における社会環境への影響に付いて包括的・継続的な配慮がある 

④５S 等体系的な手法が導入され、全社的な配慮と改善が図られている 
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⑤事故防止・従業員の意欲や定着率向上等経営の安定に寄与し、社会的信頼も増している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）作業管理 

①作業者の勘や経験に頼って作業が行われている 

②基礎的な作業の標準化や作業の標準時間が設定され、それに従って作業が行われている 

③作業の標準化と現場管理者の管理業務（指導、改善、段取り等）の実施が定着している 

④作業者の毎日の作業結果（作業時間、材料使用量、生産量、各種作業条件等）や記録も活か

し、ムダな作業の排除、自動化、運搬距離の短縮等作業改善に積極的に取組んでいる 

⑤組織的で関連部署との連携の取れた作業管理が進展し、生産の安定に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

４．市場・販売 

 

（１）市場動向 

①市場動向の把握は幹部の個人的な交際範囲に限られている 

②市場動向の把握の重要性を認識し、組織的な情報収集を行っている 

③競合先・競合商品・顧客等主な項目の動向と正確性の把握に努めている 

④市場動向把握の専門組織・体制を構築し、早期対応や長期戦略を練っている 

⑤情報が市場の絞り込みや新分野開拓等の的確な経営判断、経営力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）販売方針 

①特に明確な方針は無く、売れるものを作って売っている 

②経営幹部の頭にある販売方針からの指示を待って販売計画を作成している 

③年間利益計画に沿った販売方針が作成され販売計画に落とし込んでいる 

④経営環境や社内資源が客観的に考慮された販売方針があり、具体的な計画となっている 

⑤全社的・長期発展戦略と整合性が取れ、着実に販売計画が実行され業績に貢献している 



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 35 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）販売計画･活動 

①販売活動が旧来の売り先または経営幹部の個人的な人脈に頼っており組織的なものではない 

②具体的な販売目標の重要性を認識し、販売計画の作成と組織的な活動に移行中である 

③年間利益計画と連携してその実績をフォロー、人材配置や教育等諸施策に反映している 

④目標達成ルールが明確で、実績の反省と関係者の処遇、新戦略等への反映も適切である 

⑤販売計画と活動が全社経営資源と整合性があり、業績の持続的向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）顧客満足 

①顧客から苦情があれば、その都度対応しているのみ 

②顧客満足の重要性の認識があり、事前に顧客ニーズの把握に努めている 

③独自の方針のもと、ニーズ把握やアフターサービスに努めている 

④組織的に顧客満足度を調査・分析して、経営戦略に活かしている 

⑤顧客満足度や要望・苦情等の情報が経営に活かされ、業績安定と向上に役立っている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）顧客管理 

①顧客に関する情報収集は場当たり的で、蓄積されていない 

②顧客ニーズを意識して調査し、ABC 分析などを行って生産に生かしている 

③債権管理に係る顧客先の信用情報等の収集が出来ている 

④顧客特性や大口顧客に合った販売戦略のもと、情報収集と販売活動を連携させている 

⑤戦略に沿ったきめ細かな情報収集と分析が活かされ、機敏な対応を可能としている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）販売組織 

①販売は経営幹部又は外部代理店任せである 
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②他の業務も兼務する形で販売組織があり、活動している 

③専門販売組織で販売方針・目標の立案と実施、販売員教育を行っている 

④実績評価基準、部門の権限及び関係者処遇規則等明確な管理基準に沿って経営している 

⑤販売部門と生産・財務等他部門との意思疎通が良く、業績が向上し顧客の評価も良い 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）販売価格 

①製品価格戦略の重要性の認識が薄く場当たり的である 

②幹部の経験から割り出したルールで価格設定を行っている 

③経営環境と反映した価格戦略を策定し、それに基づいて価格設定している 

④収益計画や販売戦略に沿った価格分析と、他社や経営環境をみて機動的に見直している 

⑤価格設定は全社経営戦略を反映しており、収益力強化と経営力向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）販売流通チャネル 

①行きがかり上出来上がった販売流通チャネルを利用しているのみ 

②効率的な販売流通チャネルの重要性を認識し、チャネルの構築を進めている 

③発展戦略に合わせた独自の販売流通チャネルを構築中である 

④環境変化に合わせ常時チャネルを見直し、そのための施策と社内組織化を進めている 

⑤販売流通チャネルの整備が効果を発揮し、コスト低減や売上・収益増強に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）コスト削減 

①販売コストの削減の重要性は認識しているが具体的な努力がみられない 

②経営幹部主導で日常的なコスト削減の努力がされている 

③広告・宣伝・流通費を含めた具体的コスト削減目標のもと、削減努力がなされている 

④コスト削減方針と全社的発展戦略と整合性が取れ、他部との協力関係も構築されている 

⑤コスト削減が社内士気を損なうことなく、企業体力強化に向け着実に成果を上げている 
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その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）ロジスティックス 

①CS（顧客満足）と効率的配送との両面からロジスティックの重要性が認識されていない 

②配送に関連するスピードや物流コスト削減への基礎的な対応がなされている 

③ロジスティック戦略を立てられ、在庫管理も含めた経費削減努力がなされている 

④ロジスティックに関し、調達・生産・販売等部門間連携・システム整備が進んでいる 

⑤経営戦略としてロジスティックスが全社的に整備され成果を上げている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

５．財務・会計 

 

（１）会計処理・財務諸表作成 

①全ての伝票を会計士に渡し、会計処理・財務諸表を作成している 

②会計処理や簡単な資金繰りは自社で行い、専門的な対応は外部専門家に任せている 

③社内に財務・会計部門があり、会計処理、財務諸表を作成、外部専門家が監査している 

④年次決算の他、四半期や月次試算表も作成、結果を分析して対応策を講じている 

⑤総合的な事業実績把握と財務分析が連携させ、機動的な経営施策に打たれている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）予算統制 

①予算とその管理は経営幹部の専管事項である 

②毎年、明文化した基礎的な予算を作成し、実績をフォローしている 

③予算項目を実態に合わせて細分化し、担当部門がフォローし必要な対応を講じている 

④経営戦略の実行手段として予算作成と統制があり、組織的な反省と対応を行っている 

⑤施策目標と予算管理が適切に連携し、柔軟・迅速な行動と経営安定化に役立っている 

その他、評価で配慮した項目： 
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（３）損益把握 

①損益計算は外部会計士が行っている、結果を知るのみである 

②経験或いは初歩的な方法で月次損益等を把握している 

③前年度決算結果から算出して損益分岐点分析等会計的手段で簡易な損益把握をしている 

④四半期・月次試算表を作成し損益を把握し、必要な対策を打っている 

⑤管理会計が導入され、財務的月次損益の把握とリンクし、経営の安定化に寄与している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）キャッシュフロー 

①資金繰りは外部会計士任せである 

②資金繰り状況を自社で定期的に把握し、対応している 

③販売先や仕入先の資金繰りの推測も含めたキャッシュフローの把握を行っている 

④売掛・買掛、在庫管理、投資等を含めた全社的なキャッシュフロー改善を行っている 

⑤経営判断では常にキャッシュフローを重視し、経営の安定と収益力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）資金調達手段 

①外部会計士の説明を待って資金調達をするが、原則、手元資金の範囲で経営している 

②自社で定期的に資金繰りを把握し、必要な資金は友人・親族等非公的手段依存している 

③銀行借入れ等の有力な資金調達手段をもっている 

④金融機関等と強固な関係が築けており、当面の資金調達には困らない 

⑤資金調達も経営戦略の一環として対応され、長期で低利な安定的資金が調達できている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）財務諸表の活用 

①財務諸表の分析は外部会計士任せである 

②年次・月次の財務状況の簡単な分析は社内でも行い経営に生かしている 

③財務諸表の分析結果とその他の情報を月次・年次度計画に反映し、対策を講じている 
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④過年度決算結果と月次試算表と合わせて分析し、必要な対策を講じている 

⑤財務分析結果と迅速な対応が組織化され、企業の経営力強化の源泉となっている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）原価計算 

①原価計算は外部会計士等専門家任せである 

②社内での経験或いは初歩的な方法で大まかな原価計算をしている 

③競争企業との比較等から基準原価を策定し、実際の原価との比較を行っている 

④戦略的な標準原価を設定し、実際原価との比較、対策を講じる他、適宜見直している 

⑤標準原価を重要な経営戦略と位置付け、経営安定・競争力強化に役立てている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）利益計画 

①売れるものを作って売り最大の利益を出すと言った大まかな方針である 

②明文化した経営計画に沿って利益計画を作成している 

③経営環境や資源及び損益分岐点分析等の費用分析を行って策定し、フォローしている 

④長期経営戦略とその達成のための様々な資源配分を考慮して計画と施策を実施している 

⑤経営戦略と収益計画が常時チェックされ、経営の安定と業績に長期向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）長期投資計画 

①将来の市場判断は特定幹部の経験と勘に頼っており、特に長期計画を立てることはない 

②長期企業目標と大まかな投資計画に関し、幹部間でコンセンサスを得つつ対応している 

③長期的な投資計画と対応策を具体的に立てて、計画的に行動している 

④長期経営戦略と投資計画との整合性がとれ、適切な事業環境・リスク分析もされている 

⑤基本経営方針と長期投資を社内・投資家・銀行へ明確に説明し、協力を得ている 

その他、評価で配慮した項目： 
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（10）財務構造 

①利益と資金繰り以外は財務構造に特に関心を払っていない 

②財務構造に多少関心はあるが、外部会計士任せである 

③財務構造の改善に向け、在庫や売掛金の削減など基礎的な対応をしている 

④経営戦略の一環として構造改善に注目し、資本構成も含め全社的な対策を打っている 

⑤財務構造の改善が常に進められ、環境変化に強い財務体質となっている 

その他、評価で配慮した項目： 
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添付資料-3 企業診断レーダーチャート作成用評価項目 – 商業 

 

以下は総合的な経営診断を行うためのレーダーチャートを作成するための指標例である。本指標

の構成と利用の仕方は以下の通りである。 

 

・｢経営管理｣、｢人的資源｣、｢店舗・運営管理｣、｢マーケット｣、｢財務・会計｣の 5 分野から成る。 

・5 分野は、それぞれ 10 項目から構成され、項目毎の評価は、中堅の中小企業をイメージして初

歩的な状態から、ほぼ理想的な段階まで 5 段階に分けて記述している。 

・各項目の一番上段の記述が初歩的段階を表し、一番下段の記述をほぼ理想的な段階としてい

る。 

・段階分けは、決して普遍的ではなく、評価する企業が属する業界や企業規模によっても段階が

合い前後することもある。また、並列的な記述にして幾つ出来ているかを検討したほうが相応し

い場合もある。 

・しかし、指標全体の整合性をとる上で、全ての項目を段階評価としており、上記の矛盾等を解消

又は補完説明するために｢その他、評価で配慮した事項：｣を設け、複合的に配慮すべき事項や

記載項目以外で評価上配慮すべき事項を記述することとしている。 

・該当する小項目の頭の番号（例：①、②・・）を当該項目の点数とする。 

 

１．経営管理 

 

（１）経営トップ 

①経営の意思決定は社長一人が全くの独断で行っている 

②経営幹部が複数存在し、社長には経営に関する経験のある幹部の意見を聞く姿勢がある 

③社長にはリーダーシップ（指揮、調整、統制）があり、その他の幹部が効果的に補佐している 

④経営陣にまとまりと自由な雰囲気があり、経営の改革に前向きである 

⑤次代を担える幹部が育ち、新旧のバランスが取れている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）企業ビジョンと経営方針 

①企業ビジョンも経営方針も明確に文書化されたものは無い 

②企業ビジョンと経営方針が明文化されている 
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③内容が当社の現実的な方向性として相応しいものである 

④従業員全員に知らせ、従業員の大半が理解している 

⑤企業ビジョンと経営方針に沿って経営計画が立てられている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）経営基本戦略 

①経営者トップが漠然とした経営戦略を頭で描いているのみ 

②基本的な経営戦略が明文化され、経営幹部は知っている 

③経営環境や業界地位・動向等の分析に基づき長期的な方針と課題を網羅した内容である 

④部門戦略に順次展開される一方、競争条件変化等に合わせて適宜見直されている 

⑤全社・部門計画へ具体的に展開され、その廃統合と見直しが効果的に行われている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）組織と権限 

①組織分化すらできていない 

②一応組織が分化し、組織的な活動に必要な権限が概ね委譲されている 

③各組織の職務と権限規定が明文化され、適宜見直されている 

④経営トップと組織間の意思疎通がよく、組織の職務・権限と実行とのバランスも良い 

⑤組織・権限と人員等の資源配置が適宜見直され、経営のチェック機能が働いている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）経営計画 

①経営者トップが経営計画を頭に描いているのみ 

②明文化された経営計画があり、経営幹部は知っている 

③経営基本戦略と部門戦略に沿って社内各層から課題を集められ、網羅的な計画である 

④内容は具体的な実行可能なもので、全社的視点から優先順位が付けられている 

⑤全社・部門間の整合性がとられ、行動と目標が明確で適宜検証され翌期に活かしている 

その他、評価で配慮した項目：  
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（６）経営資源（企業規模・業種としてのバランスを評価） 

①人材や資金・資材を含む最低限の経営資源が常に不足している 

②経営資源の最低限の確保はできている 

③同業他社の平均を少し上回る経営資源がある 

④同業他社に比し、優れた経営資源があり当社の強みとなっている、又は、会社に不足している

経営資源を外部から調達できる 

⑤国内・国際的にも特に強い分野があり、当社発展の原動力の一つとなっている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）社会的信頼 

①社会的信頼性を得ることの重要性を認識していない 

②社会的信頼性の重要性を認識し日常的で身近な信頼性獲得のための行動を起こしている 

③従業員に顧客満足への意識が徹底し、企業倫理が明文化されている 

④企業倫理に加え、環境への配慮が明文化され、従業員がそれに沿って行動している 

⑤戦略として企業統治や CSR が実施され、社会的地位の向上と経営の安定に資している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）情報管理システム 

①経営に必要な基礎的な情報収集が行われていない 

②明文化した情報管理規則があり、それに従って情報の収集・管理がほぼなされている 

③基礎的な IT システムが導入されている 

④明確な方針のもと情報の収集と整理・管理が組織的に行われている 

⑤組織的に収集された情報が、効果的に分析・伝達され、経営力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）企業業績フォロー 

①業績は成り行き任せである 
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②業績は定期的にフォローされている 

③業績に付いて、市場動向・同業他社等との比較が組織的になされている 

④経営計画と実績との差異等の総合的な分析が的確に行われている 

⑤差異分析の結果が、実施中並びに次期経営戦略や経営計画に反映されている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）業績 

①業績は低迷している 

②業績は回復基調である 

③業績は業界並みである 

④業績は業界以上であり、今後も安定的推移が期待できる 

⑤業績は極めて優れており、一層の成長が期待できる 

その他、評価で配慮した項目： 

 

２．人的資源 

 

（１）人事・労務方針 

①人事労務は経営幹部の専管事項で、給与計算・労務問題は外部専門家任せである 

②一定の方針のもと、労務人事を部分的に管理する組織が社内にある 

③明確な人事労務方針が立てられ、人事担当部署が運営し、従業員にも知らされている 

④採用や教育訓練・評価処遇・職場環境等を含む包括的な人事労務方針が運用されている 

⑤厳格で不公平感の少ない運用がなされ、社内の士気も上がって、業績に貢献している  

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）人材の採用 

①業務上の必要に応じて場当たり的に採用を行っている 

②経営幹部がその都度判断して業務計画と人材採用との整合性に心掛けている 

③採用部門があり経営計画、業務計画と連携した採用ルールに従って採用している 
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④人材配置・育成計画と連携し、本人の能力や適性・希望を反映した組織的な採用である 

⑤人材が順調に育ち、社内融和・定着率もよく業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）就業規則 

①法で要求されている最低限の就業規則があるのみである 

②企業の実態も反映した分り易く遵守に無理のない就業規則が作成されている 

③希望や苦情処理へも対処できる働き易い運用がされ、従業員は熟知し、守っている   

④経営方針や人事・労務とも整合性がとれ、環境変化に合わせ適宜見直されている 

⑤信賞必罰等も的確な運用で、職場の規律維持と意欲高揚で業績向上に寄与している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）労使関係 

①基礎的な労使関係のルールがない 

②基礎的な労使関係のルールがあり、従業員の意識の日常的な把握に努め対応している 

③従業員意識調査等で浮かび上がった問題を労働組合（職員団体）等と協議している 

④労働組合（職員団体）等との協議は常にオープンで、良好な労使関係に努めている 

⑤経営方針として労使の信頼関係の強化に努め、経営の安定と業績の向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）キャリアパス 

①従業員のキャリアパスの重要性の認識がない 

②従業員のローテーションやキャリアパスへの配慮がある 

③計画的な従業員教育に基づきローテーション・キャリアパスを行っている 

④ローテーション・キャリアパスが育成計画及び昇給・昇格にリンクしている 

⑤経営政策・人材育成計画と密接にリンクし、企業文化、安定的な経営に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 
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（６）人材の育成 

①人材育成の重要性の認識が薄い 

②現場での人材教育が組織的に行われている 

③本人の希望と組織の需要を反映した育成方針があり、組織的な育成が行われている 

④経営戦略と人材育成方針と連携した能力開発計画を策定、実行している 

⑤人事育成が効果を発揮して定着率と従業員の能力が向上し、業績の上昇に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）人材評価 

①人材評価は経営幹部の専管事項で組織的な対応はない 

②経営幹部が都度評価基準を決めて、それに従って人事評価をしている 

③社内基準は経営戦略に基づいて明文化され、適宜の見直している 

④評価者訓練や本人への評価結果の通知が行われ、基準を満たすよう人材教育を行っている 

⑤評価と処遇、経営戦略とが機能的にリンクし、従業員意識及び業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）職場安全管理 

①法が求める職場安全基準のみである 

②社内の事情に合わせた追加的な安全基準も作成し、従業員は周知している 

③安全衛生教育を施し、日常より必要な対策を講じている 

④職場安全と環境改善が密接にリンクし、適宜基準も見直し、同業他社より高水準である 

⑤職場安全管理が企業戦略の一部に組み込まれ、企業イメージ向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）社内コミュニケーション 

①社内コミュニケーションも重要だが、先ずは仕事を忠実にやることが先と考えている 

②経営幹部が自ら従業員に声を掛けるなど、コミュニケーションを良くする対策がある 

③具体的な規則やツールを工夫し組織間、上司と部下等の意思疎通を良くしている 
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④意思疎通の良い組織とモラル向上が常に志向され、経営方針にも反映している 

⑤全社的な団結と活性化が進み、業績にも良い影響を与えている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）意識高揚 

①仕事を与えることだけが意識高揚策と考えている 

②経営幹部が自ら声を掛けたり、食事を一緒にとるなど意識高揚に努めている 

③提案制度やグループ活動など継続的・継続的な意識高揚対策を講じている 

④業務や人材育成計画と連携した高揚策であり、業務改善と高度化に繋がっている 

⑤従業員全体の理解が進み、人材の成長と定着、継続的な業績向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

３．店舗・運営管理 

 

（１）店舗の組織 

①経営者は、店舗を外見も内装も単に商品を置いて売る組織・構造物としてしか考えていない 

②経営者は、店舗を顧客の要求に応える組織・構造物と考えているが、目立った対策はない 

③顧客の期待に応えるため、明確なルールを定めて店舗組織を見直すようになっている 

④従業員の創意工夫も取り入れた店舗組織となっており、顧客満足度も向上している 

⑤環境変化に応じて店舗組織も見直され、経営体質の強化のみならず近隣商店との共存共栄に

も良い刺激を与えている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）店舗のレイアウト 

①店舗内は雑然とした感じがし、商品の陳列や販売員等の配置に明確なルールがない 

②店舗のレイアウトや商品陳列は、もっぱら従業員の都合だけで決められている 

③明確なルールに則り、店舗レイアウトや商品の陳列、販売員の配置がなされている 

④顧客満足を基本とした店舗レイアウトが構築され、従業員の創意も生かされている 
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⑤経営の重要な要素に一つと店舗のレイアウトが戦略的に見直され、売上と収益性の向上と安

定に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）新商品の発掘・品揃え 

①製造元や卸業者の言いなりで、新商品の発掘や開発の意識的な努力はしていない 

②機会があれば、展示会や新規供給先、産地等を訪問して新商品の発掘を図っている 

③販売計画を作成し、顧客ニーズの把握と新商品の発掘や開発と連動させる努力をしている。 

④顧客ニーズの把握と新商品の発掘や開発を経営戦略と根幹に置き、専門部門も設置して計画

的な活動をしている 

⑤全社方針・組織・経営体力に則って、顧客ニーズの把握と新商品の発掘・開発を品揃えや陳列

とも連動させており、企業競争力強化と地域の集客にも貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）購買管理と在庫管理 

①初歩的な在庫管理のみで、品切れも時折発生している 

②管理方針とルールが一応作成され、組織的な在庫管理に向けた努力がなされている 

③発注時期や納期、納入方法、発注価格・数量、支払条件等に適切な工夫がなされている 

④年間の売上計画に基づき、新商品の開拓や調達部門のみならず仕入先とも連携を取って総合

的な在庫管理を行っている 

⑤購買・在庫管理が経営戦略の重要な一環とされ、生産性向上や収益力増強のために積極的に

活用され、実績を上げている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）購買先管理 

①購買先から供給される商品を販売しているだけで、購買先の実態には無関心である 

②購買先の製造や商品調達能力に関心を持ち、経営者が時折情報収集をしている 

③自社で作成した商品計画や販売計画に基づき、購買先の製造・調達意欲を確かめつつ製品開

発等を持ちかけている 

④購買先と共存共栄の関係を構築しており、同時に購買先の経営環境や経営力への注意も怠り

ない 
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⑤長期的な経営戦略に基づく購買先の計画的な新陳代謝がなされており、収益力と経営力の強

化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）品質管理 

①仕入商品の品質管理担当者も決まっておらず、搬入時に誰かが検品を行っている程度である 

②消費者の求める品質に合わせた品質管理とクレーム処理がなされつつある 

③消費者満足と品質維持コストとの整合性に配慮し、明確なルールに基づく管理を行っている 

④販売部門の品質管理から、全社的な経営品質管理と優良顧客開拓へ展開している 

⑤全社的な経営品質改善活動が定着し、顧客信頼の醸成と業績の安定に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

  

（７）店舗設備・備品・機材と保全 

①基礎的な店舗設備や備品・機材の整備が不十分である 

②店舗設備や備品・機材の保全と管理に関する従業員訓練を行っている 

③明文化した保全規則、正確な記録があり、盗難や事故防止、問題発見に役立てている 

④現在の経営規模と設備・備品・機材の規模とが釣り合って、遊休設備やスペースも少ない 

⑤長期戦略のもと保全や設備更新・改装が計画的になされ、経営の効率化と長期安定化に貢献

している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）環境・安全 

①問題が生じたときに対応策とるだけである。 

②経営幹部に職場環境と店舗内での顧客の安全への配慮があり、漸次改善が図られている 

③職場環境改善と顧客の安全確保が定着し、商品の購入後の使用時の顧客の安全や社会環境

への影響に付いての配慮もある 

④５S 等体系的な手法が導入され、全社的な経営管理と改善と連携している 

⑤顧客の信頼性獲得と従業員の意欲や定着率向上等経営の安定に寄与し、地域の活性化にも

貢献している 
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その他、評価で配慮した項目： 

  

（９）作業管理 

①販売員や作業者の勘や経験に頼って作業が行われている 

②基礎的な作業や顧客対応が標準化され、それに従って作業が行われている 

③作業の標準化に加え臨機応変の工夫がみられ、現場管理者の管理業務（指導、改善、クレー

ム処理等）は的確で安定している 

④販売員も作業者も毎日の業務（作業の種類・時間・作業条件、顧客クレームや質問事項等）記

録も活かし、進んでムダな作業の排除、顧客満足度の向上に取組んでいる 

⑤組織的で連携の取れた作業管理と各人の作業意欲向上が一体化し、顧客評判の向上と経営

の安定に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（１０）地域活性化 

①商店街や地域の活性化には特に注意を払っていない 

②近隣の商店やサービス業者と地域への集客に付いて、時折話している 

③地域の関係者と計画的に会合を持ち、魅力ある自店舗作りと地域への集客力増加のための行

動を起こしている 

④地域の活性化と自店の繁栄策を自社の経営戦略の一環として取り込み、社内担当者も明確に

して活動し、地域をリードしている 

⑤地域活性化の活動が自立発展の段階に達し、活動が拡大していくと共に、自店の売上と収益

力の向上並びに経営の安定化に貢献している。 

その他、評価で配慮した項目： 

 

４．市場・販売 

 

（１）市場動向 

①市場動向の把握は幹部の個人的な交際範囲や来店者の雑談に限られている 

②市場動向の把握の重要性を認識し、組織的な情報収集を行っている 

③競合先・競合商品・顧客等主な項目の動向と正確性の把握に努めている 
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④市場動向把握の専門組織・体制を構築し、早期対応や長期戦略を練っている 

⑤情報が市場の絞り込みや新分野開拓等の的確な経営判断、経営力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）販売方針・商品計画 

①特に明確な方針は無く、売れるものを調達して売っている 

②経営幹部の頭にある販売方針からの指示を待って販売計画を作成している 

③年間利益計画に沿った商品計画と販売方針が作成され販売計画に落とし込んでいる 

④経営環境や社内資源が客観的に考慮された販売方針があり、具体的な計画となっている 

⑤全社的・長期発展戦略と整合性が取れ、着実に販売計画が実行され業績に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）販売計画･活動 

①販売計画に基づく販売活動を行っていない 

②具体的な販売目標の重要性を認識し、販売計画の作成と組織的な活動に移行中である 

③年間利益計画と連携してその実績をフォロー、人材配置や教育等諸施策に反映している 

④目標達成ルールが明確で、実績の反省と関係者の処遇、新戦略等への反映も適切である 

⑤販売計画と活動が全社経営資源と整合性があり、業績の持続的向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）顧客満足 

①顧客から苦情があれば、その都度対応しているのみ 

②顧客満足の重要性の認識があり、事前に顧客ニーズの把握に努めている 

③独自の方針のもと、ニーズ把握やアフターサービスに努めている 

④組織的に顧客満足度を調査・分析して、経営戦略に活かしている 

⑤顧客満足度や要望・苦情等の情報が経営に活かされ、業績安定と向上に役立っている 

その他、評価で配慮した項目： 
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（５）顧客管理 

①顧客に関する情報収集やその蓄積を行っていない 

②顧客ニーズを意識して調査し、ABC 分析などを行って商品調達等に生かしている 

③債権管理に係る顧客先の信用情報等の収集が出来ている 

④顧客特性や大口顧客に合った販売戦略のもと、情報収集と販売活動を連携させている 

⑤戦略に沿ったきめ細かな情報収集と分析が活かされ、機敏な対応を可能としている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）販売組織 

①販売は営業部門や売り場担当又は外部代理店任せである 

②他の業務も兼務する形で販売組織があり、活動している 

③専門販売組織で販売方針・目標の立案と実施、販売員教育を行っている 

④実績評価基準、部門の権限及び関係者処遇規則等明確な管理基準に沿って経営している 

⑤販売部門と商品調達・財務等他部門との意思疎通が良く、業績が向上し顧客の評価も良い 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）販売価格 

①商品価格戦略の重要性を認識していない 

②幹部の経験から割り出したルールで価格設定を行っている 

③経営環境と反映した価格戦略を策定し、それに基づいて価格設定している 

④収益計画や販売戦略に沿った価格分析と、他社や経営環境をみて機動的に見直している 

⑤価格設定は全社経営戦略を反映しており、収益力強化と経営力向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）販売流通チャネル 

①行きがかり上出来上がった販売流通チャネルを利用しているのみ 

②効率的な販売流通チャネルの重要性を認識し、チャネルの構築を進めている 

③発展戦略に合わせた独自の販売流通チャネルを構築中である 
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④環境変化に合わせ常時チャネルを見直し、そのための施策と社内組織化を進めている 

⑤販売流通チャネルの整備が効果を発揮し、コスト低減や売上・収益増強に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）コスト削減 

①販売コストの削減の重要性は認識しているが積極的な努力がみられない 

②経営幹部主導で日常的なコスト削減の努力がされている 

③広告・宣伝・流通費を含めた具体的コスト削減目標のもと、削減努力がなされている 

④コスト削減方針と全社的発展戦略と整合性が取れ、他部との協力関係も構築されている 

⑤コスト削減が社内士気を損なうことなく、企業体力強化に向け着実に成果を上げている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）ロジスティックス 

①CS（顧客満足）と効率的配送との両面からロジスティックの重要性が認識されていない 

②配送に関連するスピードや物流コスト削減への基礎的な対応がなされている 

③ロジスティック戦略を立てられ、共同物流や在庫管理も含めた経費削減努力がなされている 

④ロジスティックに関し、調達・販売・配送等部門間連携・システム整備が進んでいる 

⑤経営戦略としてロジスティックスが全社的に整備され成果を上げている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

５．財務・会計 

 

（１）会計処理・財務諸表作成 

①全ての伝票を会計士に渡し、会計処理・財務諸表を作成している 

②会計処理や簡単な資金繰りは自社で行い、専門的な対応は外部専門家に任せている 

③社内に財務・会計部門があり、会計処理、財務諸表を作成、外部専門家が監査している 

④年次決算の他、四半期や月次試算表も作成、結果を分析して対応策を講じている 

⑤総合的な事業実績把握と財務分析が連携させ、機動的な経営施策に打たれている 



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 54 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（２）予算統制 

①予算とその管理は経営幹部の専管事項である 

②毎年、明文化した基礎的な予算を作成し、実績をフォローしている 

③予算項目を実態に合わせて細分化し、担当部門がフォローし必要な対応を講じている 

④経営戦略の実行手段として予算作成と統制があり、組織的な反省と対応を行っている 

⑤施策目標と予算管理が適切に連携し、柔軟・迅速な行動と経営安定化に役立っている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（３）損益把握 

①損益計算は外部会計士が行っている、結果を知るのみである 

②経験或いは初歩的な方法で月次損益等を把握している 

③前年度決算結果から算出して損益分岐点分析等会計的手段で簡易な損益把握をしている 

④四半期・月次試算表を作成し損益を把握し、必要な対策を打っている 

⑤管理会計が導入され、財務的月次損益の把握とリンクし、経営の安定化に寄与している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（４）キャッシュフロー 

①資金繰りは外部会計士任せである 

②資金繰り状況を自社で定期的に把握し、対応している 

③販売先や仕入先の資金繰りの推測も含めたキャッシュフローの把握を行っている 

④売掛・買掛、在庫管理、投資等を含めた全社的なキャッシュフロー改善を行っている 

⑤経営判断では常にキャッシュフローを重視し、経営の安定と収益力強化に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（５）資金調達手段 

①外部会計士の説明を待って資金調達をするが、原則、手元資金の範囲で経営している 
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②自社で定期的に資金繰りを把握し、必要な資金は友人・親族等非公的手段依存している 

③銀行借入れ等の有力な資金調達手段をもっている 

④金融機関等と強固な関係が築けており、当面の資金調達には困らない 

⑤資金調達も経営戦略の一環として対応され、長期で低利な安定的資金が調達できている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（６）財務諸表の活用 

①財務諸表の分析は外部会計士任せである 

②年次・月次の財務状況の簡単な分析は社内でも行い経営に生かしている 

③財務諸表の分析結果とその他の情報を月次・年次度計画に反映し、対策を講じている 

④過年度決算結果と月次試算表と合わせて分析し、必要な対策を講じている 

⑤財務分析結果と迅速な対応が組織化され、企業の経営力強化の源泉となっている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（７）原価管理 

①仕入価格や諸経費は製造元や卸業者の言いなりで、原価計算は外部会計士等専門家任せで

ある 

②原価管理を経営戦略として意識し、社内で経験或いは初歩的な方法で大まかな原価計算をし

ている 

③業界や他社の状況を比較検討、収益計画や店の実情に一層適した原価設定の努力をしている 

④環境の変化に対応した管理会計的思考が定着し、原価低減に繋がる有利な仕入れ条件を求

めて様々な工夫をしている 

⑤管理会計の徹底を経営戦略の基本の一つに据え、経営安定・競争力強化に役立てている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（８）利益計画 

①売れるものを仕入れて売り最大の利益を出すと言った大まかな方針である 

②明文化した経営計画に沿って利益計画を作成している 

③経営環境や資源及び損益分岐点分析等の費用分析を行って策定し、フォローしている 
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④長期経営戦略とその達成のための様々な資源配分を考慮して計画と施策を実施している 

⑤経営戦略と収益計画が常時チェックされ、経営の安定と業績に長期向上に貢献している 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（９）長期投資計画 

①将来の市場判断は特定幹部の経験と勘に頼っており、特に長期計画を立てることはない 

②長期企業目標と大まかな投資計画に関し、幹部間でコンセンサスを得つつ対応している 

③長期的な投資計画と対応策を具体的に立てて、計画的に行動している 

④長期経営戦略と投資計画との整合性がとれ、適切な事業環境・リスク分析もされている 

⑤基本経営方針と長期投資を社内・投資家・銀行へ明確に説明し、協力を得ている 

その他、評価で配慮した項目： 

 

（10）財務構造 

①利益と資金繰り以外は財務構造に特に関心を払っていない 

②財務構造に多少関心はあるが、外部会計士任せである 

③財務構造の改善に向け、在庫や売掛金の削減など基礎的な対応をしている 

④経営戦略の一環として構造改善に注目し、資本構成も含め全社的な対策を打っている 

⑤財務構造の改善が常に進められ、環境変化に強い財務体質となっている 

その他、評価で配慮した項目： 
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添付資料-4 企業診断報告書の内容 
 
 
1. 企業概要 
 
2. 第 1 回本格診断結果 
   

部門毎の考察と所見 
  レーダーチャート分析結果 
  SWOT 分析結果 
  弱点部門の特定とその理由 
 
3. 第 2 回本格診断結果 
   

問題の発見と特定 
  問題分析の方法と結果 
  問題の原因の特定 
 
4. 改善計画 
 
  目的 
  目標（期待する効果） 
  指標 
  スケジュール（複数の改善項目がある場合は優先順位や相互の関連性） 
  推進担当者、推進担当部署 
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添付資料-5 企業向けアンケートフォーム 
 

 

アンケートにご協力お願いします 

（診断企業用） 

2011 年  月  日 

企業診断実習にご協力頂き有難うございました。 

中小企業コンサルタント制度の構築と今後の発展のために、企業診断実習をより良いものにして

いきたいと考えていますので、お手数ですが以下の質問に率直なご意見・ご感想を頂きますよう

お願い申し上げます。ご回答は該当する評価欄に✓をし、どの様なことでも結構ですからコメント

欄へのご記入もお願い致します。 

 

１．企業診断実習の全体的な印象に付いて 

①企業診断実習は、貴社の診断ニーズや期待に応えたものでしたか？ 

□ 期待を大きく上回った 

□ 期待を上回った 

□ ほぼ期待通りであった 

□ 期待をやや外れた 

□ 期待を外れた 

□ 全く期待はずれであった 

コメント（評価の理由等）： 

 

 

②企業診断報告会での総括的な発表と各部門担当の所見内容とに一貫性や説得性はありまし

たか？ 

□ 一貫性も説得性も大いにあった 

□ 一貫性も説得性もあった 

□ 一貫性はあったが説得性は今一歩 

□ 個々の説得性はあったが一貫性は今一歩 

□ 個々の説得性にも一貫性にも乏しかった 

□ 何を言っているのか良く分らない 

コメント（評価の理由等）： 

 

 

③企業診断実習での指導員の指導や受講生の実習振りは、貴社にはどのように映りましたか？ 

□ 両者とも企業診断の核心に迫っていた 

□ 両者とも熱心には調査していた 

□ 指導は的確に見受けたが受講生は今一歩 

□ 受講生は熱心だったが指導はやや空回り 

□ 指導振りも受講生の調査態度も空回り 

□ 診断方法を含め実習に大いに問題がある 

コメント（評価の理由等）： 
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２．経営５部門での問題認識と評価に付いて 

受講生の指摘と貴社の認識とにどのような相違があり、どの様にお感じになりましたか？ 

経営管理 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

人的資源 □ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

生産管理

/店舗・運

営管理 

□ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

市場・販

売 

□ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

財務・会

計 

□ 全く自社の思っている通りであった 

□ 自社の認識との違いより一致が多い 

□ 自社の認識とは違いの方が多い 

□ 自社の認識と全く違う 

コメント（上記の評価とする理由、受講者の指摘に対する感想等）： 

 

 

 

３．改善提案に付いて、 

①提案された改善案にどのように対応されようとしていますか？ 

弱点部門に関する提案内容１： 

□ 大いに役立つので直ぐ実行に移す 

□ 役立つと思うので実施の検討を始める 

□ 役立つと思うが、実施は改めて検討する 

□ 役立つかどうかは自社で更に検討する 

□ 役立ちそうにないので聞くに留める 

□ 全く役立つちそうもない 

 

改善提案へのコメントや今後の対応予定： 

 

 



添付 5 パイロットプロジェクト用企業診断実技試験マニュアル  
 

添付 5 - 60 

弱点部門に関する提案内容２： 

□ 大いに役立つので直ぐ実行に移す 

□ 役立つと思うので実施の検討を始める 

□ 役立つと思うが、実施は改めて検討する 

□ 役立つかどうかは自社で更に検討する 

□ 役立ちそうにないので聞くに留める 

□ 全く役立つちそうもない 

 

改善提案へのコメントや今後の対応予定： 

 

 

 

４．企業診断実習の改善に付いて 

①企業と受講生双方に有意義な実習であるためには、どのような点を改善すべきですか？ 

コメント： 

 

 

 

②今後、もし協力頂けるとしたら、どの様な点ですか？（複数回答可） 

□ 再度、診断実習の受け入れ企業となる 

□ 診断実習に役立ちそうな情報を提供する 

□ 診断実習の有効性を公の場等で発言する 

□ 実習済のコンサルタントを優先的に使う 

□ コンサルタント制度の協賛企業となる 

□ 特に具体案はない 

その他コメント： 

 

 

アンケートにご協力ありがとうございました 

。 

ご回答日  

貴社名    

ご記入者/役職  
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添付資料-6 受講者向けアンケートフォーム 
 

アンケートにご協力お願いします 

（受講者用） 

2011 年  月  日 

パイロットプロジェクトにご参加頂き有難うございました。 

中小企業コンサルタント制度の構築と今後の発展のために、お手数ですが以下の質問に率直に

お答えください。回答は該当する評価欄に✓をし、どの様なことでも結構ですからコメント欄への

記入もお願いします。 

 

１．筆記試験について 

コンサルタントの評価を知識、実施能力、態度・姿勢の面から行いますが、知識を評価するもっと

も公正な方法は筆記試験と考えています。中小企業経営の全ての部門についての一通りの知識

を持つことは中小企業コンサルタントの必須条件ですので、筆記試験では全ての分野で一定以上

の点数を取ることを合格の条件とする予定です。 

 

今回の筆記試験について、問題の内容、実施方法などで改善すべき点など率直なコメントをお願

いします。  

 

科目 コメント 

経営管理  

生産管理  

店舗・運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（実施方法など）  

 

2. 座学について 

 

中小企業コンサルタントの評価プロセスの中に 1 週間の座学を含めています。この座学は受講者

に知識を与えるための研修ではなく、1） 中小企業政策・支援プログラムなどの筆記試験にそぐわ

ない項目の知識を受講者に確認してもらうこと 2） 受講者に自分の専門外の部門の知識レベル

を確認してもらい今後の自習の方向付けを与えること 3） 受講生の他分野専門家とのネットワー

ク作りに役立たせること、を目的としています。 
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今回の座学がこの目的に適ったものであったかどうか、科目毎に率直なコメントをお願いします。 

 

科目 コメント 

経営管理  

生産管理  

店舗・運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（実施方法・追加す

べき科目など） 

 

 

3. 学習ガイドブックについて 

 

中小企業コンサルタントとして必要な知識を筆記試験で評価しますが、知識は基本的に各自の自

習によって習得されるべきと考えています。その自習の助けになるように中小企業コンサルタント

が持つべき知識の範囲と学習のポイントを纏めたのが学習ガイドブックです。特に特定分野の専

門家が自分の専門外の分野の基礎知識を習得するための自習の助けとなることを目的としてい

ます。 

 

学習ガイドブックは既に参加者の皆さんには配布しました。配布した学習ガイドブックがこの目的

に適ったものであったかどうか、科目毎に内容の網羅性や構成などについての率直なコメントを

お願いします。 

 

科目 コメント 

経営管理  

生産管理  

店舗・運営管理  

マーケティング  

財務・会計  

全体（追加すべき科目な

ど） 
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4. 実技試験（企業診断実習）について 

 

①企業診断の経験について 

 

経営者が必ずしも自社の問題を正しく認識していない例が多い中小零細企業へのコンサルティン

グにおいては、「企業を包括的に診断し、企業の弱点分野と抱える問題さらにその原因を特定し、

その改善計画を企業に提案する」という企業診断は極めて重要なステップとなります。 

 

今までに企業診断の経験はありますか？ 

 

□ ある 約 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 社 

1 社の企業診断に費やした平均日数      ＿＿＿＿＿＿日 

□ ない 

 

“ない”場合は、今まで

行ったコンサルティング

では指導テーマをどのよ

うにして決めていました

か？ 

 

 

 

 

 

②今回の企業診断実技試験ではあなたは持てる力を存分に発揮できましたか？ 

  

□ 存分に発揮できた 

□ 発揮できた 

□ ほぼ発揮できた 

□ やや発揮できなかった 

□ 発揮できなかった 

□ 実技能力試験の場とは言えない 

発揮できなかった場合その理由： 
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③企業診断実技試験の運営についてどのように評価しますか？ 

 

□ 準備も運営も申し分なかった 

□ 準備も運営もまずまずだった 

□ 運営は良かったが準備は今一歩 

□ 準備は良かったが運営はやや空回り 

□ 準備にも運営にもやや問題ある 

□ 両方とも大いに問題があり、非常に残念 

・上記評価とする理由： 

 

 

④企業診断実技試験の改善すべき点を挙げてください。 

 

 改善点 

日程の長短について  

受講生数や経歴について  

診断方法について  

レーダーチャート作成用評

価項目について 

 

診断企業について  

企業診断報告会について  

その他  

 

 

アンケートにご協力ありがとうございました。 

 

ご回答日  

氏名    

所属先（もしあれば）  
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